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平成２４年度決算審査特別委員会会議録（第１号） 

 

招 集 年 月 日  平成２５年９月１０日（火） 

招 集 の 場 所  海田町役場大会議室 

開会（開   議）  ９月１０日（火）９時００分宣告（第１日） 
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付 託 案 件 

 認定第１号 平成２４年度決算の認定について 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

説明のため委員会に出席した者の職氏名 

町 長  山 岡 寛 次 

副 町 長  三 宅 信 行 

企 画 部 長  大久保 裕 通 

総 務 部 長  窪 地   満 

福 祉 保 健 部 長  臼 井   真 

企 画 課 長  門 前 誠 司 

財 政 課 長  鶴 岡 靖 三 
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職務のため委員会に出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局 長  伊 藤 仁 士 

主 事  戸 成 正 考 

主 事  利 光 裕 子 
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議 事 の 内 容 

午前９時００分 開会 

○委員長（西田）皆さんおはようございます。本日は大変ご苦労さまでございます。ただ

いまの出席委員数は１４名でございます。定足数に達しておりますのでこれより、平成

24 年度決算審査特別委員会を開会いたします。審査に入る前に町長から発言を求められ

ております。これを許します。町長。 

○町長（山岡）皆さんおはようございます。決算審査特別委員会の開会に当たりまして一

言ごあいさつ申し上げます。皆様方には、大変ご多忙の中、ご参集いただき誠にありが

総 務 課 長  脇 本 健二郎 
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とうございます。平成 24 年度の決算状況についてでございますが、先般の議会におい

て概要説明をさせていただきましたが、十分にご審議をいただき、決算の認定いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。簡単でございますが、ご挨拶とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長(西田)それではこれより審査に入ります。本委員会に付託された案件は、認定第

１号、平成 24 年度決算の認定及び認定第２号、平成 24 年度海田町水道事業会計剰余金

の処分及び決算の認定についてでございます。本委員会の審査日程は、すでに配布して

おりますとおり、本日から９月 12 日までの３日間で行う予定でございます。よろしく

お願いいたします。それでは、認定第１号、平成 24 年度決算の認定についてを議題と

いたします。本件については、９月３日の本議会において町長の概要説明は終わってお

ります。審査の進め方ですが、基本的に日程表の時間割に従い、原則決算書のページご

とに進めてまいりますが、細節の中で、担当課が異なることやページが飛んだりする場

合があります。適宜ページをお示ししますので、よろしくお願いいたします。また、主

要施策の成果に関する説明書についての質疑につきましては、できるだけ決算書の該当

部分で行っていただくようお願いしたいと思います。質疑は回数の制限はございません

が、一問一答方式で行いますので簡潔に質疑され、執行部におかれましては簡潔に答え

ていただきたいと思います。なお、質疑答弁にあたっては、発言の許可を受けた後に、

マイクのスイッチを押して発言してください。それでは、企画部、総務部、会計管理室、

議会事務局から審査を行います。では、明細書の 13、14 ページから入ってきたいと思

います。13、14 ページ、全てでございます。はい、質疑があれば許します。住吉委員。 

○５番（住吉）収入未済額ですね、町税の。こちらが町税全体で２億 1,000 万もある。こ

れ、例年全然減らんような気もしますが、これ何が原因なんですかね。特に、まずそれ。 

○委員長(西田)税務課長。 

○税務課長（中下）特に、特段の原因はないんですが、例年どおり徴収事務をやった結果

こういうことになったものでございます。減らすように努力をしてまいります。 

○委員長(西田)はい、住吉議員。 

○５番（住吉）例年どおりやったらそら減らんでしょ。こんだけ出てきよるんですから。

今回でも見てください。個人町民税だけでも１億 1,000 万の収入未済額が出とる。現年

課税だけで見ても 2,500 万、個人町民税。毎年これだけ、現年が 2,500 万も増えりゃそ

りゃ２億いきますわいね、簡単に。それを例年どおりの徴収してましたいうて、そりゃ
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減らんでしょ。２億いうたらでかいですよ。これクーラーつきます学校に。これどうい

う努力をしてきたんですか。 

○委員長(西田)はい、税務課長。 

〇税務課長（中下）現年度につきましては、例えば、コールセンターを使いまして、未然

に新規の方の滞納を防ぐとかそういう形でどちらかと申しますと、現年度中心の未納を

とにかく出さない、後に繰り越さないいう形の収納対策をしてまいりました。その結果、

一応現年度につきましては、前年度より収納率の方は上がるような結果になっておりま

すが、滞納繰越分につきましては、多少収納率も下がっておりますので、そこら辺の対

策の方も講じていきたいと考えております。 

○委員長(西田)その他。はい西山委員。 

○１２番（西山）西山です。町たばこ税でございますが、施政方針の中で固定資産の減が

見込まれるいろいろ厳しい中で、たばこ税の増を見込んで財政的に精査するという施政

方針がございました。確かに補正予算で 1,100 万円の増額補正を組まれておりますけど

も、収入済額はそこまで伸びきっていないんですけど、そのたばこ税を伸びを見込まれ

た要因と、結果として見込んだだけの税収が入ってこなかった原因は何とお考えられる

んでしょうか。 

○委員長(西田)税務課長。 

○税務課長（中下）補正段階では、もう少し税収が伸びるということで計上しておりまし

たが、結果といたしまして、前年度に比べてでございますが、製造たばこ業者等が、町

内の小売業者に売り渡す製造たばこの本数が減少した、対前年と比べて減少したいうこ

とによりまして、税収がこういうことになったということでございます。少し見積もり

の方、もう少し精度を上げてまいりたいと思っております。 

○委員長(西田)はい、西山委員。 

○１２番（西山）途中で 1,100 万円増額をされた要因ですね。ただ見込まれるからってい

う根拠だけで、1,100 万も補正を組むっていうことにはならない。何らかの根拠があっ

たと思うんですけども、その 1,100 万円も組まれた根拠は何だったんでしょうか。 

○委員長(西田)税務課長。 

○税務課長（中下）今までの実績等を加味しまして、対前年度とか、そこら辺を加味しま

して計上したものでございます。多少実際といたしましては、補正の額、そこまではま

いっておりませんが、当初予算よりは、すいません、それで見越したものでございます。 
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○委員長(西田)はい、崎本委員。 

○１３番（崎本）今の町民税の、もし答えられたら。個人で最高はいくらか、法人では最

高は、未済額よの。払うちょらん人の最高がいくらか、個人と法人、ちょっとわかった

ら教えてください。 

○委員長(西田)分かりますか。税務課長。 

〇税務課長（中下）すいません、ただ今数字の方は持ち合わせておりません。後ほど回答

させていただきます。 

○委員長(西田)後ほど回答でよろしいですか。はい。じゃ崎本委員。 

○１３番（崎本）なぜこれを聞いたか言うたら、４、５日前か２、３日前か知らんが、新

聞にですよね、広島市なんかはもう、物で払うてもらわんにゃ没収するとか、２回３回

督促出してあれが無かったら、差押えいうような措置をとると新聞には書いてあったん

じゃが、海田町ではそのようなことをされるあれはないですか。 

○委員長(西田)はい、税務課長。 

○税務課長（中下）確かに広島市さんの方は組織改正もされて、徴収の強化をされている

ということでございます。海田町といたしましては、最初に納税交渉を行います。それ

の進み具合によっては、今申された滞納処分、どうしても財力があるのに、そこら辺、

こちらのその納税交渉に応じないとか、そういう悪質な者に対しては、差押えの方を掛

けていく、ただ、１回でそうするいうことはほとんどないと思いますが、数回交渉を重

ねた結果そういうことになることはございます。 

○委員長(西田)はい、崎本委員。 

○１３番（崎本）私が言うたのは、ございますじゃない、せえ。まあ住んどって町民税払

うてもらわんかったら、その住む価値ないんじゃけえ、どうしても払うてもらわんにゃ

いかんのじゃから、する気があるかないか言うて、そりゃやり方はあるか知らんのじゃ

が、少々でもね、差押えする気があるかないかちゅうことを尋ねちょるんよ。 

○委員長(西田)はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）差押えにつきまして現行もやっておりますし、今後も、財政状況を踏

まえて差押え処分をしてまいります。それからこれまでの議論の中で、徴収につきまし

ては、これまでいろんな方法で徴収を行っておりますが、今年度については、できるだ

け臨戸徴収も含めてやっていくという方針を出しておりますので、できる限り滞納を減

らしていくという努力をしてまいりたいというふうに考えております。 
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○委員長(西田)はい。佐中委員。 

○１５番（佐中）不納欠損についてお尋ねしますけれども、不納欠損は税と負担金と料あ

るわけですけれども、私本会議でそのことをちょろっと言うたんですが、あんまり中身

について言うと、私直前まで、監査委員をしておりましたので、言いませんけれども、

不納欠損の処理の仕方で、いろいろ問題があると思うんですね。やはり職員が努力をし

てもらう、努力しておるからこういう数字で上がってきておるんだろうと思うんですが、

先ほど、他の議員さんからも言われましたけれども、債権の処理の問題について、シビ

アにね、やっぱり横やら縦やらね、いろいろこう連携をとりながら、やってほしいとい

うのがあるんですよ。そうして、それは、余り具体的に入ると差し障りがあるので言い

ませんけれども、そういう裁判でそういう判例が出る。そして、競売にかかる、この競

売にかかる時にですね、私、いろいろ見ると、官公庁がオークションをやってるんです

ね。ネットで見ると、もう 100 円からもうずーっとやってるんですね。テレビであると

か、皿であるとか、いろんなものからもうやって、やっぱり公平の原則を保ってきてお

るんですね。海田町で今までやってないですが、今からそういうね、景気が悪くなって

あるいは行き詰まって倒産ということもあるので、目を光らせながら、財産のそういう

処理をね、やはり町のいくらかの収入につなげるような、そういう方法は考えられんも

んかどうか、お尋ねをいたします。 

○委員長(西田)はい、税務課長。 

○税務課長（中下）佐中議員さんの言われるように、公売等やってる団体もございます。

現状といたしましては海田町としては差押えを、取りやすい預金とかいう債権の差押え

いう形で、ただいま留まっておりますが、将来的にはそこら辺も視野に入れて、研究し

てまいりたいと思います。ただ、物品等であればその保存場所とかという問題もござい

ますので、そこら辺につきましても研究してまいりたいと思っております。 

○委員長(西田)はい、前田委員。 

○１４番（前田）だいぶ出尽くしたんじゃがね、一つはね、督促ということでこないだも

言うたんだけどもね。督促の手法というのが、この間、20 日を過ぎた者に督促を出すん

だと、こういうような事じゃったわけですね。その前にね、今、部長、臨戸というよう

な言い方もあるわけですが、督促が、返ってこん限りは届いとるんであろう思うわけで

すが、見ん人がおるとか、あるいは１週間に家に帰ってない、今はそういう個々の動線

が長くなっとるんでね。おそらく本町にも北海道とか九州から来られとる方も随分多い
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と思う。九州に何かあると１週間ぐらい帰ってこん。こういうな場合があるんで、ただ

督促出した、返ってこんからいいだろう、次は、赤紙を出すとか差し押さえ令状とかね。

ちょっとそこへ行くまでの手法としてね、今言うた、臨戸というような言葉もあるんだ

から、そういうことを確認に行ってみるとか、あるいは 20 日過ぎたからすぐ督促を出

すとか、二つぐらいなるけども、一問一答でやれいうことなんじゃが、やっぱり督促の

前に、今ごろじゃけほとんど電話、携帯なんか持っとってよね。その辺で確認をしてね、

それから督促を送るとかね、督促状送れば 50 円、普通の従来の電話なら端的に８円ぐ

らいじゃがね。５回ぐらい電話かけれる。７回ぐらいかけれる。そういうとこも考える

とね、同じ人件費の使い方としてちょっと一考を要するのではないかと、こういうふう

に思うがどうですか。 

○委員長(西田)総務部長。 

○総務部長（窪地）まず公文書につきましては基本的には到達主義で事務を行っておりま

す。確認が取れない家庭への訪問ということも、それはあるかもわかりませんが、件数

も多いということから、それは非常に難しい状況だというふうに考えております。それ

から、督促につきましては、納付期限前に納付書の発送をしてまいりますが、納期限が

到来後、20 日以降において滞納整理が始まるということで、これは法律の中で明記され

ておりますので、20 日を過ぎた段階で督促状等の発送を行うということになろうかとい

うふうに考えております。 

○委員長(西田)はい。前田委員。 

○１４番（前田）それでね、そこらがわしに言わせりゃ、部長、事務的じゃとこういうわ

けよ。仕事がね。いわゆる血の通った行政をやっておらん。20 日経ったから督促状を送

るんだ、法律に従ってやっております。いわゆる事務処理ということよの町長。そこで、

臨戸もやるというんだから、20 日は経ったけれども、それなりに相手にも事情があって

払わんのじゃろうから、今言った、特別に何かあって北海道のばあさんがおかしうなっ

たいうんで、ちょっと 1 週間ほど面倒見んにゃならんというなこともあるかもわからん

ので、そういう事もあるから、ただ 20 日過ぎたいうだけでは、脳がないんじゃないか

いう事を、最初に言うたわけよ。だから臨戸もやるというから、そうやって行ってどう

なんですかと、そしたら、たまたま今金がないんじゃと、言うておられたけども、払う

金がないんじゃと、そうしたら督促何十回送ったってそんなものは水の泡と一緒やろ。

だから、そこで、分納で３回３か月月賦にしましょうかとか、じゃ２か月待ってあげる
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からそこらのことを私がねやっぱり、もうちょっと身の入った仕事をせにゃいかんと思

うんよの。今言う、単に事務的に問題がありません、法的に問題はありません。だから

血の通った行政をやれという事を言いたいんじゃが。そこらの考えがね。臨戸をやるん

なら、それは課長・部長は行ったら、残業手当が付かんのかもわからんけどもね。やっ

ぱりそれはそうとしてもね、行って、それなりに事情があるんだ、遅れるいうことは。

そういう今言う留守の場合もあろうし、おられても、財布がちょっと底を尽きかけてお

る。だったらいっぺんに払わんでも３回でいいですよ、というような何かやり方がある

んじゃないか。だからそういう督促に行くまでの手法とか期間、ただ時間だけで事務的

に処理するというんじゃなしに、どうなんかもうちょっと血の通うた行政できんのかど

うか。 

○委員長(西田)総務部長。 

○総務部長（窪地）基本的に滞納整理につきましては、できるだけきめ細やかな対応して

まいりたいというふうに考えております。 

○委員長(西田)はい、その他、はい、下岡委員。 

○４番（下岡）固定資産税についてお尋ねします。固定資産税が当初予算では 19 億 2,500

万、補正で 4,900 万、率にすると、2.5 パーセントぐらいになるかと思いますけれども、

固定資産税がですね、当初予算と補正とこんな金額の率がね、ちょっと高いんじゃない

かと思うんですけれども。課税台帳に載ってるものをやるわけで税率も変わってないん

で、4,900 万円いうたら税率 1.4 パーセントですから、課税標準額にすると三十数億な

んですよね。これが当初でわからなくて補正で組んだ何か特別な理由があるんでしょう

か。 

○委員長(西田)はい、税務課長。 

○税務課長（中下）これにつきましては、自動車関連企業の方が町外移転をされるという

事で償却資産を低めに見積もっておりましたが、実際移転されましたけど償却資産は残

ってるという形になりましたので、その部分を含めまして補正をさせていただいたもの

でございます。 

○委員長(西田)はい、前田委員。 

○１４番（前田）間がちょっととんだんじゃけども、部長。そういう手法、どうとかいう、

検討するとか考えてみるとかそういうふうなんか手法を考えるいうようなもの、返事が

返っとらんような気がするんじゃが、ちょっとどうか思うけどもね。それとね、さっき
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も差し押さえて言うとったが、実際は今までそういう事例とかね、臨戸臨戸いう事で言

うが、実際、年に何件ぐらいその個別訪問いうんかの、４、５回いうというような答弁

も課長からあったんだけどもね。実際に我々が聞くのには、臨戸にね、そういうんで、

役場からこういうふうに言われんたんじゃが言う話はあんまり聞かんのよの。口じゃ臨

戸いうてええように言うとるようだが、実際やっとらんのじゃないかと思う。実際の実

態、どれぐらい年間臨戸やっとるのか、徴収。もらえんかったけども行っただけでもえ

えわ、そこら。 

○委員長(西田)はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）臨戸徴収については今年度から、そこに力を入れて実施をしていくと

いうことでございます。 

○委員長(西田)はい、前田委員。 

○１４番（前田）今までも何年も前からね、臨戸臨戸いうのは、もうわし長う 10 年以上も

20 年以上も座わっとるが、そんな話は、今からやりますいうような話じゃなかったろう。

10 年も何年も前にね、臨戸をやっておりますいうのは、おそらく、そのぐらいの３期４

期の先生方はみな、ご存知じゃろう思うがね、情けない話じゃが。それで固定資産税に

ついてね、差押えというか督促、今まで例があるのかどうか、あまり話はこれも聞かん

のじゃけどね。どれぐらいあるんかいうのと、何回ぐらい４、５回で差押えに入るのか、

そこらのところは実際明確になっていない、ね、漠然として、どうも課長らも何とかし

て今日は逃れんにゃどうもならんけえいうような顔して答弁しておるような気がする

んじゃが、どうかね、そこら。 

○委員長(西田)先ほど、預金に関しての話が出たと思うんですが、続きでお願いします。

収税対策室長。 

○収税対策室長（倉本）平成 24 年度につきまして不動産の差押えは２件でございます。 

○委員長(西田)実態があるということですね。はい、その他ございますかね。臨戸の実態、

はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）臨戸徴収につきましてはこれまでもそういうお話はありましたが、な

かなか実態として、そこは実施されてこなかったいうことがありますので、私総務部長

になって４月からでございますが、臨戸徴収を主眼において、これは滞納整理に取り組

んで欲しいということから指示を出したものでございます。 

○委員長(西田)はい、前田委員。 
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○１４番（前田）これは答弁だすのは非常に、お答えするのは非常に難しいかと思うんじ

ゃけども、今、納税うちは８期でやっておるよの。それは１回の納税額が少ないんで納

めやすいという考え方かどういう考えかわからんが、毎月毎月税金払うとるような気が

するから、滞納が起きるんじゃないか、これ先ほど来何とかで１億で何とかで２億じゃ

いう話も出とるがね、もっと短くしてね。４期とか。少なし２か月に１回の３期とかね。

３期じゃない６期、ごめん。そういうふうにして、３回とか６回ぐらいとか回数をね、

縮めたらどうか思う気がある。今すぐ答弁せえ言うても難しすぎるかわからんが、でき

りゃ、ひとつやってほしい思うがね。毎月毎月、今月もか、またか、なにその上に介護

が来た、保険が来た、固定資産税が来た、まあ、どうなんかな、そこの考え方がちょっ

とわしと違うんかもわからんが。３回ぐらいでやった方が徴収しやすいのではないか、

どうかね。 

○委員長(西田)はい。税務課長。 

○税務課長（中下）納期につきまして今、前田委員さんが言われた８期というのはおそら

く国民健康保険税のことだと思います。町・県民税について普通徴収については４期、

固定資産税については、４期で徴収の方を行っております。言われますように、重なる

月等もございますが、現状としては、この期でいうことで対応させていただいておりま

す。 

○委員長(西田)はい、前田委員。 

○１４番（前田）いつやら、ちょっと間違うとったらそりゃごめんなさい。一括納付につ

いては１割ぐらい安くするというのはやめたというような、わし記憶があるんやけども、

むしろそういうことでやめたいう事になると、それは奨励のために復活するというそう

いう考えどうかな。 

○委員長(西田)税務課長。 

○税務課長（中下）全納報奨金のことだと思います。言われましたとおり、以前はありま

したが、現在ではそういう制度ございません。今の所そういう制度を復活させるという

考えの方は考えておりません。 

○委員長(西田)はい、その他。はい、下岡委員。 

○４番（下岡）先ほどの固定資産税の自動車部品メーカーのことですけれども、全額償却

すると思っていたけれども、そうじゃなしに、資産としてまだ残ってるから補正で組ん

だということなんですけども、現実的には、もう既に小売り関係がですね、あとそこに
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入るとかいう話がありますので、三十数億の建物とか設備というのは、いずれ取り壊さ

れるということでですね、おそらく、今年度中には相当額の部分は、固定資産税として

償却されるということだろうと思うんですけれども、そういう認識でよろしいでしょう

か。 

○委員長(西田)はい、税務課長。 

○税務課長（中下）はい、私どももそういう認識で思っております。 

○委員長(西田)はい、その他。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）先ほどの臨戸徴収のことなんですけれども、今部長は今年度から、言葉は

悪いんですけど、多分部・課長以上の方だと思うんですけども、徴収を仕事が終わって

からだと思うんでけど、やるというふうなニュアンスのことを言われたと思うんですけ

ど、前田委員も言われたんですけど、何年か前もそういうふうな部・課長以上の方が臨

戸徴収をして、いくらか言うような言い方は失礼なんですが、成果があったと、納めて

もらったというふうなことがあったんですけど、今の発言を聞いておったら、今までは

大して成果なくて、ないから、今年度からちょっと頑張ってやるいうふうに聞こえたん

ですけども、以前もあって、それ以前もやっぱりこう、徴収いうんかはしてもらえたん、

というふうな答弁だったんですけど、その辺ところはどうなっとるんですか。 

○委員長(西田)はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）臨戸徴収につきましては、確かに数年前決算を見越して臨戸徴収をし

た経緯がございます。今年度、重点を置くというのは、日ごろから臨戸徴収をしながら、

滞納、収納強化につなげたいということから、常時臨戸徴収を行いたいということで答

弁申し上げたものでございます。 

○委員長(西田)はい、下岡委員。 

○４番（下岡）先ほど全納についてですね、やめたということなんですけれども、下水道

なんかではまだ受益者負担金について、全納ということでですね、やってるんで、その

辺で、町の同じ公租公課でですね。整合性がとれてないんじゃないかと思うんですけれ

ども。ちょっと、答弁お願いします。 

○委員長(西田)はい、いいですか、副町長。 

○副町長（三宅）全納報奨金につきましては、これは全国的な流れで全納報奨金を取りや

めて、口座振替の方に重点を置くという流れの中で取りやめたもので、下水道の負担金

とは若干経緯を異にしておりますので、現段階で、改めて全納報奨金の復活ということ



１２ 

は考えておりません。 

○委員長(西田)はい、その他ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ。15、16 ページ、全ページでございます。

質疑があれば許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい。では次のページ、17、18 ページの上段から中段の交通安全対策特

別交付金までと、１番下にあります総務使用料まででございます。はい、西山委員。 

○１２番（西山）確認なんですけども、地方交付税、当初予算、補正予算で調定額、収入

済額、随分あの補正を組んでるけども、収入済額は随分減額になっております。この要

因は何だったんでしょうか。 

○委員長(西田)はい、財政課長。 

○財政課長（鶴岡）普通地方交付税の予算現額と決算額の差についてでございますけれど

も、これにつきましては特別交付税につきまして、最終の決定通知が３月補正以降にま

いりますので、特別交付税が予算を下回ったために、収入が減となったものでございま

す。特別交付税の減額の理由につきましては、生活保護の受給者の方の減による特別交

付税の減でございます。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ次のページ、19 ページ 20 ページの上段、総務使用料の加藤会

館使用料までです。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、じゃ次、21 ページ 22 ページ、上段の総務手数料と、そこの町税

督促手数料と、四つ下の原動機付自転車標識交付手数料から、犬の注射済票交付手数料ま

でです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、次のページの下段の方になります。23、24 でございます。１目の

総務費国庫委託金でございます。それの自衛官募集事務委託金でございます。ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇委員長（西田）はい、ないようでしたら、次のページ 25 ページ 26 ページでございま

す。上段の、県移譲事務交付金と下の方へまいりまして、１目の総務費補助金です。あ

りませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、ほいじゃ次。次のページ 28 ページの、これは細かくなります

ので、衛生費補助金の中の地域廃棄物対策支援事業補助金と少し下にまいりまして、地

域廃棄物対策編支援事業補助金と下の方になります総務費委託金の中の、県民徴収費委

託金と、一つ飛びまして、ええと、３節、選挙費委託金、でございます。それと統計調

査費委託金でございます。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、ないようでしたら次 29 ページ、30 ページでございます。保健

衛生費委託金、その下の１目、財産運用収入から、１目、不動産売払収入までと、一つ

飛びまして、物品売払収を飛ばしまして、そこから全部下段まででございます。はい、

西山委員。 

○１２番（西山）財産貸付収入ですけども、当初予算で、補正で 70 万ですね、減額をされ

ておりまして、あと収入済額は、ほとんど当初予算に近いといいますか、この 70 万減

額、今まで入ってきていた貸付収入は何が入らなくなった結果の計上でしょうか。 

○委員長(西田)はい、財政課長。 

○財政課長（鶴岡）不動産貸付収入の 70 万円の減額につきましては、建設課の減額でござ

いますけれども、窪町の牛角の隣にある駐車場を 24 年度売却をいたしましたが、当初

予算では売却時期がまだ未定だったために、年間分の貸付収入を計上しておりましたが、

売却後入らなくなりました収入分の 70 万円について減額をしたものでございます。 

○委員長(西田)はい、桑原委員。 

○７番（桑原）一般寄付金のところなんですが、ふるさと納税、ここらが今現状として、

どういう動きになっているのか、あまり大した金額ではないと思うんですけども、どう

いう現状になっているかをご説明ください。 

○委員長(西田)はい。財政課長。 

○財政課長（鶴岡）ふるさと納税につきましては、一般寄附金のところに計上しておりま

すけれども、一般寄附金につきましては、２件 49 万 3,000 円が一般寄附金で、ふるさ

と納税につきましては、８件、32 万 3,276 円のふるさと納税をいただいております。 
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○委員長(西田)はい、よろしいですか、はい。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、じゃ次 31 ページ 32 ページでございます。上段から、中小企業融

資預託金元金までと、その三つを飛びまして、その下の１目、弁償金と雑入の、これは

細かくなりますが、雑入のですね、上から言いますよ、上から１、２、３と、４を飛ば

しまして５、６、７を飛ばしまして 8、9、飛ばしまして複写機、それから、消防ヘリ、

それから研修等、派遣それから広告、それから消防団員、が、総務でございます。はい、

西山委員。 

○１２番（西山）広告掲載料ですけれども、また少し当初予算より減額しか収入が入って

きておりません。どんな努力の結果、ま、いつもこれ変わらなくて、下がっていく傾向

があるんですけど、どういう努力の結果でも、これだけ収入が減ってきているんでしょ

うか。 

○委員長(西田)企画課長。 

○企画課長（門前）ただいまのご質問でございますが、まず、広報の方の広告につきまし

ては変わっておりませんが、いわゆるバナー広告の方、これがですね、前年より下回っ

ております。と申しますのは、一応、これまでのですね、広告代理店、取引のあった広

告代理店等に確認いたしましたところ、やはり、昨今のですね、景気の低迷もあるんで

すが、やはり広告主の方のですね、費用対効果と申しますか、そういうものがシビアに

なってきております。いうことで、今回下がってきとるんですが、今年度につきまして

はですね、商工会等を通じて、ＰＲに努めるとか、直接、企業の方にですね、こういう

ものがありますがいかがでしょうかということで、取組みをさせていただいております。

去年につきましては昨年度より下がっているんですが、今後少しでもですね、収入が得

られるように努力してまいりたいと考えております。 

○委員長(西田)はい、西山委員。 

○１２番（西山）今まで広告代理店に任せっきりで、今年度から少し変えていくというこ

とですけども、広告代理店の交代っていうか変更、そういうのも視野の中に入れて、収

入を増やすという方法は考えられないでしょうかね。 

○委員長(西田)企画部長。 

○企画部長（大久保）今広報広告について、広告代理店、もう５、６年もっとやっている

と思いますけども、これはやっと探して、広報広告の代理店を見つけたような状況で、
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九州の代理店の方に今お願いをしております。で、県内では、いろいろ検討しましたが

なかなかはそういう広告を扱ってくれるところがございませんので、ずっとこれ続けて

おるんですが、再度、もういっぺん調査してですね、もし、これよりいい条件でやって

くれるとこがあれば、変更も考えてまいりたいと思っております。 

○委員長(西田)はい、その他。住吉委員。 

○５番（住吉）これはわからないからちょっと聞いてみるんじゃが、雑入で収入未済額 387

万円いうのは、これはどこの部分ですかね。まず。 

○委員長(西田)財政課長。 

○財政課長（鶴岡）雑入の収入未済額につきましては、生活保護法に基づく返還金と徴収

金によるものでございます。 

○委員長(西田)はい、その他。はい、前田委員。 

○１４番（前田）もうひとつ、存目で弁償金いうて存目が上がっておるんよの。なんか知

らんが調定額で 800 円なっとるんやけどもちょっとこれ説明を。 

○委員長(西田)はい。税務課長。 

○税務課長（中下）これにつきましては、原動機付自転車及び小型特殊自転車の標識を毀

損とか滅失された場合、再交付を受ける場合に納めていただくものでございます。これ

につきましては、１枚について、200 円でございますのでこれを４枚ほど交付しており

ます。いうことで、200 円かける４枚ということで 800 円いう形で決算をさせていただ

いたものでございます。 

○委員長(西田)よろしいですか。はい、宮坂委員。 

○１１番（宮坂）はい、細かいことで申し訳なく、また西山さんの質疑で、今のバナー広

告の件数が減ったという答弁があったんじゃないかと思うんですけども、僕ちょこちょ

こ見よるんですけど、別に減ってないような気がするんですけど、去年１件ぐらい減っ

たんですかね、それとも単価が落ちたのか、そこをもう１回説明をお願いしたいんです

けど。 

○委員長(西田)企画課長。 

○企画課長（門前）昨年と今年の実績を申し上げるんですが、昨年は延べで 10 件ほどござ

いました。今回は、平成 23 年度が延べで 10 件ございましたが、平成 24 年度が５件と

いうことで、全体的に、少なくなっているということでございます。 

○委員長(西田)その他、ございますか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長(西田)はい、なければ、次のページ、33 から 34 のえーと、雑入ですね、ですの

で、多岐にわたっております。で、上から読んでいきます。備考のところをご覧くださ

い。公営企業、１つ飛びまして市町村、１つ飛びまして容器包装、それから５つ飛びま

して協働のまちづくり、それから、防災ラジオ、消防団員、以上です。ないですか。そ

れと、その下にございます、言い忘れました、臨時財政対策債が入っております。はい、

前田委員。 

○１４番（前田）今の、防災ラジオどうじゃいうて私もちょっと言うたんじゃが、ありゃ、

調べてみてくれたか、いうんと。 

○委員長(西田)あれを調べたいうのはちょっとわからんです。 

○１４番（前田）私はツーカーでわかっとる。 

○委員長(西田)あーそうですか。 

○１４番（前田）で、他に防災ラジオの不良品という事で苦情が出とるんじゃないかと思

うんじゃけど、そんな話あるかないか。 

○委員長(西田)はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）前田委員のご質問でございますが、先日、前田委員のラジオも不

良ということで、お預かりして確かに点検してですね、不良品だということで確認でき

ましたので、交換をさせていただこうと思ってます。その他、町内苦情ないかというこ

とでございますが、４月以降も２件ほど話がございまして、不良品と確認させていただ

いたものについては交換をということで、現実には不良品もあるという認識でおります。 

○委員長(西田)はい、前田委員。 

○１４番（前田）それで、実際は使うた使わんいうね、買うたからは今日までだいぶ時間

もたっとるわけじゃが、実際は使うてない分もあるんじゃないかと思うんよの。うん、

なければ、のうてもええんじゃが、その時にメーカーとのサービスというか保証という

か、一般的に今頃洗濯機なんかだと５年ぐらいとかテレビでも５年保証とか、物によっ

ては 10 年保証いうのもあるがその契約みたいなもんやっとるんかどうか、それと、今

からそういうやっとらんのなら交渉するとか、その辺のことをちょっと聞いてみたい。 

○委員長(西田)はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）メーカー保証、保証契約につきましては、すいません、把握して

おりませんが、言われたようにそういうことも考えていかなければならないだろうと思
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いますので、ちょっと調査をさせていただければと思います。 

○委員長(西田)よろしいですか。はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）ちょっと、防災ラジオのことについて、歳出の方で聞こう思いよったん

ですが、ついでですから聞きますけども、今課長の答弁では、何かラジオそのものが悪

いような答弁を受けたんですが、そうでなくて、防災無線そのものが、非常にスイッチ

を入れるとガーガーピーピーやってですね、私欠陥ではないかなというように思うんで

すよね。ですから通常であればスイッチを入れてアナウンスする。その間に多少音がし

たとしてもああいう雑音みたいな音はないはずですよね。１年前の予算のときも言いま

したけれども、予特ですね。やっぱりメーカーにね、責任を持って見てもらうというの

が１番大事じゃないかと思うんですよね。その中で機械を変えるとか、あるいは対応に

不十分じゃったら、それなりの補償をしてもらうというのが私は適切だと思うんですが

それはどうですか、お尋ねします。 

○委員長(西田)はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）まず、防災ラジオ、最初と最後に信号音がある、雑音と捉えられ

るかもしれないんですが、基本的には同報系の固定してあるスピーカーを起動させるた

めの信号音でございますので、その部分をカットすることはできませんので、ご了承い

ただきたいと思います。それと、メーカーの保証につきましては、先ほども答弁させて

いただいたんですが、業者の方に確認しまして、できるようであれば、話をさせていた

だきたいと思います。 

〇委員長（西田）はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）メーカーの保証という範囲じゃないですよ。それ以前の問題だと思うん

ですよ。もうスイッチを入れるとね、しばらくピーピーガーガー言うてね、放送まで、

あれ（？）思うてね。欠陥商品じゃと私は思うんですよね。ですから、前そういう質問

したら、感度がいいという答弁返ってきたんですがね。感度がいいという問題じゃない

と思うんですよね。が、そこら辺の是正をね、やっぱり交渉してすべきだと思うんです

が、どうでしょう。 

○委員長(西田)はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）防災無線につきましては、不具合があるようであればですね、メーカ

ーのほうとも今後、不備な点があるかどうかを調査をさせていきたいというふうに考え

ております。 
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○委員長(西田)はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）前回、調査をするというね、返事をもらっておるんです。今部長やら課

長が、そういう答弁されるが、実態はつかんでいるんですか、つかんでないんですか。 

○委員長(西田)はい、副町長。 

○副町長（三宅）おっしゃいます、先ほど生活安全課長が答弁しました信号音につきまし

ては、もともと同報系としてつくったこのシステム、そのラジオで取ろうとしておりま

すので、その信号音を止めるということは、スピーカーの方が動かないという形になり

ますので、ここの部分につきましてはラジオの方を別の無線にする必要がでてくるとい

うふうに考えておりますので、そこの部分については、申し訳ございませんが、やむを

得ないと、欠陥というふうには考えておりません。同報系、スピーカーの方にも無線を

流す、それからラジオにも流すという、両方をやるというということから出たことで、

ここの部分については、やむを得ないというふうに考えております。 

○委員長(西田)はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）私もやむを得ん思いよったんです。ところがね、田舎に帰ってね、防災

無線があるんですね。もう穏やかで、スーとアナウンスが入ってね、プツンも何も言い

ません。今の時代にね、昔のような方のアナログ時代ならそういうことが言えるかもわ

かりませんが、今、デジタルの時代でしょう。だからスイッチを入れてね、そんなに雑

音がすること自体、私ねおかしいと思うんよ。非常にこうね、時代遅れという、そうい

う感覚で私は思うんですが、これは副町長そういう答弁されるが、調査研究して改善を

させるという、こういう方向が必要だと思うんですが、どうですか。 

○委員長(西田)はい、副町長。 

○副町長（三宅）誠に申し訳ございませんが、具体的にどちらの地域のあれかというのを

教えていただきまして、そこの手法については調べてみたいと思います。 

○委員長(西田)はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）うちに来てね、正午とか５時も６時もやりますよね。その間にいろんな

まあ、あるかもわかりませんが、来てください。私と子どもしかおりませんので、今。

いつでもね、テープでもとってもろうてもいいですし実態を調べてもらってもいい。ち

ょっと異常ですよ。私は今までね、寝室に置いとったんですがね、ピーピーガーガーい

うから、もう台所に持って行ったんよね。どういう睡眠に障害が起きるというような今

の実態ですよ。場所によって皆違うんならいいけれども、それぞれ議員さんに聞いたら、



１９ 

いやうちもピーピーガーガーいうのがかなりのね。全部は知らんですよ、言われるんで、

それはちょっと異常じゃなと思うんです。これ、やっぱり実態を調べて改善をさせる、

いう方向でね、もらいたいと思う。まあそりゃええ、話はそれでいいと思いますけど、

聞きたかったのは、臨債のことでお尋ねします。臨債は、財源が不足したところで補て

んをするために、臨時財政対策債を発行して、今日まで平成 17 年、12、3 年頃からやり

だして、三十何億今はそれあるんですね。地方財政計画の中でそういうのが、財源不足

の中で、それを対応するように決められておるわけですが、このままいくとですね、三

十何億よね、そのままいって、政府はそれを、面倒見ないというか、正常ではないと思

いますよね。財政を担当しとる担当者、どう考えるのかね、ちょっと、いつも私それ不

安なんですよ。今年度だって 24 年度だって４億か５億近うあるわけでしょう。トータ

ルして今 37 億、8 億ぐらいあるんじゃないですかね。そういう面で非常に心配なんで、

どう考えられるのか。やむを得ないと思うんよ。やむを得んと思うけども、いざ何かあ

ったら全部かぶるというね、そういう状況になってくるんで、どうなんかなと、お尋ね

します。 

○委員長(西田)財政課長。 

○財政課長（鶴岡）臨時財政対策債の償還につきましては、その全てが交付税に算入され

るという約束の上での発行となっております。これまでいろいろな地方債が発行がござ

いますが、今年度の交付税算定について当初の約束をしたものをですね、途中で破ると

いったような扱いはされておりません。ですのでこの臨時財政対策債についてもその償

還については、国の方はちゃんと約束どおり交付税に算入をしていただけるものとは考

えております。ただ、現在のサービスを提供するために、将来の財源を使うということ

になっておりますので、発行については可能であればですね、満額ではなく、抑制をし

たような形で将来に負担を、つけを回さないといったようなことが必要なのではないか

というふうには考えております。 

○委員長(西田)はい、宗像委員。 

○６番（宗像）先ほどの佐中議員の続きなんですが、例のノイズのことなんですが、放送

が立ち上がるときの事前のノイズ、これはやむを得んと思うんです。そうではなくて、

途中で同じようなノイズが入ってくる。要は例えばラジオにしておると、そのノイズが

入ってきた瞬間にラジオが止まって放送が入るんかいうたら放送が入らない。しばらく

したらすぐまたラジオに切り替わる。あの立ち上がるときのピーの音は、多分、あのー、
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向こういうたら普通の防災でいうと、マイクいうか、拡声器のスイッチ入れるための事

前の音だろうと思うんです。同様に我々が持っているラジオの分についても、普通のラ

ジオを使っておればラジオから防災に切りかえるための事前の信号だというのはこれ

は理解するんですが、途中でその信号が入ってくる。下手すると 15 分か 20 分おきにピ

ーこらピーこら入ってくるんです。で、これ実際には、全く信号でないのに、それは場

所によってノイズ、近いところにノイズの何かが出てるんかもしれませんけれども、そ

のために常に切らざるを得ない、その信号がうるさくて。だからラジオにしておれば、

ラジオの間が切れる、で、ラジオ聞きよっても切れるからおもしろくない、使わない。

信号にしたらうるさいから切ってしまう。せっかくこういうふうなものをつくっており

ながら、効果をなしてない部分があるんじゃないかと思う。で、これは前に僕担当者に

申し上げたんですが、いい機械が多分あるはずだと。これ実費出してもいいから、何と

か手に入れる方法を考えてもらえませんかいう話をしたことがあるんですよ。その後返

答をもらってないんですが、例えば、民間で売っとる防災専用のこういうラジオが、無

線があるはずなんです。それに対して、これ水晶発振と聞いてますんで、水晶を入れか

えれば、その無線がとれるようなものもあると思うんですよ。そういうものを逆に、ノ

イズが多いんでこういう場合にはこういうものを紹介するいう方法も考えられると思

うんですが、その辺について、もう少し考えるべき案件があると思うんですが、どうで

しょうか。 

○委員長(西田)はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）防災ラジオの雑音については、メーカーともちょっと協議をさせてい

ただいて、対応を検討してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長(西田)その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい、なければ歳入は終わりまして、歳出のほうへ入ってまいります。

次のページ、全ページでございます。35 から 36 ページでございます。住吉議員。 

○５番（住吉）全ページいうことで、総務費一般管理費、電気自動車充電環境整備事業で

すが、これ、主要施策の成果に関する説明書の 66 ページ、これ見ると単位当たりの数

が世帯数になっとるんですよね。これちょっと違う。そもそもこれ充電器設置してから、

利用した台数、延べ台数は何台です。 

○委員長(西田)はい、総務課長。 
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○総務課長（脇本）電気自動車の利用状況でございますけども、３月に設置してから 36

件でございます。 

○委員長(西田)はい、住吉議員。 

○５番（住吉）そのうち役場の電気自動車を除いたら何台になるでしょうか。 

○委員長(西田)はい、総務課長。 

○総務課長（脇本）役場で一度試しにやっておりますので、それが１回だけでございます。 

○委員長(西田)その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページに移ります。37、38 ページ、全ページでご

ざいます。質疑があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい。ないようですので次のページ、39、40 ページ、全ページでござい

ます。質疑があれば許します。はい、桑原委員。 

○７番（桑原）防犯灯台帳の整理等事業についてちょっとお尋ねしたいと思います。台帳

の整理、それと、活用の方法というものをお尋ねしたいと思いますけども、いかがでし

ょうか。 

○委員長(西田)はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）台帳の活用方法でございますが、町民の方、自治会長等、話があ

った時にですね、すぐ箇所を特定するというものに、まずは活用をさせていただいてお

ります。 

○委員長(西田)はい。住吉委員。 

○５番（住吉）まず真田会館管理事業、これ主要施策の説明書 75 ページ見ますと、利用者

が何か急激に増えとるようなんですが、これは何か理由があったんでしょうか。 

○委員長(西田)はい、企画課長。 

○企画課長（門前）実績で申しますと、教育委員会の方のですね、適応指導教室の関係が

約 200 人ぐらい増えておりますので、それとあと、プラス 40 名ほど新たにですね、ガ

イドの会であるとか、その他の団体利用があったためでございます。 

○委員長(西田)よろしいですか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）続きまして、自治会活動支援事業、説明書の 77 ページですね。校区連合会

運営事業補助金、これまあ４小学校区の連合会ございますが、こちらの会計の使い道い
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うのはちゃんと把握されていらっしゃるんでしょうか。 

○委員長(西田)はい、企画課長。 

○企画課長（門前）これにつきましては、校区の方から報告が上がっております。今回で

申しますと、いわゆる防犯に関するものにつきまして、各校区の連合会におきましてで

すね、震災のＤＶＤでございますとかチラシ等購入されたりとかということで、防犯の

意識の高揚を図っておられると同時に、またいわゆるグランドゴルフとかですね、そう

いった交流を図っておられるというふうに把握しております。 

○委員長(西田)はい、その他、はい、住吉委員。 

○５番（住吉）防犯意識啓発事業、こちらの方で 36 万 4,000 円、で説明書の 85 ページで

すよね。防犯啓発用品を配布しました、１万 6,000 円ほど使われておりますが、こちら

ですが、何を買われました。 

○委員長(西田)はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）啓発用に非常持ち出し袋を 100 個ほど購入させていただいており

ます。 

○委員長(西田)はい、答弁いいですか。はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）すみません、先ほど非常持ち出し袋と答弁させていただいたんで

すが、すいません、ちょっと購入したものについて、資料を持っておりませんので、改

めてちょっと。報告させていただきます。 

○委員長(西田)持ち出し袋は取り消しということですね。はい。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）説明書に書いてあるのに答えられにゃおかしいでしょうが。これ指示棒、

赤いピコピコするやつ。多分あれを買って自治会に配っとるはずなんですよ。そもそも

これ、去年うちの自治会でも配ってもらいました。もう自治会で買うとるんですよね、

こんなものは。で今年度拍子木買います、どうしますか。持っとるし、いらん言うたん

ですよ。うるさいいうてクレームが来るけえ。ちょっとこの防犯組合全体の考え方、活

動内容、で、組合補助金も 15 万円払ってますね、海田町防犯組合連合会。で、自治会

に広報配付するけえ、かける何ぼかで金払えいうて言うてくる。じゃ実際何を活動しと

るんか、さっぱりわからんのんですよ。総会やって年に一回なんか物を持ってくるぐら

い。防犯の情報何一つ連絡してこない。こんなものに公費を投入する価値があるんでし

ょうか。 

○委員長(西田)生活安全課長。 



２３ 

○生活安全課長（丹羽）先ほど、委員ご指摘の指示棒につきましては、町から直接お配り

したものではなしに、防犯組合連合会の方から、出したものでございますんで、ちょっ

とその説明をさせていただきます。防犯組合連合会そのものの存在意義というものでご

ざいますが、確かに拍子木がうるさかったりということはあろうかと思うんですが、そ

ういったことによりまして、夜間回っていただくとか、そういったことで、やはり青少

年のたまり場になっておりますところですとか、回っていただくことにより、やはり人

がいるということを意識づけされて、防犯には役立っておるものと考えております。 

○委員長(西田)はい、住吉委員。 

○５番（住吉）それが見えんのですね。うちらのほうじゃ。ましてや金も強制的にね、自

治会に入ってない人の分も払えいうてくる。割に合わんのです正直。これは、この防犯

組合いうものは自治会は入らにゃいけんもんなんですかね。 

〇委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）役員につきましては自治会長さんをあてておるんですが、必ず全

世帯が加入しなければならないというものは、どこにも書いてはございません。 

○委員長(西田)住吉委員。 

○５番（住吉）もうああやって自治会に入ってきてない人の分もひっくるめて広報配布数

かけるなんぼでお金払ってくださいいうんやったらもう、町民税にのせた方が手っ取り

早いでしょうが。自治会費から払えいうたら、自治会に入っておらん人の分も自治会が

負担せにゃいけんという不公平感が出てくるんですよね。ましてや自治会長が何か知ら

んが防犯組合の役員、これもよう理解できんのですよ。これ何でこういう仕組みになっ

とるんですかね。 

○委員長(西田)生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）発足当初は規約なり、それをつくったときの経緯というのはちょ

っと私どもは把握はしておりませんが、この前、総会時にいろいろ、各自治会長さんの

防犯組合連合会の役員さんから意見をいただきまして、いろいろ批判等も確かにござい

ましたので、そこら辺の徴収の方法につきまして、総会の場でもう一回検討させていた

だきたいということで話をしておりますんで、もうしばらく、お待ちいただきまして、

来年度、改善できるものから取り組んでまいりたいと考えております。 

○委員長(西田)はい、住吉委員。 

○５番（住吉）あとこのページのいちばん最後の交通安全施設整備管理事業、説明書の 92
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ページね、カーブミラー、これ何でこんな少ないんですかね、まず。 

〇委員長（西田）生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）主要施策の説明書の実際の件数が少ないということだろうと思い

ますが、町の方で、こちらの方で設置の基準を一応定めさせていただいております。そ

の設置の基準に合うものについて、設置をしておるわけなんですが、要望はいろいろ上

がってきてはおるんですが、基準に合わないということで、この件数になっておるもの

でございます。 

○委員長(西田)はい、住吉委員。 

○５番（住吉）その基準というものを見たことがないんですよ。議員としても自治会長と

しても。実際、昨年度の自治会連合会で５、６件確かカーブミラーの要望が上がってい

たかと思うんですが、実際につけたのはゼロ。じゃもう、要望聞くなという気にもなり

ますわね。この辺何か改善考えてますか。とりあえずまずその設置基準というのは一体

どこにあるんですかね。 

○委員長(西田)生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）こちらの方で持っておりますので、ご要望があればお配りさせて

いただければと思います。で、実際にゼロ件である、自治会要望からうちが設置したも

のがゼロという、大変申し訳ないんですが、基準の方に合ってなかったということで、

その他、自治会長要望以外のものでも要望があれば、それには、いろいろ対応はしてま

いりたいと考えております。 

○委員長(西田)よろしいですか。はい、西山委員。 

○１２番（西山）電算システム改修事業、１億 1,200 万で事業が執行されたわけですけど

も、説明書の 84 ページに改正住基法に対応する必要があったと書かれておりますけど

も、その結果、効率的で安定した事務の執行体制を維持すること、維持をすることがで

きましたっていうことは、何らメリットってのはなかったんでしょうか。メリットがあ

るとしたら、１億 1,200 万もかけてこのシステムを改修したメリットというのは、どう

いうものがあったんでしょうか。 

○委員長(西田)はい、総務課長。 

○総務課長（脇本）今回、住民基本台帳の改正に伴いまして、23 年度 24 年度、２か年に

分けて、町のメインシステムを切り替えました。法律が変わったところもございますけ

ども、まず今まで使っていたシステムがもう古くて、これからの法改正に対応できるベ
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ースではなくなったというとこで、早急に改正しなきゃならないというところがござい

ました。それ以外にも、ＷindowsＸＰ等々が、来年の５月でマイクロソフト社がその保

守を切るというところで、全面的に機器を入れ替えなければ、重大なセキュリティーホ

ール等に対応できないというところになりますので、今回 24 年度に全面更改をしたと

いうところでございます。 

○委員長(西田)はい、西山委員。 

○１２番（西山）そういたしますと今後の国の法改正に適用できると判断してよろしいん

でしょうか。 

○委員長(西田)はい、総務課長。 

○総務課長（脇本）国の法律がどのように劇的に変わるかというところには、ちょっと明

確には答えれないところがございますけども、今後予想されるマイナンバーであるとか

そういうところのベースとして対応できる、ベースとしてですね、対応できる機能は持

っております。 

○委員長(西田)よろしいですか。はい、その他ございますか。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）防犯パトロール事業なんですけども、年間、二百九十何日やられとるとい

うこと、日々いろいろなことが上がってくると思うんですけども主な、86 ページにも書

いてあるんですけれども、犯罪抑止のためのいろいろなこととか、主にどういうふうな

問題いうんか、未然に防げるいうんか、例えばものすごく駐車違反が多かったですよと

か、例えばね、そういうな多いものいうんか海田町ではどういうな、件数が上がってき

ておるんですかね。 

〇委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）はい、防犯パトロールを行いまして、主に、声かけが一番多くな

っております。公園で集まって、夜間集まって話をしておる若者に声をかけたりですね、

コンビニ周辺でやっぱり集まっている青少年に声をかける、そういったものが、今一番

多い現状がございます。 

○委員長(西田)はい、その他ございますが、はい、岡田委員。 

○８番（岡田）その時声をかける、というふうなことで、やはりなかなか効力いうんか、

なかなか難しいんでしょうけど、やはりこうだんだん少なくなってくるというふうな傾

向にあるのか、やはり声をかけても全然、余り変わらん、それとむしろ増えてくるとい

うふうな傾向は分かりますかね。 
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○委員長(西田)はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）現実問題、統計をこちらの方でとっているわけでございませんし、

それが直接犯罪抑止になって、我々はそう思って、発注をしておるわけでございますん

で、なかなかその効果っていうのはわかりにくいとこではございますが、少なくとも、

やはり人が回っているっていうことを、気付いていただければ、犯罪も防げると考えて

おります。 

○委員長(西田)はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ、41 ページ 42 ページでございます。上段

から１番下の戸籍住民基本台帳費を含まない、賦課徴収費までです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）これ、町民サービス費の需用費ですよね。95 万 4,000 円、区分額に対して、

支出が 42 万 4,000 円、不用額が 52 万です。これ何に使ったんですか、まず。 

○委員長(西田)資料ございますか。いいですか、答えられますか。資料なければ後に回し

ますが、手持ち資料なければ、後に回しますよ。はい、町民サービス室長。 

○町民サービス室長（石田）今ちょっと資料を持ってないんで、ちょっとまた、させても

らいます。 

○委員長(西田)次に回すという事ですね。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）町長か副町長に答弁を求めますが、どうなっとるんですが今回の決算。さ

っきの主要施策の説明書に書いてあることすら答えられん。ここの決算書を見て、不用

額が出とるようなもん、そもそも事業費、何に使ったかすらも答えられんの、おかしい

でしょう。これどうなっとるんですか、今回の決算。 

○委員長(西田)はい、副町長。 

〇副町長（三宅）十分に準備するように事前に言ったところでございますが、今回、今３

点ほど、後日に、後に回してる分いずれもその場で答えれるべき事項だというふうに認

識しております。大変申し訳ございません。 

○委員長(西田)はい、それじゃそれで。はい、次、下岡委員。 

○４番（下岡）町内循環バス運行事業ですけれども、金額が若干増えているんじゃないか

と思うんですけども、利用者数は大分減ってきているということでですね。24 年度でで

すね、実際の運行利用者数は何人、前年と比べてどうであるのか、説明をお願いします。 

○委員長(西田)はい、町民サービス室長。 
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○町民サービス室長（石田）循環バスの利用者数は、平成 24 年度、４万 3,736 名で、23

年度と比べ若干減っているのは確かなんですが。はい。若干減っていますね。 

○委員長(西田)はい、下岡委員。 

○４番（下岡）１番多いときは４万 9,000 人ぐらいいっていたと思うんです。それが毎年

だんだんだんだん減ってきてですね、これについては利用者数の増加策をですね、講じ

るとかという答弁があるんですけども、一向に増えていない。もうちょっと抜本的にで

すね、この運行についてはですね、やり方を変えるべきじゃないですか。今の１台でで

すね、今の考え方いうのは、公共交通施設をですね、回すのが主だみたいな説明になっ

ていますけれども、今、もう周辺の市町でもですね、実際に通院だとか、買い物だとか、

そういうために利用されるケースが多いわけですから、そういうニーズというのはまだ

これからもどんどん増えていくのにですね、一方的に利用者数だけ減ってきてる。抜本

的に考え直す、その運用目的からしてですね、やり方を考え直す。今の考え方というの

はですね、一部、運行ルートの変更くらいできてますけれども、それではですね、この

循環バスの目的というのを達しないんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと答弁

求めます。 

○委員長(西田)はい、副町長。 

○副町長（三宅）確かに減ってはきておりますが、全国的なコミュニティバスとしての乗

車率としては、いまだ高い水準を保っております。そういう意味ではコミュニティバス

としての考え方は、このままでいいのかなというふうに思っておりますが、例えば近隣

の市町で行われております、高齢者対策とか、そういったような福祉的要素というとこ

ろでは、現在のコミュニティバス確かに弱い面を持ってると思いますから、そこについ

ては検討の余地があるかと。現在のコミュニティバスとしての運行は、まだ行っていな

い未地区についてどうするかというところの運行ルートは考えてまいりたいと思って

おりますが、現状維持をしていきたいと。その上で、他の市町でもやられているような

福祉バスについては、検討の余地があろうかというふうに考えてます。 

○委員長(西田)はい、下岡委員。 

○４番（下岡）周辺の市町といえば例えば熊野町とか府中町なんかですけれども、あれが

福祉バスなのかどうなのか、ちょっと考え違うんじゃないかと思うんですけども。一般

の方もどんどん使われているような形で、そもそも坂の循環バスというのは、従来です

ね、ＪＲバスが走ってたけども、バスがコスト面で、補助金と坂町との補助金等の考え
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方が合わなくて、坂町はですね、独自に、町内でやるということですから、福祉バスと

はちょっと意味が違うと思うんですね。だからそういうふうに変わってきてるわけです

から、今、副町長のお考えではですね、従来のコミュニティバス、従来、周辺の公共施

設を回るという考え方中心にしているということですから、そういうやり方でやるんな

らそれはそうなんでしょうけれども、それでは、どんどんどんどん減っていくばかりじ

ゃないですかということなんですけども、その点からですね、お考え直すつもりは、し

ばらくないのかとお尋ねします。 

○委員長(西田)はい、副町長。 

○副町長（三宅）先ほども申しましたけども、コミュニティバスとしては、一定の乗車率

はまだ、確かに下がってきてはおりますが一定の乗車率を保っておりますし、現在の運

行について、定期的に乗られている方と、そういったような声も聞いておりますので、

現在のコミュニティバスについては、考え方を、２つのまだ運行がされていない地域を

どうするかという課題は別にして、維持をしてまいりたいというふうに思っております。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）同じ町内循環バス運行事業でございますけども、年々乗車率が下がって

きておりまして、コミュニティバスとしての機能を果たしているというお答えでしたけ

ども、ほとんど海田市駅に、乗車、乗られるこの比率が随分多いんですね。これは果た

してコミュニティバスと言えるのかどうかっていう、まあ随分いろんな疑問があるわけ

です。下岡委員がおっしゃっておりました、今後福祉バス的な運行を考えていかなけれ

ばならない時期に来てると思います。それはもう審議会か何か立ち上げられて、調査研

究に入る時期に来ていると思っておりますが、その点についてはどのようにお考えでし

ょうか。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）福祉的バスにつきましては、例えば府中町においても、コミュニティバ

スのつばきバス以外に、社会福祉協議会において福祉バスを導入されてると、そういっ

たような近隣の動きもございますので、今おっしゃいました審議会を置くかどうかは別

にいたしまして、まず、福祉保健部の中において検討させてまいりたいというふうに考

えております。 

○委員長（西田）はいその他、前田委員。 

○１４番（前田）ちょっとピント外れになるんかもわからんが、今のコミュニティバスは
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そもそも原点がおかしいんじゃないか思うんよね。これはいわゆる高齢者、免許証返納

しましょうという福祉バスだったはずよ、原点は。副町長なんか間違うとるんじゃない

か思うんじゃけどね。コミュニティバスじゃどうじゃいうてなんしとるんじゃが、その

原点はわかっとったんか、わかっとってないんか、わしの方がピント外れなんか、どう

なんかね、ちょっとそこら辺。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）おっしゃいます通り、このコミュニティバスを導入する時点で出ており

ました議論は二つあったと思います。一つが、通常の民間の公共交通が行っていないと

ころにバスを回すと、これは、いわゆるコミュニティバスの性格と、それからもう一つ

に、高齢者の方、そういった方が出かけるというところ、両方の点からスタートしてい

ることはございますので、前田議員がおっしゃられたことは決してピント外れではなし

に、なっていると思います。しかしながら、現在の運行形態その他が、いわゆる公共交

通の行っていないところを回すという、コミュニティバスの性格が強くなっているとい

うことも事実でございまして、当初の目的であったもう一つの福祉的性格というものを

コミュニティーバスで全てできるか、というところを直すところに来ているということ

で、先ほどの２人の委員の方にご答弁したところでございます。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）それはそうかもわからんけどね、やっぱり原点は忘れちゃいかんと思う。

高齢者のね、これ建設省だったと思うが、当初、補助事業で２年間テスト走行をやって

おるんですよね。いわゆる高齢者が免許証を返納するとか、そういう人たちの救済策で

やった事業なんだからね。２年間テスト走行をやっておるんよの。それから途中でいっ

ぺんコースも変えておるんだと、そこらもしっかり認識して、ちょっと外れたことも言

うけどね、うちの方でも、乗車を見ておるともちろん地元の人もじゃがね、場所的には、

やっぱり畑賀とか中野、安芸が丘から来る人もずいぶんある。乗るないうんじゃないけ

どね、乗るなとは言わんけども、ちょっと目的から外れていきかけとるような気がする

んで、そこらやっぱり一考して検討するべきだと。そういうところの認識をしっかり持

っとるんか。当初の問題と含めて、どうなんか。 

○委員長（西田）副町長。 

○副町長（三宅）おっしゃいました経緯については、私といたしましても十分にもう一度

再検討させていただきました。そのときに出ましたのが最初に申し上げましたように、
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今議員おっしゃいました、そういった高齢者の方の福祉というものと、もう一つにその

従来バスが走っていない、そういった地域をどう補完するのかというこの２点でこの事

業をスタートしていると思います。現時点ではバスが、いわゆる公共交通のバスが行っ

ていないところをというところの部分は、うまいこと回っておる。それは今議員がおっ

しゃられた、他の地域の方もそういう形で利用されているというところあると思います

が、今一つの福祉的施策という部分については、少し、さらなる補完のことを考えなけ

ればいけない時期に来ているんじゃないかと、そういうふうに認識しております。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）せっかく検討しなおすいうことやから、あわせて言うとくが、過去の答

弁ね、いわゆる国信の二丁目、三迫の三丁目というね、決まっての答弁はバスが大きい

からだめなんだと。ずっとそういう答弁で逃げておられるわけじゃが、決算の委員会じ

ゃけえよかろう。市松のバスとかたなかのバスは三丁目あたりまででも上がっておるん

よの。だから過去何回もね、こう言うてきておる。15 人乗りバス２台と予備車で 10 人

乗り１台で、九百何十万、1,000 万でお釣りがくるんだということでね、過去何回も言

うた。やめるんなら 100 万円の銭の投資も高い。引き続きやるんなら 1,000 万円の投資

なんて安いもんじゃいうて、わし何回も言うとる。だからその 15 人乗りぐらいのやつ

をね、例えば、２コース、右廻り左廻りで国信の２丁目、右折がどうじゃ屁理屈みたい

なことでやっとるけどね、本気で検討する考えはないんじゃろう思うんよの。15 人乗り

市松のやつは何人乗りか、たなかのは何人乗りかはわしには分からんけどもね、恐らく

ね、20 年やそこらは乗れると思う。ほいで 15 人バスでやれというたら、１便に 17.5 人

おるからダメなんだ。積み残しが出る。ほんじゃったら始発から終点まで 17 人乗っと

るんか言うたら、途中で乗り降りして延べが 17 人じゃいうん、説明がね、わけのわか

らん話でね、さっきも言うたが、その場逃れみたいなこともある。やっぱり真剣にやっ

てね、15 人でもね、それから参考までにたなかか市松に行ってみなさい、あんた方のバ

ス何人乗れるんじゃと。ひょっとしたら 20 人乗りかもわからん。そしたら、充分対応

できて、今のバスで三迫の二丁目三丁目へ行っとるんよの。なにも６号線広うせんでも

できるはずなんよ。既に 10 年になりゃせんか思うけども。そういうとこを考えて再度、

芸予の 30 人乗りか大型バスばっかり、のんべんと脳がない、はっきり言うてね。そう

いう検討を、再度検討する気があるかないか。 

○委員長（西田）はい、副町長。 
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○副町長（三宅）これは従来も答弁してまいっておりますが、今おっしゃいましたような

ところの車は、いわゆる白ナンバー、非営業用のバスでございます。それに対しまして、

現在海田町で行っておりますコミュニティバスについては、事業用のバスいわゆる青ナ

ンバーで走ると。この青ナンバーと白ナンバーでは、白ナンバーですと、その道路が走

れればそれでＯＫでございますが、青ナンバーの場合には、運行に当たりまして県の公

安委員会の許可が必要となりますので、そういうために、右折ができない、一定の道路

幅がないと入れないというところの制限がかかってくるわけでございます。今後、福祉

バスを考えるという場合にあたりましては、それがバスになるのか、違う形になるのか

もわかりませんが、実際の運行形態、そういった事業用にするかどうかというようなと

ころもあわせて検討してまいりたいと思いますが、現在コミュニティバスにつきまして

は、今の事業用という形で進めてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）言うまいか思うたんじゃがね、今そこらが屁理屈じゃいうて、言いたい

わけよの。タクシーどうするんか、ほいじゃ 15 人にしてね、例えばの話がカープタク

シーと、太陽タクシーか、地元日交もあるけども、タクシーに頼めば、ええじゃないで

すか。デマンドがどうじゃらなんやら、定期じゃからだめじゃとか、陸事がどうじゃ。

ほぼその時間には走ります。定時バスどういうんか、運行いう、時間をとるのかどうか

知らんけどね、青ナンバーだったら右折ができんじゃ陸事がいるいうたら、タクシーが

走られんことになる。タクシーにコースはないんじゃから。だからそこらにわしね、脳

がない思うわけですよ。だから、これも一番最初にこのバス走らせるときに私ら反対し

たんじゃから。検討が足らんいうての。その時に聞いたら、タクシーは、町内１便 500

円でどうかいうたら、どれぐらい走るんね、1 日 80 便ぐらいよ、言うた。ほいじゃやり

ますよ、500 円なら。ほいで、町長にやかましく言うたんじゃが、バスで当時、隣のお

じさんも賛成して宣伝カー走らせて、前田の馬鹿らが循環バス反対した言うて。ええん

じゃ。そういうことで検討がね、逃れるような検討やら答弁しかせんからやかましゅう

言うとるんであってね。やっぱりそういうのはね、本気でやるなら広う検討、続にいう、

針の穴から天をのぞくのか、井の中の蛙かわしにはわからんけどね、そんなような検討

したらだめじゃ思うんよ。そこらを含めてね、タクシー会社も、あんた方こんなんやっ

たらどうかと。芸予に固執しておる。なんか、癒着があるんかも知らんけどね、答弁逃

れみたいな答弁するから、そこらを含めてもう一回答弁願いたい。 
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○委員長（西田）副町長。 

○副町長（三宅）これにつきましてはいわゆる活プロというところで、国土交通省の方の

調査におきましても、現在のコミュニティバスについては、評価いただいたところでご

ざいます。ただし、先ほど来のいわゆる現在のバスではできないところがあるわけでご

ざいますから、そこの補完の部分については十分に検討してまいりたいと、そういうふ

うに考えてます。 

○委員長（西田）その他、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長(西田)はい、なければ、次のページの、１目、選挙管理委員会費から下段、全て

でございます。はい、43 ページから 44 ページでございます。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）これは毎年言いよるんですがね、選挙啓発事業３万 5,000 円弱、これ、効

果はあったんですか。24 年度は。 

○委員長（西田）はい、総務課長。 

○総務課長（脇本）選挙啓発事業につきましては、まずは、小・中学校にポスターを依頼

いたしまして、選挙啓発用のポスターを。それが昨年 77 点応募がございました。海田

町で入選を 10 選びまして、その方たちに商品を送ると、そういう事業をさせていただ

きました。それはそういうものの、報償費、景品代、あとは一般啓発用物品として、選

挙に行きましょうというようなものを書いた物品を購入しまして、選挙にあわせて配布

と、そういうことをしております。 

○委員長（西田）はい住吉委員。 

○５番（住吉）中身はええんよ。効果があったんですか。 

○委員長（西田）はい、総務課長。 

○総務課長（脇本）啓発の効果というところで、これをやったから何パーセント投票率が

上がったというところについては明確なお答えはできませんけれども、こういった地道

な活動やること、特に若年層を小・中学生に選挙啓発事業をやっていくということは必

要だというふうに考えてます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）小・中学生にその啓発事業をやっていく必要がある、その理由は何でしょ

うか。 

〇委員長（西田）はい、総務課長。 
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○総務課長（脇本）投票率、海田町低いわけでございますけども、ちょっと統計をとって

ないんですけども、やはり 20 代、30 代の投票率が低いと。そういうところでやはり小・

中学生、まあ、一応高校にもポスター出してくださいということはしてるんですが、結

果的には来なかったんですけども、そこら辺までの年齢に対して啓発をやっていくとこ

で、そもそも低い 20 代、30 代の投票率が上がればと、そういうふうに考えております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）子どもにポスター書かせて、20 代、30 代の投票率が上がるんじゃないかと

いうその根拠はなんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）いわゆる保護者の方々も、当然子どもが書いたものを認識していくわ

けですから、それを踏まえて、啓発につながるようにということで、事業をやっており

ます。具体的にそれをやったから何パーセント上がったということは、先ほど総務課長

が言いましたように明確に出るものではございませんが、これはやらなければならない、

啓発をしていかなければならないいうふうに私どもは考えて、事業を展開しているもの

でございます。 

○委員長（西田）その他。ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページの上段から、中段の監査委員費。１目、監

査委員費まででございます。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい。ちょっと時間を経過しておりますので、ここで暫時休憩をしたい

と思います。再開は、10 時 50 分。10 時 50 分から再開したいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時３８分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（西田）はい、揃われましたので、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。

休憩前に三つの積み残しがあったと思いますので、それの答弁を伺いたいと思います。

はい副町長。 

○副町長（三宅）休憩前にございました、まず税務課の滞納額、法人と個人の１番多いも
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の、それから防犯のグッズの何を購入したか、３点目の町民サービスにおける需用費、

いずれも答弁しかねておりますので、それぞれ担当課長から説明させます。 

○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）それでは滞納額について、申し上げます。個人町民税につきましては、

約 230 万円。法人町民税につきましては、約 40 万円でございます。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）防犯対策費の件でございますが、２月の９日にひまわりプラザに

おきまして、安全なコミュニティ講演会の方を開催をさせていただいております。その

中で、物品として、反射材付きの非常持ち出し袋を 100 個ほど配布をさせていただきま

した。 

○委員長（西田）町民サービス室長。 

○町民サービス室長（石田）需用費につきましてですが、主には、消費生活相談事業の中

で、啓発のリーフレットというのを作成させていただきました。それが主なあれで、不

用額の多い分につきましては、当初、施設修繕を、50 万ちょっと見込んどったんですが、

町民サービスでやるような施設修繕がなかったためでございます。以上です。 

○委員長（西田）はい、じゃ、休憩前の 55 ページ 56 ページ、歳出の、これは中段にござ

います、環境衛生費、とそこのですね、火葬料助成金を除いて、と、その下の公害対策

費、この二つです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）公害対策費で環境調査事業 126 万円、こちら説明書の 178 ページ見ますと、

水質は三迫川・尾崎川、大気は東小学校、騒音・振動、県道 276 号・国道 31 号と述べ

られておりますが、これ当然それぞれの調査結果はどっか公表されてるんですかね。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）特に公にしとるものではございませんが、一応こちらの方に報告

書があがってきまして、町内いずれも基準を満たしておるという報告はいただいており

ます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）今、いただいております言うたけど、これどこか別のところがやっとるん

ですかね。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）こちらの方は委託をしておりまして、広島県環境保健協会への委
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託事業でございます。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ、57、58 の、よろしいですか。はい。次の

ページの 57、58 の中段にあります、予防費の中の犬の登録事業と、下に行きまして清

掃総務費の下段までです。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）質疑なし。ということで、次のページ、よろしいですか。57、58 ですよ。

いいですか。はい。はい、次のページ、59、60 ページの上段から労務諸費の労働者金融

対策事業費まででございます。上段からですよ。はい、そうです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）まず不法投棄防止事業、こちら説明書の 213 ページ、これ説明文読んでい

きよると、その結果、ゴミの正しい処理方法を周知し、不法投棄防止に寄与することが

できました。これは私去年も言ったんですよね。ごみの出し方、かえってわかりにくい。

埋め立てゴミなんか資源ごみなんかわからん。長年住んどる人が間違うくらいなんです

よ。割れた茶碗を資源ごみに出してきたりとかね、資源ごみいうちゃいけん資源物回収

日に。これ本当に寄与することができましたと書いてありますが、どれだけ寄与したと

いえますか。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）どれだけ寄与したかというとこでございますが、なかなかその指

標を持っておるわけではございませんので、貢献度合いっていうのはなかなか測れない

とは思うんですが、先ほど、委員の方からご指摘ありました、ごみの出し方がわかりに

くい。まず、そこからが不法投棄を防ぐ１番の道だろうとは思いますんで、この出し方

の中身につきましては、今後も精査して、わかりやすいゴミの出し方というものを作成

してまいりたいとは思っております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）ちなみに不法投棄の量ですよね。これは減っていっていますか、増えてい

ますか。 

〇委員長（西田）はい、環境センター所長。 

○環境センター所長（松浦）不法投棄の量につきましては、重量等を計っておりませんの

で、正確には把握しておりません。 
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○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）念のためにもういっぺん聞くけど、不法投棄の量を全く把握しとらんとい

うことなんですかね。 

○委員長（西田）はい、環境センター所長。 

○環境センター所長（松浦）量は。ですから不法投棄でいろいろと現場で確認はしており

ます。ただ、その重量等については把握しておりません。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）決算なんで、一般質問みたいになっちゃいけんのんですが、それちょっと

おかしいでしょう。不法投棄防止事業やってます言うて、効果があるのかどうかさっぱ

りわからんわけじゃないですか。不法投棄の量を把握しておらんと。そうでなければ対

策を立てようがないでしょう。どういう考え方で不法投棄防止事業というものをやって

おるんですかね。 

○委員長（西田）はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）まず不法投棄に至らないような形のチラシの作成、チラシについては

みやすい形での工夫をしていかなければならないというふうに考えてます。実際に不法

投棄があった場合は、環境センター等々で収集にはまいりますが、それについてその都

度重量を計ってですね、処分をしていくということまでは行っておりませんので、なる

べくその不法投棄にならないような形での取り組みと、それからなったときの対策を今

後とも講じていかなければならないというふうに考えておりますが、その量自体が増加

かどうかというところについては、量的なものとそれから最終的なもの（？）等々があ

るので、そこまでは把握していないということでございます。 

○委員長（西田）はい、崎本委員。 

○１３番（崎本）今の件ですがね私はちょっと、不法投棄の監視・見回りしとってのは知

っちょるよ。知っちょるんじゃが、テレビとかね、冷蔵庫なんか、串掛、私は見ました、

見ていかれたらわかるんじゃが、串掛林道なんか不法投棄いっぱい転がしてある。それ

を撤去せんかったらここに捨てちょったら何も言われんでええじゃろ思うてね、だんだ

ん多くなるばっかりなんよ。そこらの対策をなんとか講じんかったらね、こういうこと

に気を付けてやりましたぐらいはね、24 年度の決算じゃけえ、やっぱり言うてもらわに

ゃあ困るんよ。言うてもらわんかったらね、現場見てみんさいよ、テレビ１台転がっち

ょったら１か月ぐらいしたらまだ転がっちょる。転がっちょったら撤去して、ここへは
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捨てないでくださいぐらいはちゃんと看板かけちょったらね、捨てたら、ここは監視し

ちょるんじゃの思うて、捨てるんも減る思うんよ。そこらの努力をやっぱり、24 年度に

はされたかどうか、はっきりと答弁お願いします。 

○委員長（西田）はい、環境センター所長。 

○環境センター所長（松浦）不法投棄の多い場所につきましては、不法投棄の禁止看板等

を設置して啓発させていただいております。不法投棄されてるテレビ等につきましては、

一応張り紙等をさせていただきまして、１か月等様子見て、その後、こちらの方で回収

しております。 

○委員長（西田）住吉委員。 

〇５番（住吉）まあ、多い所言う今答弁がありました。確かにテレビに張り紙をしてます

よね。言うことは、件数は把握しておるんじゃないですか、不法投棄の。 

○委員長（西田）はい、環境センター所長。 

○環境センター所長（松浦）件数の方は、一応月ごとに集計をしてやっております。ただ

ちょっと私が今資料を持ってきてないので、件数は今お答えできません。 

○委員長（西田）ちょっと、住吉委員の、重量の話で、さっき出ましたよね。今回は件数

ということですよね。はい、件数が答えられ、はい、副町長。 

○副町長（三宅）繰り返しで申し訳ございませんが、件数今、環境センターの所長が持ち

合わせてないということで、環境センターの場合、環境センターへ戻ってという形にな

りますから、それから報告させてまた、この委員会に報告させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（西田）よろしいですか。はい、大江委員。 

○２番（大江）この不法ですね、投棄防止事業なんですが、正直言って国信の一丁目の方

で、しょっちゅう不法投棄を行ってるんですけども、これはですね、正直言って町民で

ないっていう可能性とかも十分考えられて、特に大型なんかになりますと、広島市の方

から抱えて来るとか、そういう現状もいっぱいあります。特に、一丁目の山本鋼材、ユ

ーシンじゃなくて、山本鋼材あたりのところは、必ず布団、捨てるものでないものがか

なり捨てられてるということで、この防止事業にですね、この場合は啓発とかそういう

ことだけでありますが、今後これに対して例えば防犯を、防犯っていうんですかね、テ

レビっていうんですか、そういうものを取りつけるということは、考えられませんか。

カメラです。はいあの、箇所が必ず決まってると思うんですよ。だから、そういうとこ
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ろにつけないと、夜 11 時頃までいてもなかった、ところが朝来たらある。そういうそ

の時間帯の間に捨てに来るっていう可能性もありますので、ただ口で啓発とか配りもの

をやってても、ずっと繰り返しなんです。これにはやっぱり対策として、捨て箇所の多

いところに、そういうカメラを設置するということも考えていく必要があるんじゃない

かと思うんですけども。こういうところの啓発を今後考えていく必要ないかなと思って、

ちょっと質問させていただきます。 

○委員長（西田）環境センター所長。 

○環境センター所長（松浦）実際におもちゃみたいなカメラをつけて、なくなっておる場

所があります。ですから、当然今から費用対効果の問題もありますので、検討はしてい

きたいと思っております。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）さっきから不法投棄の問題やらなんかもあるんだけどもね、わからんけ

ども、舌足らずなのか、いいかげんな答弁なのかね。不法投棄されたテレビ等に張り紙

等をして、串掛林道の谷の方へ落ちたらね、道端の集積所にテレビ等を置いて行ったい

うんなら、張り紙あるいは普通の生ごみの時に、テレビが出とったとか、大型ごみの時

に冷蔵庫・クーラーそういうテレビ出とった、張り紙して、事実は何回かそりゃ見とる

んよね。そこらをわかりやすう説明せんにゃあ、ただ張り紙しとるという、谷底へ行っ

てからやっとるんか、片方はそれを片付けんにゃ駄目じゃいうとるし、張り紙等をして

注意しておりますいう、でたらめな答弁じゃ。ちゃんと説明を。わしが言いたいのは、

真ん中のほうの浄化槽の 660、680 万か、いやいや、さっきからこの説明もちゃんとせ

にゃいかんよ。二つ目よ。浄化槽で 660 万これ、どう言うこれ目減り対策ね。どう言う

ふうな人というか、支払・執行の仕方いうのかね、こういうことで 608 万 8,000 円かな、

しましたいうのを、つまんでぼんと説明。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）浄化槽の減少化対策事業でございますが、608 万 8,000 円、浄化

槽業を廃止された２業者に対しまして、その補償といたしまして、２件ほどを支払って

おるものでございます。 

○委員長（西田）もう１件の分が残ってるんですが、串掛林道の張り紙の件が残っておる

んですが、意味の問題で。環境センター所長。 

○環境センター所長（松浦）串掛林道の谷底については、ちょっと、そこまで降りてはで
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きません。それについて、発見できた場合には協議して引き上げるかどうかまた協議さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）その場逃れの答弁をしておるんか。だからそういうことをちゃんとわか

りやすく説明せい。それで今の浄化槽の件なんかじゃけども、し尿と同じように、わか

らんけど 608 万だから、２業者ということで、単純に 304 万ずつ払うたと、こういうこ

となんじゃけど、車の台数で、昔はし尿の時は 3,000 万、浄化槽についてもそのように

聞いておるんじゃけども、だから戸数とかでやったためにこういう補償になったと、こ

ういうことなのか、その辺が、分かりにくい。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）はい、議員ご指摘のとおり、その会社の規模によってその額とい

うのが決まっておりますが、今回の 304 万 4,000 円が、２社というものにつきましては、

交付金そのものではなしに、実際にもう廃業されるときに、各業者に各町村が、その按

分率によって支払うわけでございますが、海田町分が、304 万 4,000 円、１業者に対し

て、という協定がございますので、それに基づいてお支払いをしたものでございます。 

○委員長（西田）崎本委員。 

〇１３番（崎本）今ね、環境センター所長の 24 年度の決算しよるんよの。ほいじゃけえ、

24 年度誰かと協議して、そのものがあって、撤去されたかされんかそこを聞いちょるん

じゃけえ、今から協議しますいうたって、誰と協議されるかわからんのじゃけえ。24 年

度の決算の事を聞いちょるんよね。24 年度にそういう、議員が言われるような事があっ

たか知らんが、それには対応しておりませんとか、ね、そういう答弁の仕方をせにゃだ

めよ。今から相談・協議してじゃ、誰と協議するかもわからんのに、24 年度の決算しよ

るんよ。予算があがっちょるから、いま言われることには 24 年度には対応しなかった

とかそういう答弁をしてください。 

○委員長（西田）はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）申し訳ございません。不法投棄につきましては、道路それから集積・

収集場所等々にあるものについてはその都度、張り紙等をさせていただいております。

議員ご指摘の串掛林道のようなところについては、把握ができておりませんので、今後

そういうことがございましたら、私どもとして、地権者と協議しながら、対応考えてま

いりたいというふうに考えております。 
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○委員長（西田）崎本委員。 

○１３番（崎本）総務部長、おかしかろうあんた。議員の予算特別委員会のときにね、串

掛林道を上がってみたんよ。ほいたら金庫はすたっちょる、自転車はすたっちょる、テ

レビはすたっちょる、見たじゃないですか。予算特別委員会の時に。あんたらも行った

金庫がすたっちょったでしょうが。自転車がすたっちょる、テレビがすたっちょる。洗

濯機、掃除機、見とるでしょうが。現場を掌握してからじゃいう事を今更言うても遅い

んじゃないですか。答弁がおかしいんよ。きちっとした信念持って答弁しなさいや。こ

れ答弁はええ。ちゃんと信念持ってしなさいよ。 

○委員長（西田）大江委員。 

○２番（大江）それにすいません。ちょっとつけ加えたいんですけど、今の串掛林道なん

かに投棄してそれをどうするか協議するとかいう話もいろいろ出ましたけども、地権者

と言いわれますが、以前、投棄したことにより、だんだんそれが雨ざらしになって、液

が出て畑とかに流れてくるから困るというふうな話も聞いておりますので、それはやは

り考えるとかいうよりも、早急に引き上げるとかそういう方向に考えたほうが良いので

はないかと思います。 

○委員長（西田）答弁できますか。よろしいですか。総務部長。 

○総務部長（窪地）今後対応してまいりたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）がらっと変えまして、労働者金融対策事業 3,300 万円。こちら、労働金庫

に預託を行ったということで 3,300 万円、なぜこの金額になったのかという根拠を教え

てください。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）これにつきましては、労働金庫の方から、毎年要望がございまして、

3,300 万円ほど預託してほしいということでございます。 

○委員長（西田）その要望に何の疑問も持たずに、はいわかりました 3,300 万円どうぞ、

言うてやりよるんですか。 

○委員長（西田）企画課長。 

○企画課長（門前）この事業につきましては、いわゆる勤労者の住宅資金であるとか生活

資金、教育資金等の需用に対する低利の融資ということなっております。これにつきま

しては、海田町民の労働者の方の生活にですね、生活の向上に寄与するものであるとい
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うふうに考えておりますので、必要なものであるというふうに認識しております。 

○委員長（西田）住吉議員。 

○５番（住吉）必要とか必要でないとかは聞いておらん。必要じゃと思います。ただその

3,300 万言われたままはいどうぞ、これはちょっとおかしいんじゃないかと思うんです

が。毎年こんだけ払っとるけえ払っとこうかいう考え方、果たしていかがなものかと思

いますが全く、これ、根拠も何も聞いていないんですかね。何で 3,300 万円なの、って

いうの。 

○委員長（西田）はい、企画部長。 

○企画部長（大久保）3,300 万円、金額につきましては、先ほど企画課長が申しましたよ

うに、労働金庫からのどういうんですか、依頼に基づいて出しております。ただこれ、

毎年 3,300 万円出して、年度末には 3,300 万円きっちり返ってきますので、実質の持ち

出しはないということで、あの、はい、ということでございます。 

○委員長（西田）はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）浄化槽の維持管理の問題で、いろいろご相談を受けてこの間から課長と

もいろいろ、話をして理解はしとるんですよ。制度的にはね。だけれども、平成 22 年

度から変わっておるんですね。いうのが、浄化槽を持ってる人が、維持管理するメンテ

ナンスですね、これ契約すると。それ以上に、協会に届けてそれが年１回調査をする。

理解をしておるんですよ私。だけどもそれが、二重に料金を取られておると。もともと

保健所がやってるような仕事を協会に任せて金をとるという制度そのものが理不尽い

うんかね、下水道が遅れたところが全部それが該当するわけですが、これはどのように、

執行部としてね、課長といっても、法に照らしてやっておりますて言うたら私もそれ以

上に言うことはないんで、制度的に非常に、今まではなかったのに、22 年度からやり出

して、協会の検査を受けてやれというのが実際法律であるわけですよね。どう思うてで

すか、それをお尋ねします。 

○委員長（西田）生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）議員おっしゃられるとおり、二重になっとるような格好ではござ

いますが、これは全て法定のものなんで、我々がそれを受けなくてもいいでしょうとは

言い難いんで、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。はい佐中委員。 

○１５番（佐中）わたしね、制度的にそうなっとるんですよ。それ理解できておる。理解
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できとるが、平成 22 年度からこれをやってね、しかも契約をするとことしていないと

ころでアンバランスがあって、私はまじめに払うとるのに払わん人は契約してないから

払ってない。非常にこう、今、苦情が出ておるんですよね。その問題で相談したらそう、

全くそのとおりじゃなと思います。それで、町長・副町長、考えてもらったらわかるん

じゃけども、そういう制度が新たに出てきておるんよね 22 年度から。不平不満がある

んですよ。払ってない人は、いろいろ指導してもなかなかね、お金の問題ですから、払

わないですむということになっておるんですが、どう思うてですか。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）この制度につきましては、水質を管理していくということから、国にお

いて必要だということで措置されたことだと思っております。確かに、されていない方

がそのままというところで不公平感出てるんだと思いますが、そういった浄化槽をどう

管理していくかということは、広報等を通じて、法定の点検を必ずうけるようにという

形でやっておりますので、逆に受けてない方に、何とかそれを受けていただくというこ

とで進めるべきというふうに判断しております。 

○委員長（西田）下岡委員。 

○４番（下岡）汚水浄化槽廃業業者に対する補助金というのは、私の認識というのはです

ね、今、町内でも、まだ全域が公共下水道区域じゃないから、合併浄化槽とか落とし込

み便所だとか単独浄化槽の方がいらっしゃる。それをどんどんやっていくことでですね、

業者の仕事がなくなっていくからですね、やめるに際しての補償金的な性格だという認

識でおるんですけれども、今までの説明では、そういう説明全然ないんですけど、そう

いう性質のものとは違うんですか。 

○委員長（西田）生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）委員おっしゃられる通り、国において定められております補償金、

ものとしては、補償金と考えていただいてよろしいと思います。 

○委員長（西田）その他、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい、なければ、次のページの 61、62 ページの中段にあります、１目、

商工総務費と商工振興費です。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）観光振興事業、３万円でございますが、説明書をみると 230 ページですね。

広島県内外へ海田町の観光情報を広く発信することができました。まずどの情報を流し
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たんですかね、去年も聞きましたが。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）例えば、西国街道の関係とか千葉家の関係とかそれとあと総合公園の

関係とかでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）これは効果があったと思われますでしょうか。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）広くですね、県民の皆様に知っていただくという意味におきまして、

効果があったというふうに思っておりますし、実際にガイドの会の方でもですね、幅広

く活動されておられます。こういった情報を通じてですね、いろんなところから問い合

わせがあるのも事実でございますので、一定の成果があったものと思っております。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）あとは教育委員会のとこで言うんですが、千葉家の利用者ですね。減っと

るんですよ。23 年度に比べて 24 年度は。その辺ちょっと、効果があまり出ておらんよ

うに思われますが、その辺のことは考えていらっしゃいますかね。 

○委員長（西田）観光に関してですよ。はい、企画課長。 

○企画課長（門前）千葉家にですね、実際にいらっしゃる方が減っているというふうなこ

とにつきましてはちょっと私ども把握はいたしておりませんでしたが、実際にこういっ

た情報を通じてですね、これまで足を運んで来られなかった方が足を運んで来られると、

それとか、リピーターの方がまたいらっしゃるということで、絶対数は少なくなってい

るかもしれませんけども、より多くの方々にですね、知っていただく機会というのは増

えているものと思っております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）続きまして商工振興事業、こちらの方で説明書 231 ページですね。広島安

芸商工会の活動を支援するため補助金を交付しました。実施額 750 万でございますが、

この実施内容をパーッと見ていきますとね、これ商工会って会員から確か会費もらって

ますよね。だからやって当たり前の事業なんですよねほとんど。町が補助するんであれ

ばそれ以上の事業やってもらわにゃ困るはずなんですが、これぱっと見ても、それが見

当たらないんですよ。これ、なんで 750 万円補助したんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 
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○企画課長（門前）商工会に対しましてはですね、従来のように創業支援でございますと

か、経営革新でございますとかさまざまな事業を行っておりますが、これやはり商工会

だけの取り組みではですね、やはり財源的なものもございますし、海田町の商工振興を

ですね、やはり町として側面的にサポートするという意味においてですね、欠かせない

というふうに思っておりますし、今回 750 万ということになっておりますが、昨年度で

すね、平成 24 年度ですけども、これまでの事業に加えてですね、中心市街地の活性化

を何らかの形で図ることができないかということで、こちらの方に書かれてございます

新たな取り組みとして、講習会であるとか、講演会とか、そういったものをやっておら

れます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）ちなみに海田町内の加入率は何パーセントですかね。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）ただいまの加入率の件なんですが、実は、これまではですね、50 パー

セントというふうに、こういった場でご説明させていただいておりました。と申します

のが、県の方でですね、県の事業所統計の関係で、いわゆる分母が明確になっていたん

ですが、今回経済センサスになってですね、その分母の関係が正直言って、県の方から、

合併後はしばらくは面倒見ていただいたんですが、新たに調査内容が変わりましたので、

分母を県の方から教えていただけないといいますか、県の方では把握しないということ

となっております。で、実際に去年の分母でいきますと、去年の分母と、今年の分子、

ですから、全体の町内の事業者数ですね、事業者数をもし去年の事業者数で捉えたとし

たら、50 パーセント、平成 23 年度は 50 パーセント以上ございましたが、事業所総数、

海田町内の事業所総数を仮に平成 23 年度と同じとした場合には、50 パーセントを切っ

ている状況でございます。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）やはりあの、商工振興事業でございますけど、今この 231 ぺージを見ま

すと加入者が平成 23 年度は 589 社、平成 24 年度は 555 社、毎年減になっている状況で

すので、分母は変わらなかったらますます少なくなる、当たり前の話なんですね。それ

を今分母がわからないとかいうふうな説明を受けるんですけども、税の方からいきます

と、全部就労の１次産業、２次産業、３次産業という統計が出る上からみますと分母が

わからないわけなんですね、町単独でも。町の。私ちょっと不思議に思います。それで、
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この、平成 24 年度は 555 社あったわけですけども支援事業の中で、町制度融資広報を

1,100 部刷られてるわけなんですね。この 555 社なのに、1,100 部作成されているとい

うことは、ほとんど分母全体にこれはパンフレットは、配付されたんでしょうかどうで

しょうか。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）これにつきましてはですね、私どもが商工会の方から確認しておりま

すのは、会員全員とですね、余分と、金融機関のほうでも周知してもらう必要がありま

すので、金融機関の方に 400 部ということで、あわせて 1,100 部というふうに聞いてお

ります。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）パンフレット作成ですけど、加入されてない事業者個人も含めですね、

ＰＲ活動をされながら加入していただくような指導というか助言を、商工会にすべき問

題ではないかと私は思うんですけど、その点については、この 1,100 で、金融機関とか

ほとんどじゃ加入されている人にしか配布しなかったっていう、町としてちょっと欠陥

があるんではないかと思いますけど。ですから実績が出てこないんじゃないか思うんで

すけど。この予算計上それでなくても、平成 24 年度は、100 万あまりに増額しておりま

すね。増額したにもかかわらず、加入数は少なくなり、今回また、県は人件費を出すと

いうふうな新聞報道がありました。そういたしますと、この振興事業に対する町の金額

を減額してもいいぐらいに私思っておりますけど、これって目に見えて商工発展になっ

てないんですけど、その点はどのようにお考えですか。 

○委員長（西田）はい、企画部長。 

○企画部長（大久保）ご指摘のように、会員数が減って 50 パーセントを割り込む状況にな

っておりますが、昨年度 24 年度に 100 万円増やしたというのも、町中心市街地の活性

化を図るということと、町づくりセミナー、それから地域活性化の講演会等々をやって

ですね、商工振興に少しでも寄与して、ひいては会員数を増やしていきたいという思い

もございますので、今のパンフレットの件も含めて、今後商工会と協議してですね、会

員を増やすにはどうしたらいいかという方策をちょっとあの考えてまいります。何とか

増えるよう努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西田）住吉議員。 

○５番（住吉）部長の答弁聞きよっておや思うんよね、会員数増やす云々言うて町が何で
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会員数増やさにゃならん。そりゃ商工会の努力でしょ。町は、あくまでも町の活性化の

ために、商工会さん、なんか力貸してください、お金払います、補助金出します、でし

ょ。で今聞きよったらその活性化のため何かしたみたいですが、坂町なんかでしたら商

工会といっしょに祭りとかもしよるんですよね。で、実際海田でやりよるか言うたらピ

ンと来んし、ここの事業内容の地域グルメ大会も確か会場坂でしたよね。何か坂を盛り

上げるために、海田がえっと銭払いよる、100 万円余計払っとるように見えるんですよ

ね。その辺どういう、話は商工会として、商工会これだけしますけえ、いうんで補助金

を増やしたりしよるんですかね。 

○委員長（西田）はい、企画部長。 

○企画部長（大久保）議員ご存じのように、町で商工振興をやるとなるとやはり商工会と

タイアップしてやらないと、なかなかその独自の施策というのがございませんので、商

工会主体となって、タイアップしてやっていくべきだと考えております。で、商工会の

活動が活発になれば、商工振興にもつながる。で、会員数が増えれば商工会の活動が活

発にできるという観点からですね、我々が独自に動いて会員を増やすというのではなく

て、商工会と話しをしながら一緒になって会員数を増やしていく。それが、町の発展に

つながるものと考えております。 

〇委員長（西田）はい、住吉委員。 

〇５番（住吉）その会員数が増えれば振興するいうのがちょっとわからん。現に加入率 50

パーセント切ってるわけですし、半分以上のところは商工会に入っておらんわけですよ。

それでも商売成り立っておるわけですし、今の答弁がちょっとわかりにくいんですよ。

なぜ商工会の会員数が増えれば、町が良うなるんか。それどういうふうに考えとるんで

すかね。 

○委員長（西田）はい、企画部長。 

○企画部長（大久保）ええとですね、まず 50 パーセントを切る状況というのは、以前です

と、県から補助金がでなくなるという 50 パーセントというラインがございます。とい

うことで、これもひいては商工会の会員数が増えると、やはりそういうガイドラインを、

ここで切るということは、県の方も補助金を出すのに有効だと考えておるわけです。こ

の補助金がやはり商工振興のために、町も県も補助金を出しておるわけですから、少し

でも会員を増やして、商工会の会員が減るというのは商工会に、言葉が悪いですが、商

工会にちょっと魅力がないと、今までの活動がマンネリ化しているとか、いろいろと問
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題点もあろうかと思いますので、この度、昨年度 100 万円増額して、今までにない事業

をやっていただいたところでございます。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）あのね、部長、その場限りの答弁しなさんなよ。振興費いう名目でも、

100 パーセント人件費なんじゃから。500 万のときから、700 万のときから。全部商工会

の職員の給与で、つまみ銭で。あんたら過去にね、そういう答弁しとるんよ。全部人件

費なのよ。500 万のときから。いっぺん 200 万のときもあったかの。人件費の補助なん

よ。あとの 30 万や 50 万円は、分からんが、需用費があるんか何かあるのかわしは知ら

んよ。過去に何回も言っておるこれは。現実に商店数、工場は減りよるじゃないか。何

が振興なのか、この度もご存じのようにユーシンがなくなった。ほいで振興振興言うて。

それならその金を何に使ったか。100 パーセント職員の給料補助じゃ言うて、そういう

過去答弁しとるのよ。今更うその答弁しちゃダメじゃろおまえらの。ほいで、一生懸命

構成率がどうかいうたらの、50.02 パーセントですいうようなことを言うての。私は何

回か言うた 50 パーセントにならんようなもの、会じゃなかろう言うたら、いや、50.02

パーセントほどを確保しております。ほんで、実際に本町の全部商工業者の数を調べた

んかいうたら、過去に調べた事実はないのよ。そこらを商工会に頼んででもの、調べさ

すぐらいのことは、振興費で上げとるんだからそれくらい職員の給料補助してやってお

るんだから、もうあのいけじろうちゃんともだいぶ喧嘩した。これも、ほんまの話だか

ら私。も、トラさん知っとるか、トラさんの時代から喧嘩しとるんじゃが、あの人も理

事じゃったんじゃが。もうちょっと分かりやすうはっきり説明したげえよこれ。わしの

方からも、今言ういいかげんなことでじゃけえ振興じゃ何じゃ言うて振興になっとらん。

まず振興なっとったらその説明を願いたい。少なくとも魚屋が増えたとか、うどん屋が

増えたとか、うどん屋も魚屋も八百屋もみんな駄目になっていきよる、の。だからどこ

で振興になっとるんかというその説明、繰り返すが 700 万の商工会の使途、よその会計

はわからんかもわからんが、あんたら補助している以上は、つまみ銭で渡しとるんか、

それをもう１回明快に答弁して欲しい。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）まず人件費の件でございますが、全体の中のですね、町の補助に充て

るものとしていたしましては 256 万 9,000 円というふうな形になっております。いうこ

とで、先に議員ご指摘の事業全体が全部人件費ということではなくてですね、さまざま
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な取り組み、いろんな専門家派遣したりとかいろんな講演会をやったりとか、いろんな

事業を行うものについての補助でございます。それとあと、さっき加入率のことで、商

工会の方にですね、いわゆるさっき私分母と申し上げましたけども、事業者数は、言え

ばわかるんじゃないかということで、これ私そのように考えたこともございましたが、

これはですねあくまで統計調査、この統計調査というのは県の方で、具体的なものをで

すね、事業所名から全部把握した上でピックアップするものでございまして、既にこの

統計は国の方にございまして改めて確認することができませんので、全体、いわゆる安

芸商工会全体の事業所数はわかりますが、海田町内の事業所数というのは把握ができな

いという状況にございます。 

○委員長（西田）企画部長。 

○企画部長（大久保）議員ご指摘のように、確かに加入率も減っております。で、そうい

うとこから繰り返しの答弁でありますけども、少しでも、まちが元気になるように、商

工振興が図れるようにということで、平成 24 年度は補助金を増やさせていただいて、

中心市街地等活性化事業等をやったところでございます。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）その補助金増やした結果、その増やしただけの効果はあったんですか。 

○委員長（西田）はい、町長。 

○町長（山岡）商工会の振興事業につきましては皆さんご承知のように、全国的に大店法

とかいろんな商業ペースもかなり世の中に変化があるわけでございます。その中におい

て、海田町の商工会が今まで随分苦労されて、商工会の維持管理されておられるわけで

す。そうした中で、とにかくバブルショックの不景気の間に、まだまだこれ以上不景気

になったらたら町の活性化にかなり影響があるという判断のもとで、商工会も、議会の

方の中にも商工会の会員とかいろんな役員さんおられますし、ぜひ商工会の商工業の発

展こそまちの発展につながるという基本的な考え方から、お願いをしてやっていただい

て、とにかくいろんな方と申しますか、著名な講師とかですね、実例とかを、招いてい

ろんな勉強しておられることと思いますし、また、先進地の視察等も含めてですね、青

年部の活躍等にもですね、大いに我々も、頑張ってやってくださいと、そして町とタイ

アップできるもんがあったらしっかりやろうということをあわせて、今もお願いしてま

すので。何年か前に、坂と船越と海田が合併をしましてですね、商工会の様子もかなり

変わりました。しかし、県の商工労働部の方も、商工会の活性化について随分力入れて
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おりまして、今回も事務局長さんをですね、県の方から派遣をいただいたということも

ございますので、ぜひその活性化に対しての町の協力をですね、一生懸命やっていただ

きたい、いきたいと考えております。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）ええんですが、商工会の方も努力してもらわんにゃね、補助金増やしまし

た、それで講演会やっただけですよ、割に合わんでしょ。町の活性化につながらにゃ、

補助金出す価値がないんですよ。加入率が減ってきます、それは商工会に魅力がないか

ら、入る価値がないから。商工会に入っても意味がないじゃないかと、そこを改めさせ

にゃいけんのに、それを何も考えんと 100 万 200 万ほいほいほいほい補助金を増やして

くる。活性化するわけないじゃないですか。商工会では毎年予算補助金向こうも申請し

てくるのかどうか知りませんが、一体どういう話をしているんですか。また、海田町全

般に対してどれだけのことをしてくれるのか。よその、坂町商工会なんかやっておるわ

けじゃないですかあれこれと。そこら海田の商工会は町民の納税者である町民の皆さん

の目に見える活動してくれとらん。地域グルメといって坂町でやるけえ坂町の小学校が

盛り上がる。では、100 万増やしました。その結果何が変わりましたか。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）今回 100 万増えての事業というのは先ほど町長の話にもありましたけど

も、まちづくりに関する講演会、これは会員・会員以外も含めて、第１回目が確か長野

市で善光寺の前のまちづくりに携われた方が来られて、空洞化が進んでいたところをど

のように活性化するかというところをお話しいただきました。ただその１回の講演会で

何か目に見えるものはないと思いますが、それが第２回目も開かれております。今度は

鳥越俊太郎が来られる。で、新たな活性化をするためにはと。ここら辺は、今から会員

の方を中心に、どういうんですか、まちづくりに資していくと。昨年度 100 万増やした

から何か効果というのは、これは、この活動でそういった即効薬で出るようなものがあ

りましたら私どもも、ある程度予算積んでそういった即効薬あれしてございますが、こ

れは今からの地道な活動につながると思います。ただ、現在の商工会の活動その他で申

しますと、例えば連立問題において、そういった住民活動を盛り上げるために、まず商

工会の海田の支部が手を上げていただいて、自治会と一緒になってそういった署名活動

に取り組もうとか、そういったどういうんですか、海田町にとってどういうふうに役に

立つかということは、商工会の方々もいろいろ考えていただいております。おっしゃい
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ましたように、100 万円増やせば、それがどういうふうに返ってくるかという、その短

い目ではなかなか見れないと思いますけども、こうやって現在町が支援して商工会活動、

願わくば特に、安芸商工会になっておりますが、その中の海田支部の活動が活発化する

ことによって、ややもすると、なかなか海田町の商工振興その他が、どういうんですか、

上向きになるというよりは下向きになっているのを何とか上向きにしていただくよう、

その点については私どもも商工会の方とよくよく協議して、そういった私どもの補助金、

いかに活用していただいてまちづくりに資するかという点は、本来、商工振興、町の仕

事でもございますので、十分に協議した上で進めてまいりたいと思います。議員おっし

ゃいましたが、100 万円増やしたから、ここ一、二年で何かあったかと、そういう効果

はまだでていないものと思っております。 

○委員長（西田）はい、下岡委員。 

○４番（下岡）さっきからですね、非常に議論が抽象的なんですよね、具体性がない。例

えば今の事業者数でも分母がどれだけかっていうのは、経済統計、国かなんかがやって

る統計に基づいてなってるんだと、いうことで、具体的にどこまでですね、業者が入っ

ているのかっていうのを把握されてないんじゃないかと思うんです。その中で加入率が

云々というって言ったってですね、どこをターゲットにするのか、分母が明確でないの

にですね、増やすと言ったって、誰を加入したらいいのか。わからないという話じゃな

いですか。例えば私なんかも農業やってまして、農業所得を毎年申告してますよ。わず

かですけどね。そういう人たちが入ってるのか、入ってないかもはっきりわからないん

でしょう。だから振興といった場合はですね、事業者も所得の高い方から低い、今の農

業所得、年間 20 万とか 30 万ぐらいの方まで非常に幅広くあるわけですから、海田町の

振興のためにはですね、どの所得層をねらって振興していくのか、ね、例えば、私らみ

たいに農業従事者みたいなのをターゲットにして振興しましょうって言ったってです

ね、もう限度があるわけですよ。だから海田町の核になる商工業で生計を営んでいる方

とか従業員持ってる方とかですね、具体的にどの層をターゲットにしてどういうふうに

やっていくかということをね、やっていかないと、振興というのは難しいんじゃないで

すか。それは商工会がやることですけれども、海田町もですね、そういう意識も何もな

くてですね、協議もしなくてですよ、海田町が振興できるのかどうか。何て言うかね、

協議がね、ものすごい抽象的なんですよ。だから、前田さんが言うように、これ給料を

補てんじゃないかと、名目はいろいろあるけどもですね、というような議論が出てくる
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んで、そういった点でもっと具体的な協議というのはされるあれはないんですか。今の

加入率の問題にしたってですね、どこまで、分母が入っているのかいうのはそれは経済

統計であって、ようわからんというようなもんで議論ができるかどうか、非常に疑問に

思うんですけど。ちょっと答弁お願いします。 

○委員長（西田）企画課長。 

○企画課長（門前）ええ、さきの分母の話でございますけど、海田町内の把握はできない

ということでございますが、安芸商工会の分で言いますとですね、2,075 事業所がある

と、全体で言いますとそうなります。ただ海田町内のものにつきましては既に、わから

ないというふうな状況、今回のものについてわからないということで。 

○委員長（西田）はい、下岡委員。 

○４番（下岡）2,075 というのはですね、例えばどのレベルまでですね、入っているのか。

事業所得申告した人が全部なのか、あるいはある金額以上のものであるとかですね、そ

の辺の基準というのは、何かあるんですか。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）ですね、これは商工会法という法律があるんですが、そこにですね、

かなり細かく、ちょっと今手元にございませんけど、細かく定義がございましてそれを

例えば海田町の企業がこうだああだこれがどうだ、いう把握がですね、なかなか、それ

を見ただけではですね、把握できないということで、これまでは県の方でその辺の情報

を出していただいとったんですが、今回の経済センサスの関係で、既に合併して何年も

経っているので、あくまでも安芸商工会の全体の分だけお知らせしますということで、

お伝えいただいている状況でございます。 

○委員長（西田）はい、下岡議員。さっきから繰り返し答弁になってなってますんで、観

点を変えるなどして質問してください。 

○４番（下岡）ということは具体的に固有の名前で商工会は把握していると考えていいん

ですね。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）商工会の方で、ですから、全体の海田町のいわゆる分母の部分ですけ

ども、これがどの企業がどれというところまでは把握はできません。あくまでも統計上

の話で、全体のですね、安芸区商工会全体の話で、県の方から分母については、指示を

いただいておりますが、では、それについて具体的にリストがあるというわけでござい
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ませんので、その辺については把握はできておりません。 

○委員長（西田）はい、宗像委員。 

○６番（宗像）委員長にお願いがあります。これあくまで決算なんで決算にかかわる質問

をきちんと適問するようにご指示をお願いしたいと思います。次に、この今の決算の今

の 231 ページ、資料が出ておりますけれども、ここに書いてある数字というのは全て海

田の関係の資料でしょうか、それとも安芸のための数字なんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）ここにありますのは海田町のですね、関係の商工会における取り組み

のものを上げております。 

○委員長（西田）はい、宗像委員。 

○６番（宗像）これ海田町が主体でやったというふうに理解できるようにとれるんですが、

そうなんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）Ｃ級グルメにつきましては、これは海田小学校・海田東小学校の生徒

さんたちがですね、いわゆる、商工会のほかの子どもたちとも一緒になって保護者の方

も一緒になって取り組まれておるいう事業でございまして、海田町との関連のあるとい

うものでございまして、ここに上げさせていただいておるということです。 

〇委員長（西田）はい、宗像委員。 

○６番（宗像）それならばそういうことの参加者、そういう数字も明記して、海田の人間

が絡んでいるんだいうことを、もっともっと明記すべきだと思うんですが、もし、その

数字がわかれば教えていただきたいし、分からなければ今後気をつけていただきたい。 

○委員長（西田）はい、企画課長。 

○企画課長（門前）委員ご指摘のＣ級グルメの参加者につきましては、500 名というふう

にお伺いしております。 

○委員長（西田）その他、はい、西山委員。 

○１２番（西山）もう一度振興事業でございますけども、先ほど答弁の中で、合併して数

年も経つということの中で、本来であれば、広島安芸商工会というもので今支所が３つ

ありますけど、坂町も、安芸区船越町も、これほどの助成金、補助金全然入ってないん

です。海田は異様に１億近い金額を補助金として出しているわけで、決算額で出してい

るわけですね。それでどのように、海田町の支所ですね、振興が活性化してきてるかと
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いいますと、年々加入者が少なくなって、何ら見えないんです。で、安芸商工会の海田

支所の日程が毎月配られてきますけども、これゴルフやったとか、ボーリングをやった

とか、まず、会員の親睦に随分力を入れて、本当にこの商工会を発展さそうという、こ

こにいろいろ 750 万の講習会とか講演会とか、これ数年たたないと結果が出ないとか言

われますけど、過去にも今までいろいろやってこられた結果が、昨年よりも、34 社、加

入者が下がっているんですね。こういう状況がもう数年続いてるのにもかかわらず、何

ら商工会が活性されないのに、補助金だけをあげて振興を守っているかっていうことな

んです。で、ユーシンがのきまして、あそこにエブリイがまいりますね。そうしますと、

海田の商店の、ますます厳しい状況っていうのは出てくるんです。ですから、もっとこ

れは一本化、広島安芸商工会として一本化として、この安芸地域の商工発展のためには、

どうしたらいいかということを検討するときは来てると思うんですよ。町長、そのこと

を商工会の会長に助言はできないものなんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、町長。 

○町長（山岡）確かにおっしゃいますように、経済情勢とか商店の形成がずいぶん世の中

変わってます。そうした中で、いろいろと移転をされたり、また入ってこられる業者も

あります。その中で、商工会の生きていくいうんですか、やり抜く力というのは、商工

会長ともいろんな形で話はしております。で、会長もですね、今安芸商工会の会長でも

ありますけれども、県の商工会の会長をやっておられますので、いろんなその県内状況

とか国のですね、商工会の状況もいろいろニュースとして我々も聞いておりますので、

我々としたら、海田町における商工振興どうあるべきかということもですね、ぜひ一緒

に、何回か年に何回もそういうことについては、話し合いはしておるつもりでございま

す。 

○委員長（西田）その他、はい前田委員。 

○１４番（前田）どういうんか、つまみ銭でやっておるんじゃないか言うたらね、非常に

明快な答弁があってね、その内の人件費は 256 万 9,000 円じゃと。これは、商工会の決

算かなんかを聞いてやっとるのか、これどういうふうにして分類しておるのか。そこの

辺をまずひとつ説明お願いします。 

○委員長（西田）企画課長。 

○企画課長（門前）これにつきましては、県の方からですね、毎年なんですが決算書が出

てまいります。それに基づきまして全体の事業費、そういった人件費部分のうちの３分
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の１を町の方で補助しておるというふうな形でご説明させていただいたものでござい

ます。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）今言うとるのは、700 万円の中のとこでそういう答弁が出ると 700 万円

の中の補助金の中の 256 万 9,000 円と、こういうに聞こえるわけよの。それともう一つ

ね、何回も言うた、いい加減な答弁するなとこう言うたが、先ほど、安芸商工会の会員

数はわかりますよ、海田町の商工会の会員数はわかりません、そりゃまあどうでもええ

が、どうやって集計したんかいうんがわしの頭では理解できんのよの、町長。全体数は

わかっとるが、海田町の商工会の会員数は分からないといった。どうやって安芸商工会

の会員数をトータル集計したんか。そんなことがまかり通るんかいの。誠意がないんよ

答弁の仕方にの。だから答弁に質疑が引っ付いて次々次々その、卵が産んでおかしなこ

とになる。本当に明快な答弁をね、ああそうかというようなね、今でも言うように、こ

うたら、県の方からの給料の３分の１を勝手に 700 万円から差し引いたんじゃ。さっき

の話いうと、700 万円はつまみ銭じゃないのか全額人件費じゃないのかいうたら 256 万

9,000 円は人件費だと、今のとまた話が違う。だからその場限りのいい加減な答弁じゃ

ないのかと言うとるんです。もう１回、分かりやすく説明してほしい。 

〇委員長（西田）企画課長。 

○企画課長（門前）人件費につきましては、ですから、決算に上がってきているものにつ

いてですね、それで人件費が先ほど申し上げたものですが、それのですから、補助金の

うちの、その額がそれに相当する額になる、ということでございまして、あと先ほど、

商工会の会員数はこちらの、資料の 231 ページに書いてございますように、現在は、会

員数自体は 555 人ということで、いわゆる先ほど申し上げました分母の、海田町内の事

業所がわからないというふうに申し上げたものでございまして、商工会の会員数がこち

らに記載しているとおりでございます。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）そういうことを含めてね、過去、ずっと 50 パーセント、51.9 パーセン

トやらいう答弁をずっと繰り返しておるわけよの。だから商工会にこれだけの人件費を

補充しておるんだから、先ほどもちょっと言うたんだけども、それこそ全事業所を調べ

て、どうなっとるんかそれぐらいの事ができんのか言うたんじゃが、答弁は返っとらん

のじゃけど。長う長う言うけえ返らんのかもわからんが、一問一答でやれ言うけども、
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言葉の綾で二つも三つも重なるんじゃけどね、そこらを調べずにその場限りで言うから

おかしいことになる。当然それを調べると構成率は 50 パーセントを切るものと思う。

ね。だからそういうたら会としての体を成さんと今度はこういうふうに言いたいわけじ

ゃが、そこらを含めて把握しとるのか。さっきも言うたように、県からの給料がこうい

う決算書だったから、うちの補助金が、これはいいかげんな答弁で、実際はほんま 256

万 9,000 円がね、人件費になっていたのか、Ｃ級グルメに行ったのか、昔サウンドフェ

スタとかやっとったけどもそっちの方に何人行ったんか、ほんまは把握しとらんのじゃ

ろ。単純に給料の３分の１を差し引いただけなんじゃろ。明確な、人件費で間違いあり

ませんと答弁できるのかどうか。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）当然に、商工会に海田町の方が何人参加されてるかというのは、商工会

の方で把握されておりますから、今回もこういう形で明記しておりますが、商工会に本

来加入できる方の数というのは、県が実施しております、経済センサスの調査、で海田

町はその調査票を配るという事業をしておりますから、集計は全て県が行っております。

県は、従来ですと、合併前の三つに分けて集計されてたのが、現在は商工会単位で、で

すから、海田の商工会、広島安芸商工会でいうと、海田町と坂町と広島市安芸区船越だ

けの集計で３つに分ける集計をおやめになったのでわからないと。これは、経済センサ

スというそういった、正規の統計に基づいて行われておるわけでございますから、その

実施主体でないとわからない。それを別途やるというのは労力その他でこれはしかねる、

というふうに思っております。それから、２点目の、最終的な人件費の裏づけ、当然に

補助金に対する交付申請だけでなしに実績に出てくるわけですけども、その裏づけをす

るために、先ほどの県の決算書等を使っておるというふうにしておりますけれども、補

助金自体は当然に交付申請が出た後、最終的には実績報告が出て、その中で、ここへ書

いております実施内容について、それぞれいくら使ったというふうな形で出てきており

ますので、その数字については商工会から出ております、実績報告というのは、先ほど

言ったような人件費部分については他の裏づけをとった上で、正しく出ているというふ

うに思っております。 

○委員長（西田）じゃ、暫時休憩いたします。再開は 13 時ちょうどです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後０時０２分 休憩 
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午後１時００分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（西田）はい。じゃ、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。休憩前に答

弁漏れがございますので、そこから入っていきたいと思います。はい、副町長。 

○副町長（三宅）不法投棄の件に関しまして先ほど答弁できておりませんので、これから

まず答弁させていただきます。 

○委員長（西田）はい、環境センター所長。 

○環境センター所長（松浦）はい、不法投棄の件数でございますが、家電４品目、テレビ、

冷蔵庫、エアコン、洗濯機について集計をしておりますので、この件数ですが、平成 23

年度が 65 件、平成 24 年度が 46 件で、19 件ほど減少しております。以上です。 

○委員長（西田）では、商工費のところから始めていきたいと思います。質疑があれば許

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい、なければ次は、67、68 ページ、飛んでいただきまして、国土調査

費でございます。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい、じゃ、次に、69、70 の消防費からです。消防費から下段の教育費

まで。消防費全部でございます。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）消防団運営事業費のことなんですけども、高潮の警戒の時には、平日にも

かかわらず消防団を動員して警戒しているという事実はありませんか。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）高潮時につきましては、職員とともに、団長・副団長一緒に警戒

に当たっております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）かなり負担になっておるような話を直接聞いたんですが、その辺、何か、

ええ方法ないですかね。仕事しよってんです平日。その辺、職員だけじゃ不可能なんで

すかね。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）昨今、どうしても、潮が高いという事実はございます。やはり、

住民さんの生命・財産を守るためには必要なことだろうと思っておりますので、そこら
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辺は、職員とともにやっていきたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）では続きまして消防事務委託事業、こちら不用額が 1,800 万という、何で

余るかがちょっと理解できないんで説明をお願いします。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）こちらの方につきましては、当初、広島市の方から概算でこの程

度になるという数字がきますんでそれに基づいて予算計上させていただくんですが、こ

こに主に不用額に上がっておりますのが消防の方の安芸この管内ですね、安芸署管内の

人件費につきまして差が出たんで、例えば給料の高い職員から若い職員に代わったりし

ますとその差等が出ますので、主に人件費部分が不用額となったという説明を聞いてお

ります。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）さらに下にいきまして、災害時要援護者避難支援事業、説明書 283 ページ

ですよね。台帳の厳重な管理体制を構築することができました。この後の続きは今どう

なってますかね。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

〇生活安全課長（丹羽）現在、システムとそれを扱うハード、そういったものを導入いた

しまして管理はしておりますが、今年度、なかなか、その、自治会長さんと民生委員さ

んにご協力いただかないとなかなか進まないところではございますが、非常に難しい。

民生委員さんも改選時期がございましてですね、ちょっとそこら辺がありますので、事

務的には遅れておるというとこではございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）確か、昨年度二つの自治会で協力していただいたかというふうに聞いてお

りますが、それで実際試しに運営してみた結果、どんな感じでしたか。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）いろんな問題点等をご指摘いただきました。例えば、民生委員さ

んが、支援してくれる方にお願いに行ってもですね、なかなかＯＫをもらえない、って

いうところで行政の方から動いてくれんかとか、いろんな課題等をいただいております

ので、そこら辺を整理させていただいて、前に進んでいきたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 
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○５番（住吉）それではもうちょっとそこから下に行きまして、防災備蓄事業ですよね。

説明書でいけば 286 ページなんですが、これ決算書の 179 ページの防災倉庫３か所と記

されております。まず、倉庫３か所しかありませんでしたっけ。決算書の 179 ページ。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）各小学校区に配置をしておりますので、備蓄倉庫につきましては、

４箇所が正しいものでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）ではこの決算書の 179 ページ、防災備蓄倉庫は３か所になってます。これ

は何のはなしなんでしょうかね。小学校ごとに。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）３か所につきましては、ステンレス製のボックス、収納できるも

のなんですが、海田小学校につきましては小学校の上に、上に備蓄倉庫がございますん

で、備品の登録としては、ステンレス製のものだけを上げておりますから、そこの 179

ページのものとはちょっと差が出ておるということでございます。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）その、小学校の上にあるいうのは、何の上にあるんですか。 

○生活安全課長（丹羽）はい、生活安全課長。 

〇生活安全課長（丹羽）消防車庫の上でございます。失礼しました。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）で、いつだったか忘れたんですが、宗像委員が一般質問で、今の防災備蓄

庫を下に置いとったら水害時に水に浸かるけえ、屋上に上げたらどうかと、上に上げた

らどうかと一般質問した。確かその時の答弁が、検討しますという答弁がなされておる

んですね。その後、上に上がった気配がないようですが、これは検討した結果、なぜで

きなかったんですかね。 

○委員長（西田）はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）備蓄倉庫の関係でございますが、検討につきましては、環境センター

跡地の利活用を考えながら、そこに置けないかという検討を今しております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）確かに環境センター、山の上ですが、そこで全ての小学校区を賄うという

ことですかね。 
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○委員長（西田）はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）基本的には検討をしておりますのは、環境センターの跡地に防災備蓄

倉庫の大型のものを検討したいと。これは総務部局のだけの、今ところでございますが、

そこに大型のものを設置整備した上で、各小学校区にある、今ある備蓄倉庫には必要最

小限のものをとりあえず置けないか、ということの検討を今しておる所でございます。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）あと私がいつだったか一般質問で防災訓練見直したらどうかという一般質

問した時に、しょっぱなの町長の答弁で、そのときは、社会福祉協議会にご協力いただ

いて炊き出しの訓練を行いましたと、いう答弁がなされたんですよね。今、防災倉庫の

中、炊き出しの釜やら鍋って入っているんですかね。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）現在は入っておりません。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）町長の答弁でそうやって炊き出しの訓練しました。その一方、防災備蓄庫

に炊き出しの鍋も釜もございませんというのは、何か不思議な感覚がするんですが、こ

れはどこにも置いてないんですかね。 

○委員長（西田）はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）現在のところ、どこにも置いておりません。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）公民館にあると聞いておるんですが。 

○委員長（西田）総務部長。 

○総務部長（窪地）防災用としては備蓄をしていなくて、各公民館それから保育所等にも

鍋・釜がございますが、ここら辺は防災備品としての扱いではなくて、そこの施設の利

用者用にということで、整備されているものと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他、ございますか。はい、前田委員。 

○１４番（前田）さきほどもね、ちょっとこれ説明あったんじゃろうが 740 万円の増額し

とるんで、これの説明。 

○委員長（西田）総務部長。 

○総務部長（窪地）740 万 9,000 円の補正の増額でございますが、要援護者支援の備品等

で 237 万 7,000 円、それから防災備蓄用として 430 万 2,000 円を増額させていただいた
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ものでございます。 

○委員長（西田）はい、その他、はい、前田委員。 

○１４番（前田）要援護者になれば車イスとか、ようわからんがなんか、備蓄でもめとる

んだが、乾パンばっかり 400 万円も買うてもしょうがない、ちょっともうちょっと詳し

く説明してもらえんか。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）議員ご指摘の乾パン等だけでは不十分だと思いますんで、今現在、

アルファ化米、水・湯等でですね、米が炊けるようなものも購入いたしたいと思ってお

ります。はい、申し訳ございません。栄養調整食、塩粥とかカロリーメイト、それと、

大型乾パン等を購入いたしております。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）その中で、年度が違うとったら申し訳ないんじゃが、リアカーをどうす

るやらこうするやらいうような話があったが、年度が間違うとったら、その昔の。だか

ら、それはどうなったんか、仮に 23 年度か 22 年度かもわからんが、どっかの消防庫と

いうのか、水防庫というのか、３台ぐらいどうかするとかいう話が。もう古いんで頭も

狂うとるかもわからんがちょっとそこらを含めて、説明ちょっと願いたい。乾パンばか

りではなかろうし。 

○委員長（西田）はい、生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）24 年度の執行ではなしに、その前に、買わせていただいた、確か

にリヤカーは買わせていただいております。 

○委員長（西田）その他ございますか。はい、前田委員。 

○１４番（前田）まあ、運搬用というかそういうものの管理言うんかどっかの水防庫言う

んか消防庫いうんかどっかに置いとるんじゃろう思うが、例えばこの下に置いとるか、

ついでじゃから、管理はどうしとるんか。 

○委員長（西田）生活安全課長。 

○生活安全課長（丹羽）はい、先ほど申し上げましたとおり各小学校区に備蓄倉庫ござい

ます。そちらの中に、保管はさせていただいております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい、なければ、次は 81、82 ページへいきます。全ページでございます。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい。ないようでしたら以上で歳出終わります。その他、企画部、総務

部、会計管理室、議会事務局関係の一般会計で、質疑漏れがあれば発言を許します。岡

田委員。 

○８番（岡田）質疑するの忘れとったんですけども、あの公害一般事業ですかね、公害対

策一般事業、広島ガスいうんですかね、あそこのところのどういうんですかね、廃棄物

の処理いうんか、あそこでいろいろと大気汚染を測ったりなんかするというふうなこと、

多かったんですけど、あれは今、あそこの営業、あそこはどういうふうな格好になって

るんでしょうかね。 

○委員長（西田）大丈夫ですか。はい、町長。 

○町長（山岡）ガストピアの問題であると思いますがこれは今操業しておりません。中止

しております。 

○委員長（西田）はい、宗像委員。 

○６番（宗像）ほいじゃ質問忘れの方で、職員研修事業、これ 38 ページに書かれている

241 万 2,314 円。いろいろと私も一般質問で話をさせていただいておりますが、どうい

う形で、職員の教育を研修をされてきたのか、ご説明をお願いします。これ昨年度です

ね。 

○委員長（西田）総務課長。 

○総務課長（脇本）職員の研修事業でございますけども、まず、管理者研修、監督者研修、

中堅職員研修、主任者研修というところで、広島県自治総合研修センターに各世代の職

員を派遣して、研修の方を行っております。それから特別研修といたしまして、各いろ

いろなメニューに則って、これも県の研修センターの方に行っております。それから、

専門実務研修といたしまして、市町村アカデミー、国際文化研修所、千葉と滋賀にあり

ますけども、そちらの方にも職員の方派遣しております。それから、自治大学、それか

ら、市町村振興協会が行う海外派遣研修、それから広島県の自治総合研修センターが行

う約３週間の宿泊政策法務研修等にも派遣を行っております。それから、ケースワーカ

ー社会福祉主事の資格を取るために認定資格の通信講座等を行っております。それから、

勤務評定と職員の人材育成に資するために、管理職に対して勤務評定者の研修を行って

おります。それから、昨今は病休職員が増えておりますので、その心のケアというとこ

ろでメンタルヘルスの研修を行っております。それから、職員の接遇研修といたしまし
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ては、入庁６年目以降の職員に対して、接遇研修を行っております。それから、広島市

の中にある夢プラザにおいて、民間派遣研修というところで職員の方を派遣しておりま

す。以上でございます。 

○委員長（西田）はい、宗像委員。 

○６番（宗像）それから、これは全体的なことで、昨年でしたかね、事務事業評価を廃止

されるということで説明されたその結果、この主要成果の説明書の中で全て整理される

という話をされてたと思います。この中でトータルでお話しさせていただきます。ここ

に、職員、事業に従事する職員数、ま、0.5 人とか 1.0 とか 1.3 とかいろいろ書かれて

おります。これトータルすれば、本来は、職員の人数に合致しなきゃならないと思うん

ですが、その精査はされているんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、財政課長。 

○財政課長（鶴岡）事業に従事する職員数についてでございますが、この資料の当該の数

字を合計はしておりませんので、結果はどうかわかりませんけれども、この資料を作成

する際に、実績に基づいて、事業に従事する職員数を計上するようにお願いをしており

ますので、事業の職員総数に、ほぼ合致するものと考えております。 

○委員長（西田）はい、宗像委員。 

○６番（宗像）できれば、昨年やられてないのなら、今年度からそれをきちんと合うよう

な形で精査されるよう言っときます。 

○委員長（西田）はい、その他質疑ございますか。前田委員。 

○１４番（前田）171 ページの財産、普通財産で 24 平米の建物が残っておる。これどこに

何があるんかいうのがひとつと、もうひとつはね財調がようけ余っとるんじゃがわから

んけども、いわゆる償還できるもの、まあようけ債券云々いう質問も出とったが、早目

にできるものがあれば、一つでも二つでもやったほうがええんじゃないかいう、それが

あるんかないんか、そういう考えはどうなっとるんか２点。以上。 

○委員長（西田）はい、財政課長。 

○財政課長（鶴岡）普通財産の建物の 24 平米につきましては、国信で寄附を受けた土地に

附属をしております建物と、勤労青少年ホームと千葉家の住宅がこちらの方に含まれて、

すみません失礼、勤労青少年ホームが含まれております。で、繰り上げ償還の可能な起

債ですけれども、銀行からの借入につきましては、保証金なしで繰り上げ償還ができる

かと思います。現在におきましては、銀行からの借り入れについてはまだ残高がござい
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ますので、今後の繰り上げ償還の対象になるものと考えております。 

○委員長（西田）その他、はい、西山委員。 

○１２番（西山）決算書の 35 ページ、総務管理費の一般管理費ですが、その中で、11 の

需用費、当初予算よりも決算金額が多いんですけども、200 万余りでしょうか、それは、

そういう需用費が増になったんでしょうか。35 ページ、総務管理費の一般管理費の需用

費です。11 番。当初予算は 1,234 万ですね。で、この予算現額が 1,461 万になってて、

決算も支出済額も 1,400 になってるんですけど、当初予算よりもこの予算現額が変わっ

ているんですけど、これはどういった理由でしょうか、まず。 

○委員長（西田）はい、総務課長。 

○総務課長（脇本）すみません。お待たせしました。需用費が増えたのは、ガス空調の契

約単価が１戸当たり 43 円程度値上がりしましたので、それに伴いまして、約 130 万ぐ

らいちょっと需用費・ガス代が増えたためでございます。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）で、この、一般管理費ですね、当初予算で補正で 345 万 8,000 円減額に

されておりまして、また予備費支出及び流用の増で 226 万 3,000 円増にされて、今の需

用費も伸びているんですが、15 番の工事請負費 297 万 3,000 円、これは当初に計上され

てないんですけど。これはどういった計上でしょうか。 

○委員長（西田）はい、総務課長。 

○総務課長（脇本）この工事請負費は、ひまわりプラザにつくりました急速充電器の工事

費、工事請負費でございます。 

○委員長（西田）はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）財政力指数のことで、ちょっとおたずねしますけども、年々下がって、

私この間鹿児島へ研修に行かしてもろうた。0.82、ずっと覚えておりましたが、とうと

う 0.82 は切ってしまって、0.794。私のない頭でいろいろこう考えるのに、基準財政需

要額と基準財政収入額、これによって、大体、交付税であるとかいろいろ基準が決まっ

てくるんですが、今のこの財政力指数の問題でね、自主財源が多いにもかかわらず多い

時もありましたし、少ない時もある。だけどもここ、この表から見ると、21 年、22 年、

23 年、24 年でどんどん右肩下がってきておるんですよね。これは国のそういう地方財

政計画に基づいてその基準でやられると思うんですけれども、なぜ下がったり上がった

りするのか。自主財源がええ時もあったんですよね。なぜそうなるのか、ちょっとお尋
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ねします。 

○委員長（西田）はい、財政課長。 

○財政課長（鶴岡）財政力指数の増減ですけれども、まず、23 年度から 24 年度にかけま

して、財政力指数が大幅な減となっております。この要因といたしましては、町税の減

もこの度の決算で減になっているというふうな報告をさせていただいておりますけれ

ども、それに伴いまして、基準財政収入額が減となっております。自主財源は、全国的

に見るとどちらかというと裕福な町なのかもしれませんけれども、それでも、景気の動

向を反映いたしまして、税収に増減がございます。歳出は、国の経済対策で基準財政需

要額が増額になったり減になったりということはあるかと思いますが、やはりその景気

の動向を反映した基準財政収入額の増減というのがですね、やはり財政力に大幅に影響

をするものと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、質疑なしと認めます。以上で、企画部、総務部、会計管理室、議

会事務局関係、一般会計の審査を終わります。 

○委員長（西田）続いて、総務部関係の国民健康保険特別会計の審査を行います。まず、

収入の 105 から 106 ページを、お願いたします。上段から、下段にあります１目、督促

手数料まででございます。はい。住吉委員。 

○５番（住吉）ええ、国保税ですよね。収入未済額 2 億 2,500 万。で、たしか、ここ特会

に一般会計から１億 8,000 万円繰り入れとる。一般会計から１億 8,000 万繰り入れしと

いて、取りはぐれは２億 2,000 万。これいったい何をやっとるのかという気がしますが、

なぜここは減らんのんですかね。 

○委員長（西田）はい。税務課長。 

○税務課長（中下）国民健康保険税につきましては、やはり、他の税目も関連はしますが、

一番景気の動向を一番受けやすいところでございます。昨今は景気の方も、上昇という

話もありますが、この時点では、やはり景気低迷の影響を一番受けたものでございます。

その結果がこういうことになったものでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）この２億 2,000 万のうち、医療給付費分滞納繰越分が、１億 3,000 万収入

未済額となっとる。これがいつまでたっても回収できんいうのはどういうことですかね。
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景気もくそもないような気がしますが。 

○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）当然ながら、これは国保税に限ったことでございませんが、滞納があ

る方につきましては納税交渉しまして、その結果、取れるものは取っていく。で、財産

があってかつ、いう方には差押え等もあります。その交渉によりまして納付能力を把握

し、納付能力がない場合は執行停止という考えがございます。そういうことを使いなが

ら、精査をしております。実際に執行停止とかいうのも、結果が出てくるのが３年後と

かになりますので、現状としましてはそういう形で滞納整理のほうを進めておるところ

でございます。 

○委員長（西田）はい、その他。はい、西山委員。 

○１２番（西山）退職者の方の保険者の後期高齢者支援金と現年課税分、その下も一緒な

んですけども、予算現額よりも調定額、調定額よりも収入済額が減になっているんです。

これあのどういった要因で、当初予算よりも減額になってしまったでしょう、理由は何

でしょうか。 

○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）退職分の現年分でございますが、これにつきましては、実際、当初予

算に積算したときに比べまして、調定見込み、これが、実際の調定額のほう下がってお

ります。収納率等は、当初予算で今の後期高齢介護分につきまして、精査したものと多

少は違いますがほぼ変わりはありませんが、そこら辺の調定額、実際の調定額が、当初

予算のときに見込んでいたものより下がった、ということでこういう結果なったもので

ございます。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）私が質疑したかったのは、当初予算計上金額と、調定額、済額、この差

は何が原因で、当初予算額との調定額との差が出てきたんでしょうかっていう問いなん

ですが。 

○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）すいません、これは実際はですね、見込んでた方より退職者の方の賦

課対象人数、これが下がったということで、実際のこととしてそういう開きが、予算と

の開きが出てきたということでございます。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 
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○１２番（西山）国保が退職者に移行する人口はだいたい数値は、出てきているはずでは

ないかと思うんですけど、その辺はどうでしょう。 

○委員長（西田）はい、どなたか、どうですか。はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）まず、予算と調定額でございますが、予算編成時におきましては、今

までの執行状況踏まえて、予算計上した部分がございます。調定につきましては、その

年度において、入ってくるであろうという最大のものを計上しておりますが、残念なが

ら収入未済ではそこまで至らなかったということで、調定額よりも随分低い結果になっ

てしまったということでございます。 

○委員長（西田）その他、はい、前田委員。 

○１４番（前田）まずね、この不納額というのが出とるわけだけども、この不納欠損とい

うのはね、毎年、同じ人間というかほぼあれででとるんで、どうか、全く新しい人が入

れて、こういうふうに毎年約千五、六百万なっとるんだが、その後どうなん。 

○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）実際の話としまして、同じ方もいらっしゃいます。ただ、当然、その

年度で執行停止をしたものが、例えば３年後に落ちるといったものもございますので、

対象者は多少変わってきておりますが、重複される方もいらっしゃいます。例えば分納

されている方につきまして、分納はされているんですけどそこに追いつかなくて落ちて

しまうという事例などもございますので、そういう事例はございます。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）それでね、今分納いうことで何でこんなこというか言うのが、同じ人間

がそうやって出て来る。そうすると例えば 1,000 円納める。ね。今月、遅れ遅れ、１万

円の納付金額なんだけれども、１万円は一括では納められないので、1,000 円ずつ分納

してくれと、こういうことで、うんわかったよと。そこで、今度は、その 1,000 円をね、

また 100 円とか 500 円に振って、時効に到達するやつ、５年前のやつね、そこの収入に

入れていくと再度５年延びるんじゃないか。要するに今どうもこれね、５年勝負で全部

同一の人が、ずっと引き続きこういう欠損で毎年５年ごとにそうやって同じ人がやって

いくんじゃないかいうことを聞きよるわけじゃが、そうであるならばなおさら、その分

納のやつを、時効になる１カ月ぐらい前の月にね、分納をやるんだったら、1,000 円を

200 円ずつ分けてぽんとやったら再度５年延びるというふうにわしは考えるが、間違う

とれば間違うとってもええが、間違うとるいうふうに指摘してほしいし、そういう手法
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は取れんのかいうのを聞きたい。 

○委員長（西田）副町長。 

○副町長（三宅）ただいま議員がおっしゃいましたように、そういうふうに分けましたら

時効が当然止まりますので、そういう方法もあろうかと思いますが、現在の指導方針と

いたしましては、まず納めれる場合には現年分に充てると。この現年分の収入率という

のは、最終的に国からきます交付金の交付率に影響してまいりますので、現年分の収入

率が落ちた場合には、その交付率が落ちます。それから、新規の滞納が出てくるという

ことで、特に収入がなくて均等割がかかるということで非常に納めづらいという方の場

合には、まず、現年分充てるようにという形にしております。その後に、おっしゃいま

したように、古いものから充てるという形にしておりますが、現在なかなか、その現年

分を支払うのもやっとという方が多うございまして、過去の分にまでなかなかたどり着

かないと。特に、過去には収入があったけども現在仕事がないので収入がないというよ

うな方の場合には、もし 1,000 円入ったとしましたら、それはまず現年分に充てると。

これは国からの交付金を取るためにも必要な措置というふうにしておりますので、それ

よりも余りがあれば、議員がおっしゃられた方法という形になろうかと思っております。 

○委員長（西田）はい、その他、はい、前田委員。 

○１４番（前田）そういう事なら、まあそれで一つは分からんが、わしは交付金の事まで

は知らんかったけども、どうやって時効をなくしていこうか、ということしか考えんの

で今のような言い方になるわけで、これはね、情けないかなそういう、保険者証を渡し

ながらね、分納しておると。今副町長、そのとおりですが、確かに納めてくれとるんじ

ゃけども滞納が増えていくと。これは非常に難しいとは思うが、ないんだからといわれ

りゃそうなんじゃけども、なんかね、もうちょっと、さきほど一般会計でもあった、い

わゆる臨戸、もう５回、６回、７回、もうしつこいねと言われるくらい行けばちょとは

ね、これが解決するというか収納率がわずかでも、来た度にわずかじゃが今言うた 1,000

円でもいいから納めてください、ということでやっていけばね、そういう今副町長答弁

の、現年分を何とかカバーして今度は５年前の時効になるやつを 500 円、800 円ほどね、

入れると、いわゆる５年間延長するということだから、そういうね臨戸のもっと協力体

制というか回数を増やしたりね。ということを今言うようなことが出来んかどうか、そ

れは早う帰って寝たいかもわからんよの。たまにはカープやっとれば見たいかもわから

んが、どうかのそこら。 
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○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）国民保険税につきましても、町税のときに総務部長が言いましたように、

私からも臨戸を増やすようにと言っております。しかしながらこの不納欠損、最終的に

不納欠損になっておる部分については、最終的に所在不明の方、それから、やはりそう

いう納税交渉を繰り返しても納めるべきお金がないというようなの方の場合に、やはり

それを、調査した上でも、そういった預金その他がないというような場合には、もうそ

この手が尽くせませんので、そういうような方の場合にはやはり不納欠損になってしま

うと。臨戸をして１番の効果が上がるのは、逆に、ここには不納欠損には出てまいりま

せんけども、例えば、現年で収入未済になっていながら、その２年後３年後の滞納繰り

越しになって、臨戸したら払ってもらえるような方を早目に、払ってもらうというよう

な形に持っていくというふうにしておりますが、この最終的な不納欠損部分の方につい

ては、臨戸徴収をしても最終的には取れないと、そういうような形で判断をしておりま

す。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）そうすると臨戸をやっても無駄だと、こういうことなんですね。ちょっ

とそれますがね、前に町営住宅とかいう時にはね、近隣の自治体と協力してね、よそへ

送ったりいうのもあるということじゃから、ほいじゃったら早目に事務処理ね、いつま

でも取れんものを上げとくんじゃったら、早目に処分してしもうた方がいいと思うが、

そこらを、半分、どうでもええけども。中ほどにね、過誤納付のバックの３０万円か３

万円か、どういう場合にこの過誤納付いうのが出て来るのか、一般税金だと企業の場合

だとね、前年の実績でもって予定納税というのがあるが、保険の場合もそういうのが出

てくるのかどうか。 

○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）今回のここの事例につきましては、町外転出されましたので、減額の

更正をかけました。その結果還付が出たものでございます。 

○委員長（西田）西山委員。 

○１２番（西山）すみませんこの不納欠損額ですけども、随分景気が良いときに南米の方

が随分海田に就業にいらしてて、随分不納欠損額の比重を占めてたんですけども、今回

のこの不納欠損額に対しまして、そういった南米の方、就労でいらしている方がこの不

納欠損になってる比率はどのくらいでしょうか。 
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○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）すいません、比率の方は持っておりませんが、この不納欠損の中に、

外国の方、何名かいらっしゃいます。これは事実でございます。 

○委員長（西田）はい、その他。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次に、109、110 ページにとんでいただきまして、１番

下段、１目の延滞金加算金及び過料です。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ次のページ、111 ページから 112 ページの上段から退職被保険

者等延滞金までです。ありますか、はい、前田委員。 

○１４番（前田）過誤納付還付未済 950 円とあるがこれは。 

○委員長（西田）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）これにつきましては、重複で納められたという形で、過誤納付が出て

おります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）なければ、歳入を終わりまして、歳出に入っていきたいと思います。次

ページの中段、賦課徴収費です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）ほいじゃ次。飛びまして 119 ページ 120 ページの下段に入っていきます。

下段ですよ。下段の、諸支出金。はいそうです、１番下です。前田委員。 

〇１４番（前田）還付金と不用額の説明。はい。 

○委員長（西田）税務課長。 

○税務課長（中下）これにつきましては、主に社会保険に入られた場合の加入などによる

還付などによるものでございますが、当初見込んでいたものより、これは実際やってみ

ないと把握ができませんので、結果として、決算としてこういう数字になって、残りは

不用額いう形ででてきたものでございます。 

○委員長（西田）はい。その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ次ページの上段の、退職被保険者等保険税還付金までで

す。ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、その他、総務関係国民健康保険会計で質疑もれがあれば発言を許

します。ありますか、いいですか。ほいじゃいきますよ。その他、質疑がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。以上で、総務関係の国民

健康保険関係の審査を終わります。以上をもちまして、企画部、総務部、会計管理室、

議会事務局関係の審査を終わります。ここで執行部の入れかえがございます。暫時休憩

をいたします。再開は、では５分ほど、55 分から再開したいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後１時５０分 休憩 

午後１時５５分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（西田）はい、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。審査に入る前に副町

長から発言を求められております。これを許します。副町長。 

○副町長（三宅）先日の町民センター所長貝原の死亡退職に伴い、６日付けでこども課長

森川を町民センター所長に兼任させておりますので、まずご報告をしておきます。本日

町民センター関係につきましては、新しく町民センター所長として森川の方から答弁い

たしますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（西田）それでは、福祉保健部の審査を行います。質疑は、一問一答で進めてま

いります。執行部に置かれましては、簡潔に答えていただきたいと思います。なお、質

疑答弁に当たっては、発言の許可を得た後にマイクのスイッチを押して発言してくださ

い。ではまず、歳入の 17、18 ページの、民生費負担金からです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）児童福祉費負担金の中で、収入未済額 91 万、多分保育料じゃ思うんですが

これ中身はなんでしょうか。 

○委員長（西田）こども課長。 

○こども課長（森川）保育所保護者負担金の滞納額でございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）こういった部分で正直滞納が出るのが信じられんのんですよ。払わんにゃ

通わせにゃええだけで。なぜこれ解消できないんでしょうか。 

○委員長（西田）こども課長。 
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○こども課長（森川）この内訳ですはね、卒園された方が 44 万 876 円、現年分、通ってら

っしゃった方が 46 万 6,760 円となっております。で、卒園された方につきましては、

督促、催告、また、電話訪問を行っているところでございます。現年分につきましては、

来られているお母様方に、保護者の方に、保育所でもそっと声をお掛けしたり、相談の

中で児童手当を窓口にしていただくことで、保育料を払っていただくように進めている

ところでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）確かに進みよってみたいですけども、払ってないのに保育するというのは、

正直いかがなものかと。たとえ福祉といえども平等性から考えたらね、ほとんどの方が

ちゃんとまじめに保育負担金を納めておるわけですから、現年分が 46 万ということは

だいたい半分ぐらいですよね。ということは本来半分は、未済で上がらんかったお金じ

ゃないかと思うんですが、これは、まだ回収できていないんですかね。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）現年分につきましては、現在徴収を進めておりますので、まだ残っ

ていらっしゃる方もいらっしゃいますし、終わってらっしゃる方もいらっしゃるという

状況でございます。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）ついでにもう１個、今度逆に老人福祉費負担金でやはり 70 万、未収が出て

おりますが、収入未済額出ておりますが、これは何でしょうか。 

○委員長（西田）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）老人ホーム入所者個人負担金でございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）これは回収ほぼ不可能なように思いますが、実際回収可能なんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）こちらの方は亡くなられた方の老人ホーム入所負担金で、今現在、

話はしておりますが、解消はなかなか難しい状況でございます。 

○委員長（西田）その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ、19、20 ページの上から２番目、民生使用

料から、保健施設使用料までです。ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ次のページへいきます。上段の 21 ページ 22 ページの上

段の、ちょっと変則になりますが、総務手数料の２節戸籍手数料から、事務手数料の印

鑑その他証明手数料までと、国庫支出金と、土木負担金を除いて、１番下までです。い

いですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ次へ行きます。次のページ 23、24、よろしいですか。はい、23、

24 ページの上段から、衛生費国庫補助金と、教育費国庫補助金の中の私立幼稚園就園奨

励費補助金と、総務費国庫委託金の中の、外国人登録事務委託金から一番下までです。

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ次のページ上段に移ります。民生費負担金と、民生費補

助金でございます。なしですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）次のページ、上段の方に入りまして、これはちょっと変則になりますが、

衛生費補助金の自殺対策緊急強化事業補助金までの間の、地域廃棄物対策支援事業補助

金を除いてです。それと、下の段へ行きます。下の段は、総務費委託金の住民基本台帳

費委託金と、その下の民生費委託金と、衛生費委託金、です。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ次、31 ページ 32 ページの方へ移ってください。31 ペー

ジ 32 ページの中段でございます。貸付金元利収入の中の、高齢者住宅整備資金貸付金

償還金と、高齢者住宅整備資金貸付金償還金の利息と、今度は雑入に入りますので、細

かく言います。雑入の中の、保育士給食代、それから集団検診個人負担金と複写機等使

用料です。個別に言った分だけです。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次のページの雑入に同じく入って、ます。これも個別に申し

上げます。後期高齢者医療広域連合と、それからその下の宝くじ、それから、一つ飛び

まして、生活保護法に基づく返還金から下の５項目後期高齢者医療制度特別対策補助金

と、飛びまして、三つ飛びまして、町が主催するセミナー等の開催経費に対する助成金

と、次に福祉医療費第三者納付金から保育所整備事業債までです。住吉委員。 
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○５番（住吉）先ほどこちらの雑入未済額 387 万はこちらの生活保護法に基づく返還金と

徴収金いうて聞いておりますが、これは、言うたら半分ぐらいが収入未済額になってお

るということですが、これはもう実際どのような方法で 24 年度は回収されていったん

でしょうか。 

○委員長（西田）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）その多くが生活保護受給者の方が多いため、担当ケースワーカー

が懇切丁寧にですね、毎月の納付をお願いしているところでございます。また保護廃止

になった方につきましては、文書もしくは戸別訪問で対応しておるところでございます。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい。なければ、41、42 ページへ飛んでいきます。41、42 ページの下段。

41 ページ 42 ページの下段の、戸籍住民基本台帳費です。ほいじゃ次のページもほいじ

ゃ。次のページと一緒に合算にしよう思うんですよ。よろしいですか。はい。43 ページ

の上までです。はい、じゃ、前田委員。 

○１４番（前田）まず一つはね、こないだの３日４日前の続きを聞くんじゃがね、町長答

弁書を持ってきたんですが、個人の事案についてはプライバシーのことでお答えを控え

させていただきます、そりゃまあごもっともであろうということでね、ここでもはっき

り言うとるんですよね、一般的な事務の取り扱いについて答弁させていただきますとい

うことで、私もそのようにあれしとる訳ですが、これも答弁書にこういうふうに書いと

る。先の市町村の国民健康保険に加入をしていただくことになりますと、こういうこと

なんよの。そこで、市町村の国民健康保険に、ね、ここで町外へ転出された方は、転出

先の市町村の国保に入る、こういうことなんよの。私が言うとるのは、本町に住所を有

しとる、こういうことなんよの。しかも１年も前からそこに居住してないということを

認めておるわけよの。部長１人課長５人ぐらいがな。にもかかわらず、そこで、国民健

康保険者証というのを発行しとる。これであっこでも言うたがそうは思わんというのは

概略を言うとそういうふうな答弁が返っとるわけじゃが、これは、不正の文書に当たら

んのかというのをね、これを国保の住民票にどうじゃいうて住民票にない、住民票には

ないいうのは嘘かもわからんが、ところが部長以下それを認めとる、居住してないいう

のを。だから、これおかしいんじゃないかというんだけども、再度聞きたい。どうなの。

今言ったように、そういうことで住んどらんから。答弁でもはっきり言うとるんですよ、
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個人の生命とか、そういうものを脅かすようなことはできませんというけどね。ならば

水道なんかも止めることはできんと思うが、水道も止めとるんだから、住んでいないこ

とがはっきりしとる。でも、国保のあれを確保しとる。これをもう一回答弁願いたいが

どういうこと。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）住んでおられるかどうか、住民票に載っておられるかどうか、国保に加

入されているかどうか含めまして、個別のことについては一切お答えできません。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）個別のことを言うとるんじゃない。相対的なことで、その住所に居住し

ていないということもはっきりして、水道も止めとるていうとるじゃないか。確認しと

るとかしてないとか言うことでない。ただ単に逃れてるだけじゃろ。どうなの。だから

町長答弁ではっきり言うとるんですよ。本人の生命を脅かすようなことできません。で

も今のような水道を止めたということは、もしそこに居住しとれば生命を脅かすことに

なるんですよ。水道課長以下公表したんじゃけんよかろう。プライバシーも何もない。

民生部長。居住してないことを認めとるんだ。だから水道止めとる。何がプライバシー

だ。わしが言うたように後期高齢者の分。 

○委員長（西田）前田委員の後期高齢者のはまた次の。 

〇１４番（前田）これがプライバシーになるんかならんか、もう一回。しつこいようだが。

プライバシーにならんだろう。部長以下、課長４人５人も認めとるじゃないか、名前言

おうか。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）まず一つに決算とどういう関係があるかよくわかりませんが、もし個人

のそういう情報を、部長もしくは課長が議員にお答えしてるんでしたら、名前を教えて

いただきたく思います。その場合には、部長、課長に対して十分な注意をしたいと思い

ます。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）もう、まあええわ。福祉保健部の中身の中で、国保者証ね、国保者証を

出すということだから福祉保健部にからんどるんよ。ね、住民票は。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）課長の名前いうて個人的には部長の名前言うたよ実際に。何とか対応し
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たい。一人一人の名前は全部までは言わん。言えというなら、いうかもわからんが、わ

し、個人攻撃しようというとるんじゃない。相対的な話で、そこに住所に居住していな

い人に国保者証を発行しとるから、保険部、住民課もだし、保険の方の話として言うと

る訳よ。だから住んでないことを認めとるから水道を止めとる。これ民生部長はっきり

しとる。ね、水道課長はっきりしとる、水道止めとる。それがプライバシーいうて、プ

ライバシーとは何か、まず一つは聞きたいよ。プライバシーというのは、どれがプライ

バシーになるのか。不正の文書を発行しておることになるじゃないか。それもプライバ

シーか。例えば砂走のＭＫさんとかいえば知る人は知るかもわからんよ、知らんかも知

らん。 

○委員長（西田）前田委員。いやそうじゃなくてね、戸籍管理事業のところに含めて話を

されているんですか。 

○１４番（前田）そうよ。 

○委員長（西田）はい分かりました、それを続けてください。 

○１４番（前田）そこに住んでないということを言うとるんよ。 

○委員長（西田）そこに集中してください。お願いします。 

○１４番（前田）だから、それがプライバシーに何でなるんか。何べん言われてもわしは

理解できんよ。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）一個人に対しては、住民票を海田町に置いておられるかおられないかと、

これはプライバシーに該当いたします。 

○委員長（西田）はい。前田委員。 

〇１４番（前田）全くピントが外れとる、例えば三迫の誰とか、砂走のＭＫさん言うとる

んじゃないんよ。そりゃね、あんたら大変じゃろう、不正な文書を出しております、言

えんことはわしもわかるよ。その事務を正そういうことで我々議員は、執行部・町長部

局の不正、不明瞭なところを質す。そのために議員はおるんよ。副町長、そりゃ認めと

うない気持ちはわかる。だから気を付けますとか是正しますぐらいの答弁あってもええ

んじゃないの。不正をやっとりますということは、執行部・町長部局としては、の、町

長、個人的も言えんだろう、そりゃ。住民課、どう思うとるんか知らんが。住民課の、

あれから調べたんじゃろ、本人はそこにおらん言うのを。課長の名前は１人は言うたけ

ども。当然住民課絡んでくる、住民課長。戸籍のない人になっておるんかどうなんか、
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戸籍事務を正常にやっとるのかどうか。こういうふうに聞いとる。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）戸籍事務は正常に行っております。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）正常にやっておるんだったらね、そこに住んでいない人になぜ身分証明

書がわりにもなる、ようある話。わしもしたい。印鑑証明取りに来たりね、この間も住

民票２通ください言うたらね、あなた本当に前田さんですか、証明するもの出してくだ

さい、言われてね、わし、免許証見せた。免許証を見せたら、例えば、佐中さんが私の

免許証を持って前田です言うたらね、職員は照らし合わすことができる。保険証は写真

がないから、わしの保険証は佐中さんが持って行って前田です言うたら、ああ保険証持

っておられるから間違いないですね、住所も書いてあるから、わかる。そういう場合ね、

だから。 

○委員長（西田）前田委員、ちょっと、一般化した話でされているのか、個別で質疑を。 

○１４番（前田）一般化したことでいうとる、個別じゃないよ、全体の事務の事で。 

○委員長（西田）事務の事で、はい、ほいじゃ。 

○１４番（前田）住んどらん人にね、今言うた、証明書になる保険証を発行しとるいうこ

とを言いたいわけよわかる、あなたはここに住んでおられます、間違いはありません、

という証明となる保険者証を発行しとる。正常な事務じゃないではないか、本当に住ん

どらんのだから。それを今言った民生部長、水道課長が確認して水道を止めた。後日対

応します言うて、民生部長は私に個別に答弁しておる。後日対応します。 

○委員長（西田）前田委員、だんだん個別の話に入りよります。 

○１４番（前田）いやいやだから、住民票のそのことについてね、正常な事務に戻します

いうて答弁しとるのに、未だになってないから、正常な事務かいうてきいたら、正常な

事務じゃいうて、身分証明書にもなるような文書を発行してね、虚偽の住所じゃ言うて

もええ、実際に住んどらんことを確認しとるんだから、そこへ出してそれが正常な事務

なのかと言いたいわけよ。もう１回答弁願いたい。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）ある一定の人物に対して、国民健康保険証を発行しておる、もしくは水

道を止めておるということを部長または課長が議員にもしお話ししておるんであれば、

それは、地方公務員法違反をしておりますから、十分に注意をしたいと思います。それ



７７ 

から、一般論でのお答えならできますが、先ほど来、ある部長たちに名前を言っている、

ある人物に対しての事象がおかしいのかどうかという質問になっておりますが、これに

ついては一切お答えできません。さらに、一般論として全体論として申しますと、正常

な形の発行しか行っておりません。私どもとしては、不正な発行はしていないというふ

うに認識しております。 

○委員長（西田）はい、それを受けて前田委員、整理をしてお願いします。 

○１４番（前田）だから、当然固有の事務として町民の戸籍を管理する責任があるわけよ。

町に。今さら私が言うまでもない。できれば住民課長答えてみい。町長答えてください。

町民の住所いうんかそこにね、おられますいうのは、戸籍の管理義務があるわけよ、町

に。だから、おる人に対して、今言うた住民票とか印鑑証明を発行するのは、もちろん

固有の事務であって当たり前のことなんよ。ところが、今言うた、個別の話でしたとか

どうかじゃなしに、確認しとるということを、言うわけよ。副町長。私個人攻撃しよる

わけじゃない。だからそういうことだからはやく正します言う話をしとるんだから、ほ

いじゃあ正常な事務に戻しなさい、正常な戸籍管理しとらんじゃないか、おらん人が、

ね。そういうことだから、今言うとる、まずそこでもう一回整理、正常な戸籍管理をし

ておるのかどうか。 

○委員長（西田）その事実は確認したら、執行部としては。 

○１４番（前田）ここでもう１回原点へ戻るから。 

〇委員長（西田）はい、ほいじゃ、お願いします。 

〇１４番（前田）今私が言うた、水道は止めた、そこに、特定の個人がおらない。確認し

とるかしとらんか、この確認。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）これは、一般論ではなしに特定個人に対して、したかしてないかという

ご質問でございますから、それはお答えできません。 

○委員長（西田）よろしいですか。はい。はいじゃどうぞ。前田委員。 

○１４番（前田）今のいう特定のことになると言うわけだが、固有名詞を使うたりしとる

んじゃないんよ、の。確かに言うとることは一人の事かもわからんが、今いうた２名の

部課長、ほんまだから、住民課長は答弁できんけども、確認しとるんかしとらんのか言

うたら個別案件だとこういうて言うかもわからんがね、正常な事務でないと思うが、も

う一回確認の意味で言うが、戸籍の管理義務はあるのかないのか、それを聞きたい。 
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○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）管理義務はございます。 

○副町長（三宅）はい。前田委員。 

○１４番（前田）ほいでじゃね、これ以上副町長、今言うようにさっきから言うとるよう

に、不正があるとかね、怠慢な事務をやっておりますいうことははっきり言うて言えん

じゃろうから、いえいえ、言葉を濁して言います。不正・不明朗なとこがあるんなら、

早急に正してください。要望しますが、要望じゃなしにそれについてのお答え。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）現在のところ不正・不明朗な事務は行っておりません。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次へ行きます。次のページの下段、45 から 46 のページの民

生費、はい、はい、全部です。住吉委員。 

○５番（住吉）上下水道使用料減免事業、説明書の 101 ページですね。こちら見ますと、

この１年間、23 年度に比べ 24 年度、389 世帯も増えておるんですよね、減免事業が。

極端に増えてるような印象を受けますが、これはどのような理由からでしょうか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）増えている世帯としましては、身体障害者の世帯数が増えている

ところと、あとひとり親の世帯が増えている状況でございます。 

○委員長（西田）よろしいですか。社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）増えている世帯としましては、身体障害者の世帯及びひとり親の

世帯が増えている状況でございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

〇５番（住吉）こんな１年間で 389 世帯もこの身障者とひとり親家庭で、減免対象者が、

389 世帯ですよ。こんなに増えるものなんですか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）こちらの方に記載している世帯数につきましては、延べ数でござ

いますので、１世帯増えれば、年に６回集金がありますので、６世帯増えていくという

計算になってございます。で、延べ数での計算、記載になっています。 

○委員長（西田）住吉委員。 
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○５番（住吉）ちょっと、延べ、どういう仕組みなっているのかもういっぺん説明してく

ださい。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）１人の世帯が、１年間いらっしゃいますと、検針の回数ごとに計

算されますので、年６回、でひとりの世帯が増えただけで年６回増えていくという計算

になっております。 

○委員長（西田）その他、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次のページへ行きます。次のページは全ページです。47、48

ページでございます。はい、桑原委員。 

○７番（桑原）主要施策の中で、先ほど出ましたが、身体障害者の数、これは 1,471 名か

ら、1,707 名、ということは、おおかた 236 名増えております。これは何か理由が特別

あるかのどうか聞きたい。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）特段の理由はございませんが、手帳の申請が増えたのが原因だと

考えております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。桑原委員。 

○７番（桑原）これ支援サービスにとって、これ、皆さん大丈夫なんですか。支援サービ

スを受けられないという状況はありませんか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）現状のところでは、障がい者の支援サービスについては希望され

ている方につきましては、受けれる状況でございます。ま、手帳を取られたからといっ

てサービスを希望されている方がイコールということではない、と考えています。 

○委員長（西田）桑原委員。 

○７番（桑原）もう一度お聞きしますけど、これ自然に増えたっていうことで、何かあっ

たっていう訳じゃなくて、自然に増えたという解釈でよろしいんですか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）こちらの数字につきましては、県の統計の数字を使わせてもらっ

ておりますので、県で把握している人数を掲載しているところでございます。 

○委員長（西田）その他ございますか。はい、西山委員。 
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○１２番（西山）まず最初に生きがい対策事業でございますが、今年度は、当初予算に基

づいて８万増額の決算額になっております。で、施策の説明書の 112 ページに、老人ク

ラブの会員数は 1,203 人、前年度に比べまして、少しは増えてるんですけど、対象人数

はまず何名で、この会員数の 1,203 名は何パーセントに当たるんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）老人クラブの会員数でよろしいですか。 

○委員長（西田）答えられますか。 

○社会福祉課長（中川）ちょっと申し訳ないですが、もう１回ご質問いただければと思い

ます。 

○委員長（西田）よろしいですか。じゃ、もう一度お願いします。 

○１２番（西山）老人クラブに加入年齢があると思うんです。加入年齢以上の町民の総数

はまず何名でしょうか。 

○１２番（西山）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）65 歳以上の人が対象になります。はい。それで、人数につきまし

ては、対象が 6,003 人。 

○委員長（西田）はい。西山委員。 

〇１２番（西山）6,000 名いらっしゃいまして、加入されている会員数は 1,200 名です。

ですから、１人に対して、この事業費は 6,110 円の支出になってるんですね、歳出に。

これは、大きい対価だと思うんです。この数値をどのように考えていらっしゃるんでし

ょうか。これはあまりにも、事業内容を見てましても、グランドゴルフ等、あまり参加

人数もいらっしゃらないんですが、これ今後の問題も含め、このまま参加している人だ

けがすごい税金、六千いくらですね。ということは、加入人数に今まで疑問を持たれた

ことはないでしょうか。今回の決算において。 

○委員長（西田）はい、福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）確かに、今の対象者、全体数 6,000 名の中の、今老人クラブに加

入されている方が 1,203 名ということで、約 20 パーセントの人しか加入されていない

という現実があります。これにつきましては今後、この加入率を上げることが大事だろ

うと思っております。ですから、これは、反対理由は、それぞれのご意見もございまし

ょうけど、老人クラブ等々の活動の内容をご理解いただいて、各単位老人クラブごとに

それぞれ頑張っていただいて、できるだけ会員数を増やす努力をしていただきたい。そ
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れに対して町の方もサポートしていきたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他。はい、西山委員。 

○１２番（西山）続きまして、老人集会所の今回の改修費ですけども、決算額は 711 万 3,000

円のフェンスを設置されておりますが、意見書の中の、予備費充用は、フェンスには 461

万 3,000 円が、予備費を充用されているわけで、この 47 ページを見ますと 712 万 3,000

円を上げられておりますが、この充用されたのはどこから後の金額は、流用をなさった

総額になるんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）老人ホーム入所者措置事業の方から、流用させてもらっておりま

す。老人ホームの入所者の措置事業の方から流用させていただいて、残りにつきまして

は。 

○委員長（西田）よろしいですか、はい、西山委員。 

○１２番（西山）これも法的にはいけないことはないと思うんですけども、ちょっとあま

りにも費目が違いすぎると思いますが、その辺はそこを流用された理由は何でしょうか。 

○委員長（西田）副町長。 

○副町長（三宅）この流用しました段階におきましては、現在のシルバー人材センターが

はいっております普通財産と、この老人集会所の間で、何度も花火だとか、それから、

たき火とか、そういった危険な行為が行われておりました。これの透明度を高めるため

には、見通しが悪いという意見が出ましたので、それらをあわせまして事業する緊急性

がございましたので、予算の中としてその福祉保健部全体の費用を全体を見まして、そ

のときに流用できるものを探し、さらに足りないものについて、予備費を充用した、そ

ういう予算上の仕組みをとらせていただきました。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）フェンスを設置せざるを得ない緊急の事態である場合でありましたら、

全額予備費充用も、ちゃんと説明が付く予算執行だと思いますけど、その点については

どのように。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）現在、緊急性があります事業を行います場合の順序で申しますと、まず

流用できるものであれば流用と、予備費につきましては、最終的に３月末までにどうい

う執行が考えられるかというところがございますから、予備費充用より先に利用できる
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財源があれば、それを活用させていただいております。 

○委員長（西田）前田委員。 

○１４番（前田）福祉センター費でね、1,000 万円増額しとるんじゃが、100 万円か、ごめ

ん。で、それは何のお金か。 

○委員長（西田）はい。社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）福祉センター管理事業につきましては、その多くは点字プリンタ

ーを購入しました経費が 99 万、約 100 万入っております。その他は保険料とか管理委

託料が計上されております。 

○委員長（西田）はい、いいですか。住吉委員。 

○５番（住吉）老人ホーム入所措置事業、説明書の 108 ページ見ますと、23 年度 14 人で

24 年度９人。一見すると少なくなっているからいいように見えるんですが、これ場合に

よっては本当は入れなければならない人がもっといるんですが、これ施設に空きがない

という見方もとれますよね。これ実際どうなんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）現在、養護老人ホームの希望者が、相談があったのが昨年 24 年度

に１件ありまして、その件につきましては、判定会をしまして、今年度になって入所処

置しましたので、希望があって入れないという状況では現在のところないと思います。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）先ほど西山委員が質問しておりましたが、生きがい対策事業ですよね。老

人クラブの加入率を上げたい。確か、今入られる方がどちらかというと少ないようでし

て、進めても入らないケースが多いんです、65 歳以上の方で。気持ちが若い方、わしは

まだそんな年じゃないいう方もいますし、そういった組織ばった所は嫌いだと。その一

方で、今入っていらっしゃって会費を納めていらっしゃる方でも、あちこち２、３の老

人クラブに聞きましたら、どうも会費だけ払って何も参加しない人が増え始めておると

いう話も、最近ちらほら聞くようになっているんです。その辺の対策、結局は老人クラ

ブに補助金出しても、それが、高齢者の福祉の向上に結びつかなくなりつつあるんじゃ

ないかと思いますが、その辺は何か対策等は講じられてきたんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）確かに、活動の活発な老人クラブとそうでない老人クラブという

温度差は、かなりあるんだろうと考えております。先ほども言いました会員数の増であ
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ったり、本来の高齢者の生きがい対策という部分で、各単位老人クラブ、あるいは老人

クラブ連合会といったところが、もっともっと頑張っていただかなくてはいけないとい

うことはあろうかと思います。その中で町としてどのようにサポートできるのか、手助

けできるのか、そういったことを資金面のこともありましょうし、メニューの問題もあ

ろうと思います。そういったことについて、今後しっかりサポートしていきたいと考え

ております。 

○委員長（西田）はい、その他。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）その一方で、先ほど対象者 65 歳以上という答弁されておりましたが、一部

老人クラブには、もう 60 過ぎたら入りたい人を入れとる所もあるんですよ。実際私の

飲み友達も、ユーシン止めて朝から飲んだくれとったのを、知り合いがグランドゴルフ

行こういうて引っ張って老人クラブに行ったとか、そういったケースもあるんですね。

今の執行部の答弁聞いておりますともう一緒くたにひとくくり、すぱっと 65 歳で切っ

てしまうような答弁しておりますが、それだと、65 歳未満の方入れてる老人クラブが補

助の対象外になりかねん答弁だと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（西田）はい、福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）先ほど、対象者ということで 60 歳以上という、全てというわけに

はいきませんので、あくまでも 65 歳以上の対象者が何名いらっしゃいますよというこ

とで答弁させていただきました。それぞれの老人クラブの中でいろんな考えを持ってお

られますでしょうし、会員の確保のためには 60 歳以上の方いいですよという事、ある

いは、先の本会議の方で、団塊の世代の加入というふうなことも、視野に入れていかな

くてはいけないと思いますんで、そこらについては、臨機応変に対応していきたいと考

えております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）だと、今まで聞いてちょっと気になったのが、老人クラブって地域性の強

いところもあれば、全然関係ないところもございますよね。ところがその辺のところ、

福祉保健部の職員が老人クラブイコール自治会、自治会の一部、全てを自治会の一部と

思っている職員がいたりとか、特に高齢者の見守り関係の職員、たまにそういった話が

来るんですよ。で、その方に、地域性全然関係ないということを理解させるのが非常に

困難なんですが、その点、福祉保健部の職員、ちゃんと把握してるんですか、老人クラ

ブの地域性というのが、そんなに今頃なくなっているというのは。どうなんですか。 
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○委員長（西田）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）議員さんが言われるように、そういうことがあったとしたらです

ね、十分把握してない部分があるかと思いますので、職員に対して十分把握するように、

周知してまいりたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他。西山委員。 

○１２番（西山）福祉センター管理事業でございますけど、説明書の 118 ページ、随分、

ここ利用される方が少なく、年々少なく、指定管理者制度を採用されまして、年々利用

される人数が減少してきているわけですけども、指定管理者制度も含め、夕方早く終わ

ってる時もありますし、利用ができにくい状況になった結果、このような、利用者が少

なくなっていると思いますが、その辺は利用者の減には、どのような要因があると思わ

れますか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）利用者につきましては、今年度、24 年度につきましては減少して

いる状況でございます。しかしながら、24 年度につきましては、スマイルフェスタを海

田西小学校周辺で行いましたので、そちらの方の人員の人数約 2,000 人が減少した分で

影響しておりまして、年々利用者については増加して、若干の増加傾向にあると認識し

ております。 

○委員長（西田）はい、その他。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい、なければ、次のページに移ります。49、50 ページ、全ページでご

ざいます。はい、西山委員。 

○１２番（西山）町民センター費ですけども、当初はこの 15 の工事請負費は、予算計上な

されてなかったんではないかと判断いたしますが、この工事はどのような工事で、この

予算が、有効だったんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）こちらにつきましては、議員おっしゃいますように、年度当初には

ありませんでしたが、３階のホールが吊り天井ということで、東日本大震災の関係もあ

りまして、早期に対応いたしました。 

○委員長（西田）いいですか。はいその他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（西田）はい、なければ次のページ、51 ページ 52 ページ全ページでございます。

はい、桑原委員。 

○７番（桑原）児童館活動事業ですけども、23 年度、24 年度比べますと、１万 4,285 名か

ら１万 7,719 名児童が利用しているということで、その差異が 2,434 名ということなっ

てますけども、これはかなり急激に増えているというふうに思いますけども、なにかこ

れ理由があるかお尋ねします。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）あの、各児童館には保育士が担当しておりまして、さまざま小学生

に楽しい授業とか経験していただく食育活動を行っているところです。で、増加の原因

につきましては、学校の方にも周知をいたしましたり子どもたちへの周知をしたことか

ら、利用が多かったと考えております。 

○委員長（西田）はい、桑原委員。 

○７番（桑原）月に直すと、二百八十何名かが増員になっているという数字になるわけで

すけども、現実これ本当にそういう数字になるんですか。それだけの子どもが、児童館

を利用しているということで、それで考えてよろしいですか。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）はい、そうでございます。 

○委員長（西田）はい、その他。住吉委員。 

○５番（住吉）子育て応援事業、これ毎年聞いてるんですが、説明書の 146 ページ、子育

て支援パスポート事業、これ、この支援パスポートを利用された方の延べ人数とかは把

握していらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）延べ人数につきましては把握はしてございません。ただ店舗におき

まして利用の状況をお聞きすることはしておりまして、約半数の店の方でよく利用があ

るというご回答をいただいておるところでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）では、残りの半数はあまり利用されていないということなんですかね。 

〇委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）お店の方に伺いましたらパスポートを持ってきていないとか、サー

ビス内容を知らずにそのままお帰りいただいたりということもある、ということを伺っ
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てますので、確かに利用が全然ないかといえば、あるところもあったのかと思いますが、

店舗の方でそのあたりを把握できてないという数字と考えております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）事業の業種によって、利用頻度に差が出てるとか、そういったことはない

んですかね。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）そうですね、業種によって、例えば子どもさんがよく利用しやすい、

お母さんと一緒によくいかれる美容院はとても多いんですが、逆に理容院が少なかった

りですとか、あと、寝具やさんとか、着物やさんあたりがちょっと利用が少ないという

ふうにご回答いただいておりまして、業種によってそういう差が出ていることも確かで

ございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）あと一件素朴な疑問なんですが、よくコンビニにポット置いといて、ミル

ク作るのにお湯使ってくださいいうのが子育て支援パスポート事業、あれはほんまに利

用する人は、おるんかなと言う疑問があるんですが、実際にその辺は把握していらっし

ゃいますでしょうか。 

○委員長（西田）こども課長。 

○こども課長（森川）実際コンビニさんに伺いますと、利用が少ないというご回答をいた

だいておりまして、確かにそういう点はあるかと考えております。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）保育促進事業で、当初の予算額は１億 4,000 万で、決算額は１億 2,000

ですね。説明書の 153 ページを見ますと、動向がすごく見えてまいりまして、定員数３

歳児未満に対しては、入所者数は定員をオーバーしてるんですけども、３歳児以上は定

数よりも入所者数が随分少なくて、合計では、そういう未満児と分けませんと、充足を

してるという形で、今後この動向っていうのは、当初予算と実際の見込み違いは何でこ

ういった結果になったんでしょうか。 

○委員長（西田）こども課長。 

○こども課長（森川）保育促進事業の予算につきましては、前年の 10 月１日の現状で積算

をしてやっているところで、計上しているのですが、それに比べて、今年度については

３歳以上の入所者が少なかったことが、原因かと考えております。 
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○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）その原因の３歳児以上は、今幼稚園に行かれてる方が結構増えてきてい

る時代になってきております。で、また、この一番上の表で早朝保育・延長保育を見ま

すと、幸と西浜・つくも、つくもは多いんですけど畝保育所はほとんどそれに比べます

と何分の一しか利用されてないいう実態があるわけですが、これはやはり少子化を数値

で表わしていると思うんですけど、一点、その辺はどのように判断をなさってますでし

ょうか。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）畝保育所の早朝保育の人数が少ないという部分につきましては、例

えば、近隣におじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃったらそちらを利用される方もい

らっしゃいますし、働き方によって利用の人数の割合は出ているかと思いますことと、

畝につきましては、もともとの人数が、つくも、西浜、幸に比べましては少ないという

現状から、人数が 14 ということで出ている状況です。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）今ふと気になったんですが、説明書 153 ページ、早朝保育、延長保育、一

時保育、休日保育受け入れ児童数って書いてあって表があるのに、この休日保育の受け

入れ児童数がどこにも書いてないんですが、これはなかったんですかね。もう一回言い

ますよ。153 ページ説明書。一番上見たら二重丸がしてあって、早朝保育、延長保育、

一時保育、そして最後に、休日保育、受け入れ児童数と書いてあるんですが、この表を

見ると、休日保育の欄が見当たらんのですよ。表の中にね。これはどういうことでしょ

う。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 

○こども課長（森川）まず、保育促進事業のところに休日保育と記載しておりますのは、

前年に電力需要の関係で休日保育を実施しましたことから、今年度については電力需要

の休日保育はないのでここに掲載しておりませんが、休日保育は私立保育所の明光保育

園のほうで行っておりますので、そちらは 155 ページの私立保育所育成事業、すみませ

ん 156 ページになります、の、特別保育事業の中の、休日保育として計上させていただ

いております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（西田）はい、なければ、暫時休憩をいたしたいと思います。再開は 15 時ちょう

どでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後２時４９分 休憩 

午後３時００分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（西田）休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。53 ページ 54 ページ、全

ページでございます。質疑があれば許します。はい。桑原議員。 

○７番（桑原）はい、ひまわりプラザ、太陽光発電整備事業についてですが、ひまわりプ

ラザに太陽光発電を設置をいたしました。これ一番気になるとこなんですが、どれぐら

いの効果が出たか。電気代、その他、どれだけ軽減なったかということをちょっと、興

味があるんでお尋ねしたいと思います。 

○委員長（西田）はい、ひまわりプラザ館長。 

〇ひまわりプラザ館長（飯森）まず使用電力量でございますが、４月から８月まで、合計

で 6,283 キロワットの節約になっております。それから電気料金でございますが、４月

から８月まで、合計で９万 1,734 円の節約となっております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ次へいきます。次のページの 55、56 ページの上段から保

健衛生総務費と、飛びまして、環境衛生費の中の火葬料助成事業と、また飛びまして、

保健センター総務費から下段までです。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次のページの上段に移っていきます。57、58 ページの上段か

ら、予防費の中の健康診査事業までと、犬・猫飛びまして、母子保健費から原爆被爆者

対策費までです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）まず健康・食育フェア実施事業、説明書の 187 ページ。こちらの方、利用

者数が 14.4 パーセントも減少しておりますが、これは、どっち、健康の方が減ったん

ですか食育の方が減ったんですか。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）どちらかといいますと、健康の方が少し減っております。 
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○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）ということは 187 ページに書いてある、健康応援広場実施事業の利用者が

減ったというふうに捉えてよろしいでしょうか。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）はい、前回につきましては、歯科のがん検診なども対象者を

増やしていたんですが、今回は、医師の関係もありまして、半分に減らしたりというこ

ともあって、盛大には行わせていただいたんですが、数から見ると、少し減ったような

形になっております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）続きまして、自殺対策事業ですね。説明書の 191 ページ、こちらも福祉保

健まつりでやっておりましたが、このアルコールパッチテスト、これは何人ぐらい利用

されたんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）すみません、細かい数字を持ってきておりませんので、確認

してもう一度お答えさせていただきます。 

○委員長（西田）はい、あとで資料出すということですね。はい、じゃ住吉委員。 

○５番（住吉）それと、予防接種事業、今日も昼のニュースでやりよったんですが、子宮

頸がん予防ワクチンですよね。今こちら副作用の方で、あれこれ問題になっておったよ

うですが、きょうの昼間のニュースを見ておりますと、厚生労働省も接種の再開の呼び

かけを再開する方向、って報じられておったんですよ。ただ実際こちら、副作用が本当

に因果関係があるかどうか証明されてないケースでは、予防接種の副作用の治療を受け

た場合の障害年金かなんかありましたよね、あれの対象にもならないですよ、実際。と

いうふうにこの間報道しよったんですが、これどうなんですか。うちの町では今のとこ

ろ、このままこの事業は継続するんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、現在厚生労働省が

今年の６月からワクチン接種を積極的には勧奨していない状況ですが、接種はできると

いうあいまいな措置をとっております。で、この子宮頸がん予防ワクチンにつきまして

は、今年の４月から定期予防接種に変わりましたので、任意予防接種から、議員がおっ

しゃったような、予防接種を起因とした障害に対しての年金等の助成という対象になり
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ますので、その辺のところは、補助がある、もし何かありましてもというところでござ

います。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）では続きまして、妊婦乳幼児健診事業ですよね。こちらは１歳６か月児健

診と３歳児健診、それぞれ受診率どのくらいでしたでしょうか。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）１歳６か月児健康診査から 97.6 パーセント、３歳児健康診査

が 94.6 パーセントでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）今度逆に、出産育児教育事業で、すくすく赤ちゃん事業がありますよね。

こちらは、受診率いう言い方は違うかもしれませんが、これは対象者の何割ぐらいが出

席されてるんですか。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）すくすく赤ちゃんが４か月の乳児の親子に来ていただくんで

すが、受診率というか、出席者率は、89.04 パーセントになっております。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）教育委員会の方でブックスタート事業、確かこの時に呼びかけをされてい

るかと思うんですが、そこでは民生委員さんが後日、直接手渡しで 302 組、ちゃんと渡

されているというふうにこの説明書には書いてあるんですよ。それに対して、こちらの

方すくすく赤ちゃん、１割の方が出席されていない、先ほど１歳半健診３歳半健診でも

100 パーセントではございませんが、それらの追跡調査というのはなされているんでし

ょうか。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）未受診者対策につきましては、居所不明な子どもをつくらな

いとか虐待予防の観点から、赤ちゃん訪問から 100 パーセントにはいっていないので、

できてない方をずっと追跡するようにしております。で幼児の検診につきましては、２

回欠席が続くと、３回目からはどこか、集団の生活に入っておられるかどうかっていう

ところの場所に確認したり訪問するということで、必ず会うようにしております。それ

から図書館、それから社会福祉課、保健センターが共同して実施しておりますブックス

タート事業につきましては、すくすく赤ちゃんで図書館の職員が個別に説明をして、出
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席された方、欠席された方、それぞれの名簿を社会福祉課の方へお渡しして、そこから

民生委員さんの方へ伝えて、100 パーセントに行っていただいているという状況でござ

います。 

〇委員長（西田）はい、住吉委員。 

〇５番（住吉）で、今言った、そういった追跡調査された中で、問題のある家庭というか

子どもは、昨年度いましたでしょうか。例えば児童虐待なり、ネグレクト、そういった

問題のあったケースはありましたでしょうか。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）幼児健診につきましては、ほとんどの方がお仕事等でちょっ

といけないという形が多かったので、健診の未受診の方について、ネグレクトとか、虐

待っていうふうな方はいらっしゃいませんでした。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）不妊治療費の助成事業なんですが、これ説明書の 202 ページ、例年 15 件ぐ

らいいきよった思うたのが、24 年度９件、６件減少、４割減少ですよね。これどうなん

です、減少傾向に入っているんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）本町の不妊治療の助成事業につきましては、２年間を助成期

間としております。ということで２年が過ぎれば助成できないということで、ちょっと

人数が多いときと少ないときに、ちょっと偏ってしまう傾向があるんですが、全国的に

も不妊治療というのは決して減らないというふうに聞いております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）これ、何年か前に直接保健センター所長に電話で相談したことがあるんで

すが、これ、相談窓口、町独自の相談窓口というのはあるんでしょうか、不妊治療に対

する。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）具体に標榜をしておりませんが、担当課としては保健センタ

ーの保健師が対応させていただいております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）保健センターに問い合わせてくださいという言い方しとけばよろしいんで

すかね。 
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○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）そうしていただければいいですし、県の方でもしてますので

県病院の方でも、具体な不妊の相談、電話相談窓口というのもございますので、まずは

保健センターに言っていただければ紹介させていただきます。 

○委員長（西田）その他、はい、西山委員。 

○１２番（西山）母子保健費の発達支援事業の歳出の中身の中で、就学時アンケートを実

施されたと思います。その中で発達障がいに問題がある子どもさんは何割、このアンケ

ートで見つけることができましたでしょうか。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）イコール発達障がいということではございませんが、小学校

に対して気を付けて見ていっていただきたいという方が約 60 名おられました。 

○委員長（西田）西山委員。 

○１２番（西山）このアンケート 282 名のうち、60 名の方が見守ってあげないといけない

お子さんだったということですけど、この予算執行におきまして、これは有効と判断し

てよろしいんでしょうか。予算執行は。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）この事業につきましては教育委員会、こども課、保健センタ

ーの３課で協力して実施しまして、職員の方が全て対応しておりますので、予算をそん

なには使っておりません。ただし効果としては非常にあったと思いますので、有効であ

ったと思います。 

○委員長（西田）その他、はい、岡田委員。 

○８番（岡田）先ほどの子宮頸がんのことなんですけど、海田でワクチンの接種を集団と

個別で 1,300 人ぐらい受けておられるということなんですけど、これ先ほど住吉議員が

言われましたけれども、昼間のニュースでもあるいはあの、特にワクチンで外国の方か

ら入ってくるワクチンがちょっと具合が悪いんじゃないかというふうなことを言われ

ておるんですけれども、これは多分海田でもそうなんですが、中学生以上が接種可能い

うふうなことなんですけども、中学生に限って何人接種したかいうのはわかりますかね。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）平成 24 年度子宮頸がんのワクチンは、人数につきましてちょ

っとお待ちください。子宮頸がんについては、延べ 392 名の方が接種しております。 
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○委員長（西田）中学生のみで。 

○保健センター所長（湯木）中学生です。 

○委員長（西田）はい、岡田委員。 

○８番（岡田）これは効果が６年とか９年とかいうふうな感じで言われておると思うんで

すよね。１年？ 

○委員長（西田）聞いてください。はい、ちょっとやりとりせずに、聞いてください。 

○８番（岡田）１回打って、効果が何年か９年ですかね、効果が、ちょっとその辺のとこ

ろお願いいたします。何年ぐらい効くもんかというのを。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）大変申し訳ないんですが、さっきの答弁を訂正させてもらっ

ていいでしょうか。今の答弁につきましては、一応３回すれば、３回するようなんです。

この子宮頸がんワクチンというのは。で、ほぼ一生大丈夫なんだけれども、ただ、健診

は継続して受けなければいけないというふうに聞いております。で、訂正分につきまし

ては大変申し訳ないんですが、子宮頸がんワクチンは中学生が実数で言うと、平成 24

年で 127 人受けております。で、高校１年生が１人受けているという状況です。 

○委員長（西田）はい。その他ございますが、はい、西山委員。はい、どうぞ。 

○１２番（西山）原爆被爆者対策費ですけども、この原爆被爆者対策一般事務事業 15 万

3,000 円は 207 ページの決算額と合っているわけですが、それ以外給与事業ですが、予

備費支出及び流用増で９万 9,000 円が計上されておりますが、これはどういった歳出だ

ったんでしょうか。 

○委員長（西田）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）原爆被爆者対策一般事務事業では、予備費の充用をしておりませ

んので、多分、給与費のほうじゃないかなと考えております。少し調べさせていただい

て、回答させてください。 

○委員長（西田）ちょっとどうなった結局。調べてから回答するいうて。はい副町長。 

○副町長（三宅）確かに各事業になっておりますが、給与事業につきましては一括して総

務課も管理している部分がございますので、そこの部分で調整した上で、またご答弁さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（西田）はい、その他、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇委員長（西田）はい、なければ、71 ぺージ、72 ページの中段でございます。71、72 で

ございます。71、72 の中段に、私立学校振興費です。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）なければ、以上で歳出を終わります。その他、福祉保健部の一般会計で、

質疑漏れ等があれば発言を許します。はい、桑原委員。 

○７番（桑原）生活保護の給付事業なんですけども、年々増加傾向にあるということなん

でしょうけども、今の外国人等の給付の割合、どれくらいの割合の方がいらっしゃるか、

まずお尋ねしたい。 

○委員長（西田）社会福祉課主幹。 

○社会福祉課主幹（新藤）25 年８月で申しますと、保護世帯数全体で 167 世帯 281 人に対

しまして、外国人の方が 21 世帯 45 人となっております。 

○委員長（西田）はい、桑原委員。 

○７番（桑原）あの、全体的に増加傾向にあるという現状なんですけども、今後そのあと

のフォローですよね。いろいろなこと聞きますけども、何であの人が仕事できるのにも

らってるのとか、いろんな話を聞くわけですよ。そのフォローですよね、給付している

方に対してのフォロー。どういうふうなフォローの仕方をしているのか、お尋ねしたい

と思います。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）平成 24 年度から、就労支援員を県の基金の補助 100 パーセントを

使いまして、就労支援員を置いております。この方を使いながら、できるだけ早く保護

から自立していただくもしくは給与収入が上がるように努力しております。 

○委員長（西田）はい、桑原委員。 

○７番（桑原）まともな生活をして給料もらって生活ができる方が、そういった方に支援

をするということなんでしょうけども、どれぐらいの割合で、その支援が、現実的に仕

事ができるようになったかと。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）平成 24 年度で支援をした方につきまして 22 名、就職に至った方

が８名という形で結果が出てます。 

○委員長（西田）はい、桑原委員。 

○７番（桑原）一定の成果が出ていると思いますけども、やはり本当にどうにもならない、
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話を聞くと、朝からお酒を飲んで騒いでいる外国の方もいらっしゃるというふうにね、

聞いてるわけですよ。現実的には。そういう方々に、どういうふうな形で今後支援をし

ていけるのかということもね、現実は個人情報がありますから、だれがどうとかいう話

ができませんけれども、そういう話を聞くと、本当にそういう増加傾向にある今の現状

の中でね、どう解決していくのかと、この費用をどれだけ減らしていくのかということ

を考えていかなきゃいけないというふうに思います。これからどういうふうに外国の方、

また仕事ができるのに、今、できないふりをしてという方がいらっしゃる中で、どうい

う形でこれを支援していくのかということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）この件につきましては、やはりマンパワー、やはりケースワーカ

ーが懇切丁寧な対応するしかないかと考えております。また就職面につきましては、先

ほど言いました就労支援を十分に活用しながら、対応してまいりたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他、住吉委員。 

○５番（住吉）生活保護に関連して昨年度、平成 24 年度、不正受給、把握できた件数はご

ざいますでしょうか。 

○委員長（西田）はい、社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）昨年度、不正事件が発覚した件数としましては９件でございます。 

○委員長（西田）はい。兼山委員。 

○３番（兼山）はい、52 ぺ―ジの母子家庭等の自立支援事業で、説明書は 149 ページなん

ですが、高等技能訓練促進費支給で４名の方が勉強されているんですが、どういった勉

強を今されているか、分かりますでしょうか。 

〇委員長（西田）こども課長。 

○こども課長（森川）失礼いたしました。平成 24 年度高等技能の給付費を受けられている

方ですが、３名の方が准看護師の資格を取得中です。で、１名の方が、介護福祉士の資

格を取得中でございます。 

○委員長（西田）はい、兼山委員。 

○３番（兼山）この 149 ページの説明の中で、母子家庭のことを書いてるんですが、厚生

労働省では父子家庭の父も該当すると書いてあるんです。これは該当するのかというの

が一つと、あわせて海田町で父子家庭の方が該当されてるかどうか、ちょっと説明を。 

○委員長（西田）はい、こども課長。 
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○こども課長（森川）今年度から父子家庭の方も対象になっておりますが、昨年度の現状

でいきましたら、母子の方のみでございます。今年度につきましても、父子家庭で高等

技能を利用されている方はいらっしゃいません。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）先ほどの続き、生活保護の不正受給９件、どういった内容か内訳、お願い

します。 

○委員長（西田）社会福祉課長。 

○社会福祉課長（中川）これは、課税調査で発覚したものがほとんどで、無申告収入によ

るものでございます。 

○委員長（西田）その他、ございますか。はい、大江委員。 

○２番（大江）はい。不妊治療助成事業の件なんですが、来年度から国は、40 歳以上はあ

まり効き目がないということで、ということが考えられているようなんですが、現在今

この海田町で、この不妊治療を受けられてる方の年齢層、わかりましたら教えてくださ

い。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）申し訳ありません。細かい資料を持ってきてませんので、こ

れもまた資料を出します。 

○委員長（西田）ちょっと聞こえんかったんじゃがね。はい。副町長。 

○副町長（三宅）保健センター所長が今資料持っておりませんので、これも、また、後刻、

説明させていただきたいと思います。 

○委員長（西田）その他、ないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい。なければ、質疑なしと認めます。以上で、福祉保健部関係の一般

会計の審査を終わります。続いて、福祉保健部関係の国民健康保険特別会計に入ります。

まず、歳入から、105 ページ、106 ページの、国庫支出金です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、ほいじゃ次。次のページの 107、108 ページ全ページです。はい、

西山委員。 

○１２番（西山）国庫補助金の財政調整交付金ですけども、補正予算で減額になってるん

ですけども、この減額になっている理由は何だったんでしょう。 
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○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）ええと、これはですね、一般療養費給付費のですね、率が 34 パーセン

トから 32 パーセントになったことによりまして、減額となったものによる減額補正で

ございます。 

○委員長（西田）その他、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページに移りまして、109、110 ページの上段から

下の１目、繰越金までです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ、111 ページ、112 ページの中段、一般被保

険者第三者納付金から最後までです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ歳入を終わりまして、次に歳出の方に入ってきます。次のペー

ジをお願いいたします。上段の総務費の一般管理費と、飛びまして、保険給付費以下、

下段までです。ありませんか。住吉委員。 

○５番（住吉）レセプト点検事業の方なんですが、これ 400 万使っていくらぐらい効果が

ございましたでしょうか。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）レセプト点検事業の効果額としましてですね。過誤調整額としまして

838 万円、それから再審査請求分が 208 万円、合計 1,046 万円の効果となっております。 

○委員長（西田）はい、宗像委員。 

○６番（宗像）同じくレセプト点検事業の事なんですが、これ国保連でも今実際に始めた

いうような話が、説明があったと思うんですが、その点についてはどうなんですかね。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）平成 24 年度までは、資格審査、内容審査を町の方で嘱託職員を使って

やっておりましたが、今年度からは、資格審査だけを町でやりまして、内容審査の方は、

国保連の方に委託しております。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）はい、なければ、次のページ、115、116 ページ、全ページです。ありま

せんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次のページに移りまして、117 ページ 118 ページ、全ページ

です。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次のページ、119 ページ、120 ページの、上段から下段の方の、

１目、利子のところまででございます。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）特定健診事業ですけども、昨年受け忘れた私がこんなこというのもなんで

すが、これ対象被保険者数から考えるこの受診者で考えると、受診率はまず 30 パーセ

ントでよかったんですね、確認。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）特定健診平成 24 年度の受診率は 28.41 パーセントとなっております。 

○委員長（西田）その他ございますか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）24 年度の目標値はいくらでしたっけ。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）一応、健康かいた 21 の中にあります目標値は 65 パーセントとなって

おります。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）あとその下の保健衛生普及一般事務事業、資料の 427 ページですかね。こ

ちら、医療費通知の送付、ま、確かに行われておりますが、これ、医療費のお知らせで

115 万 8,000 円使っておりますが、これ効果はあるものなんですかね。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）この医療費通知につきましては、医療費適正化事業の中でやっており

まして、医療機関がですね、これだけの治療をしましたという内容に間違いがないか確

認するためのものでございます。不正の請求がないかというものをチェックするための

ものでございまして、効果はございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）実際これを送った先から、わしこんな医療を受けとらんでいうような連絡

等が実際あったんですかね、それがあれば実際効果があったと思うんですが。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）それは今のところ聞いておりません。 
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〇委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）じゃ効果がなかったとも取れるような気がしますが、実際どうなんでしょ

うか。 

○委員長（西田）住民課長。 

○住民課長（尾木）これは、医療機関がですね、誤った請求をしないかということをチェ

ックするものでございますが、一応、国保連等の方にもですね、連絡があるかと思いま

す。そういったことで、内容について調査しております。 

○委員長（西田）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）確かに通知をしたことによって、反応がなかったということでご

ざいますが、抑止力というケースもありますので、今後についてもこれは継続していき

たいと考えております。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）これ、高齢者の方から話をいただくんですが、病院行くなと言いよんかっ

て。本来の意味と違った意味で皆さんとられておるようなんですよ。あんたこげんにえ

っと病院行ったんでって言いよんかって。その辺の周知ができてないように思いますが、

実際どうなんでしょう。町民の皆さん理解していただいているんですかね、この本来の

趣旨を。 

○委員長（西田）はい、福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）確かに受け取られる方の考えというのは、そういうふうに捉えて

おられる方もいらっしゃるかと思います。今後その内容について、広報あるいはいろん

な機会にＰＲをして、この通知の意味というものを十分理解していただくような努力を

していきたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他。西山委員。 

○１２番（西山）その下、後発薬品普及啓発事業、296 万 1,780 円、説明書の 428 ページ

に通知を送付、実施しましたという事業を掲載されておりますが、病院によりましたら、

自分のところの病院は後発医薬品は扱っておりませんという病院もあれば、原爆被爆者

の人に対しては、自動的にこの医薬品が使われる医療機関もあるわけなんです。そうい

った中で、この通知方法っていうのはもっと精査されないといけないと思うんですが、

その点はどのようにこの結果が出たと思われますでしょうか。 

○委員長（西田）住民課長。 
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○住民課長（尾木）この後発医薬品の差額通知事業でございますが、平成 24 年１月から開

始した事業でございますが、これによりまして、今 700 名の方が切り変えられて、効果

は月 100 万円ぐらい出ておりますが、お医者さんによってはですね、後発医薬品を使わ

ないいう方もいらっしゃいますが、だんだんとこれが浸透してですね、医療費の削減に

つながっているとは思っております。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）なかなか難しい医師の判断ですから、難しい問題だと思っているんです。

私個人で言いますと、後発医薬品を使ってましても通知が一度も来たことないんですけ

ど、どういった方に対して、この通知はされるんでしょうか。 

○委員長（西田）住民課長。 

○住民課長（尾木）これはですね、後発医薬品を使ったら、これぐらいお得になりますよ

いう通知でございますので、現に医薬品を使われている方については、通知は行かない

と思います。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）今の続きなんだけどね、これはもう既に 10 年ぐらい前から私言うてきた

んじゃがね、どうもそのＰＲが足らんというか、認知度が不足しとるいうのかね、以前

は、こういうのがありますよいうんで、ジェネリックを使いましょうとか何か知らんけ

ども、文書だけ郵送されてくるんよの。何か、策がなさそうな気もするんだけども、大

体どういうようなことで周知を図っとるん。今やっとることで十分なのかどうか、ちょ

っと併せて。 

○委員長（西田）住民課長。 

○住民課長（尾木）これは、その通知の中にパンフレット等を入れて周知しているんです

が、ジェネリックのお願いカードとかですね、そういったものも入れましてですね、そ

れを使っていただくように周知しているところでございます。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）あんまりようわからんのじゃけどね、非常に難しいとは思うが、医師会

とかね医療機関にね、極力ジェネリックでできるものはやってくださいとかいうような、

文書・お願い、そういうのをお願いすることできることが出来んのかね、医者によって

はね事務的にね、ポーンと判子を押しとるんだよ。意味も何にも考えなしに。で、薬局

へ行くと、この判子さえ無きゃええんじゃがのと言う。どうもね、わしも何回かあって、
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先生これどうなっとるんじゃ、この判子消してやいうたら、おお、ええで、いうような、

簡単にそういうのもあるんで。どっかその、事務的な判子押しとる場合がある訳よの。

だから医師会とかそういうところに、やりにくいとは思うけどもね、なんか、そういう

策はないか考えとるかいうこと。 

○委員長（西田）住民課長。 

○住民課長（尾木）これは全国的な方針でございますので、国保連とか、県の方から医師

会に対してですね、要望があるんじゃないかと思います。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）ほいじゃ、ぐずぐず言うてもしょうがないが、やっぱりそのメンバーだ

から、ジェネリックじゃないかとか、なんかね、よその話を。随分ね、安いものは７割

とか８割ね、安いんだから、国保事務に事業にものすごい影響すると思うんよ。二十何

億だったかな、全部の金額何か頭混線しとるが、仮にこれが２割ぐらい安くなったとし

たらね、３億とか５億とかいう数字が、浮いて出て来ると思うんよ。毎年、介護も上が

り、国保税も上がりいうたら、料かなんか知らんけども、そうすると５億もまあ、国保

は 6 千人ぐらいじゃったか、何ぼか忘れた。相当影響が出ると思うんよの。そこはやっ

ぱり医師会がやっとるとか何か連合会が、他力本願で、やろうと思いますいうような、

答弁じゃなしにね、こういう運動とかこういうふうな所をお願いしとりますとかね、や

っぱり明快に答弁するべきじゃろう思うんじゃが、どうかね。 

○委員長（西田）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）はい、議員さんご指摘の通り、確かに後発医薬品の関係というの

は、今後の国保財政にとって重要な点であるということは認識しております。先ほどの

課長の方から答弁ありましたように、これは海田町一つだけの問題ではなく、全国的な

問題だ捉えております。町としてもいろんなケースを利用して、そこらの働きかけをし

ていきたいと考えておりますし、連合体であります広島県国保連等、あるいは全国の国

保連、そういったところと協力しながら、あるいは国・県と協力しながらそこらは進め

ていきたいと考えております。 

○委員長（西田）その他ございますか。住吉委員。 

○５番（住吉）健康づくり事業。説明書の 429 ページなんですが、これ文書を見ると被保

険者に対し生活習慣病対策事業を行いましたと。これ、国保のこの 6,775 人全員が、糖

尿病予防教室や筋力アップ教室、水中運動教室、これ、参加できるんですか。 
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○委員長（西田）住民課長。 

○住民課長（尾木）これは健康づくり事業にですね、保健師３名と、管理栄養士１名の人

件費が入っておりますので、実際が、えーと、委託料の 90 万円でございます。 

○委員長（西田）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）先ほどの健康づくり事業について、国保に加入している方は参加

できるのかというご質問でございました。これはあくまでも国保の被保険者を対象とし

た事業でございます。これに申し込みをしていただければ国保の加入者については、こ

れの事業に参加していただくことができます。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）としたらこの参加人数というのが異常に少ないように思いますが、その辺

はいかがでしょうか。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）国保の健康づくり事業につきましては、保健センターの保健

師と住民課の保健師が共同して実施しております。健診の結果から、このような教室に

来ていただいた方がいい特定保健指導の必要な方や、糖尿病教室が必要な方という方を

訪問で、具体的に勧誘しながら実施しております。で、参加人数としてはなかなか伸び

ないというのが課題ではあるんですが、地道に広げていきたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）さっきの部長の答弁だと、被保険者全員が申し込めば参加できる。でもセ

ンター所長は、健診の結果で保健師さんが訪問して勧誘しとる。これは、どっちが正し

いのかな。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）特定保健指導は別になりますが、健康づくり事業は、参加し

ていただけるんですが、健診の結果から、特に必要な方は重点的にマークして訪問して、

教室参加をお願いしております。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）健診の結果、特に必要な方というのは昨年度何人ぐらいいらっしゃったで

しょうか。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 
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○住民課長（尾木）昨年度で言いますと、対象者が 167 名です。受診者が 98 名でございま

す。 

○委員長（西田）はい、保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）今住民課長が言いましたのは、特定保健指導の対象者と参加

者でございますので、健診結果から必要な方につきましては、後日資料を提出させてい

ただきます。すみません。 

○委員長（西田）これはちょっと、今の確認。じゃ、はい、住吉委員。 

○５番（住吉）確認しよう。まず住民課長が 167 名、その後 98 名とふたつの数字を言いま

した。この 167 名というのは何でしょうか。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）特定健診の受け入れて、国のマニュアルどおりでメタボの方、

特定保健指導が必要な方が 167 名。でその対象者が海田町におられて、教室なり訪問な

りで、６か月間、痩せるようにとか健診結果がいい結果になるようにというふうな、保

健指導を受けて下さった方か 98 名ということでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）対象者は 167 名で、実際にこの事業に参加された方がこちらに今書いてる

人数だけでしたというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）429 ページの参加人数はまた別物でございます。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）別なものとは、どういう意味でしょうか。別物でございますかこれは。国

保対象者でもなく指導を受けた方でもなく、通りすがりの国保の被保険者ということな

んですか。別物というからちょっとわからんのですが、どういう意味なのか、要は 167

名の内、例えば糖尿病予防教室に参加した人が 33 人ということなのか、それとも全く

違う話なのか。 

○委員長（西田）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）どうも失礼しました。97 名とは違う方が教室に参加している

ということです。 

○委員長（西田）ちょっと、ちょっと待ってくださいね。執行部の答弁の方。福祉保健部

長。きちっと整理して、副町長。 
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○副町長（三宅）誠に申し訳ないんですが、福祉保健部内でどうも食い違いが出ておりま

すので、ここの部分につきましては、ちょっと整理をさせて、今ずっと答弁してますも

のを横で聞いておりましても、住吉議員が疑問に思っていらっしゃることを私も感じて

おりますので、整理をさせてから、誠に申し訳ないですが整理をさせてから、この部分

のところについては再答弁させていただきたいと思います。誠に申し訳ございません。 

○委員長（西田）はい。ということでよろしいですね。その他、ありませんか。はい、佐

中委員。 

○１５番（佐中）国保税についてお尋ねします。国保会計全体で 29 億円ぐらいですね。そ

れで、一般会計から持ち出ししておるのが約１億 5,000 万程度、基金が約 4,000 万。こ

れまで、国保会計の健全化ということで、町民の健康づくり、これがもう最大の事業の

一つだということから、いろんな面で取り組んで、成果も上げておられるわけですが、

ここにですね、監査委員が、一番最後のところですけれども、審査意見書の２ページで

すが、いろいろあって、健康診査や健康づくり事業を推進し医療費の適正化に努めるこ

と。この医療費の適正化ということで、どういう方法で適正化に努められるのか、それ

をお尋ねいたします。 

○委員長（西田）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）国保の適正化といいますかこれにつきましては、まず、医療費を

抑制することが大事であろうと考えております。それにつきましては先ほどから話が出

ております、予防事業とか、今のジェネリックの関係、そういったことでできるだけ医

療費を抑えていく、まず病気にならないことを前提にしていくのが一番大切だろうと思

っております。だからそういったことに力を入れながら、できるだけ今の医療費の抑制

に努めていって国保の財政の健全化、適正化というのを図っていきたいと考えておりま

す。 

○委員長（西田）はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）いろいろ国保の会計の問題で、努力をいろいろされておるんですが、今

の医療費の費用の抑制ですね、この間何の本か忘れましたけれども、医者のかかり方と

いうのがね、これは良い方法だなと、そういう教育を、被保険者にですね、これにする

教室がね、大きな役割を果たしておるというのがあったんです。今までそういうものを

やっておいでだと思うんですが、もっと具体的にそれを一つのどういう教室をつくって

ね、それも大きな成果があがる一つではあると思うんですがね、これはどのように考え
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ますか、お尋ねします。 

○委員長（西田）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）医療費の抑制につきまして恐らく議員さんが言われましたように、

いろんな方法があろうかと思います。確かにどのように、医療機関にかかわっていくか

というような問題もありますでしょうし、自分の健康づくりをどうやっていくのかとい

うふうなこと、あるいは食生活のこと、多岐に渡ってこようかと思います。これらにつ

きましては、町の方でいろんなメニューを考えながら、あるいは医療機関、いろんな団

体との連携をとりながら、実施していかなくてはならないものだと思っております。そ

ういった点で、これからもいろんなメニューにつきまして、工夫を加えながら開催して

いきたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次のページ、償還金から以下全部。ありませんか。以下です

よ、予備費もそうです。いいですか。はい、それでは以上で歳出終わります。その他、

福祉保健部の国民健康保険特別会計全体で、質疑等漏れがあれば、発言を許します。は

い、前田委員。 

○１４番（前田）以前にね、これも当時の保健課長か何かと随分けんかしたことがあるん

じゃがね、ジェネリックじゃなかった、レセプトで実効が上がっとるのにね、レセプト

の点検はできないんだというて、こういうてね、おかしいじゃないか、実効上がっとる

のに、今は、レセプトの中からどの程度年間実効が、いわゆる医療機関等からの払い戻

し、そういうものがあるのか。ここではその辺がようわからん。どうか、ないか、いや

いやレセプトの点検の。 

○委員長（西田）よろしいですか。はい、それでは、答弁お願いします。はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）レセプトの点検件数は、12 万 1,800 件でございますが、それの効果と

しまして過誤調整額として 838 万円、再審査請求分 208 万円、合計 1,046 万円の効果が

出ております。 

○委員長（西田）はい、前田委員。 

○１４番（前田）要するに、その約 1,000 万いうのは悪い言葉を使うと不正、医療機関か

らの不正請求というのか、ミスの主なものと言うのか、つい 100 円の薬を間違うて 1,000

円と書いた。というような間違いなのか、例えば、50 点のものを 70 点いうて請求した
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のか、その辺をちょっと。わかれば。 

○委員長（西田）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）これは国民健康保険でない社会保険を使われている方が、国民健康保

険の方から支払いを受けたとか、それとあと、医療の内容が間違っていたとか、そうい

ったものでございます。 

○委員長（西田）よろしいですか。それじゃ、その他。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）質疑なしと認めます。以上で、福祉保健部関係の国民健康保険特別会計

の審査を終わります。続いて、介護保険特別会計に入ります。132 ページ 133 ページの、

保険事業勘定歳入からでございます。132、133 でございます。これ、全ページでござい

ます。下岡委員。 

○４番（下岡）説明書の 434 ページに、負担割合が出てるんですけども、負担割合はです

ね、国が 25 パーセント、県と町がそれぞれ 12.5 パーセント、保険加入者、１号被保険

者が、65 歳以上の方が、21 パーセント、２号被保険者が 29 パーセントいうふうになっ

てると思うんですけれども、このデータを見るとですね、年度によっても違うしですね、

国の比率は 20 パーセント弱というようなことになってて、国と県と町を合わせると約

50 パーセントで半分程度になっているからなんですけども、国が少ない分のしわ寄せが

町に来てると思うんですけども、これ、どういうふうなですね、算出の仕方でこういう

ことになるのか。聞いたところでは、３年程度の需用額の見積もりでもってですね、毎

年ローリングしながら、予算ベースに織り込んでいくというふうに聞いているんですけ

れども、この１の保険料なんかはですね、年度によってですね、23 年は 18 パーセント

ぐらいで、24 年度は 24 パーセントということでですね、平均すると 21 パーセントぐら

いになってるからということなんですけども、それで、済むような問題じゃないと思う

んですけども、この予算を組むときはですね、どういうふうな組み方をしてるのか、ち

ょっと説明をお願いします。 

○委員長（西田）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）この保険料につきましては、23 年度につきましては基本 65 歳以

上の方は 20 パーセントになっておりました。24 年度から 26 年度につきましては 21 パ

ーセントというふうに変わっております。ただ、予算を組むときにはですね、全ての方

に保険料をお支払いいただいているという状況でもありませんので、そういう滞納分も、
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考慮しながら予算を立てております。 

○委員長（西田）はい、下岡委員。 

○４番（下岡）まず、国が 25 パーセント本来負担するものがですね、20 パーセント弱に

なっているということからしてですね、ちょっと、おかしいんじゃないかということを

言ってるわけですけども。だから立て方としてですよ、需用額見積もってですね、それ

が、ここに反映するときにですね、率が変わってきてると。公で約 50 パーセント負担

するということで国が 25 パーセント負担してない。５パーセント不足分がですね、町

だけに負担が来てるんじゃないかということを聞いてるんですけども。 

○委員長（西田）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）議員さんが言われてるのは調整交付金の国庫の５パーセント部分

だと思います。国庫につきましては、基本的に、居宅の部分については給付費の 20 パ

ーセント、施設については 15 パーセントという、それは決まった負担分があるんです

けども、残りの５パーセント分につきましては、各市町の保険料を是正するために、市

町のそれぞれの高齢者の所得状況であったり、それから、高齢者の人口割合、高齢化率

であったりしたものをですね、全体的に計算しまして、国の方が海田町としては、24 年

度は 1.95 パーセント、本来ならば、全額、満額であれば５パーセントの部分ですけれ

ども、海田町については、所得、高齢者の所得が多いということ、それから高齢化率が

低いということ等を加味しまして、５パーセントが 1.95 パーセントに、24 年度はなっ

ております。 

○委員長（西田）はい、下岡委員。 

○４番（下岡）20 パーセント、約 19.5 パーセントになってるいうことです。それともか

５パーセントは地方交付税で、町にですね、介護会計じゃなくて、一般会計の方へ５パ

ーセント分は来ているからということですか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）本来であれば満額であれば、５パーセントなんですけども、海田

町の場合は 1.95 パーセントというのが、介護保険会計の国庫の調整交付金として、歳

入の方で入っております。 

○委員長（西田）はい、下岡委員。 

○４番（下岡）具体的にですね、国から 16 億のうちのですね、いくら、そういうものを含

めてですね、入ってきているのか、ちょっと教えていただけます。率にして何パーセン
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ト分か。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）決算書で言いますと、132 ページ、国庫補助金の調整交付金とい

うのがございますけども、これの実際入ってきた額が 2,930 万 8,000 円ということでご

ざいます。 

○委員長（西田）はい、下岡委員。 

○４番（下岡）ちょっとよくわからないんですけれども、あともう一つですね、第１号被

保険者、65 歳以上の方ですよね、この方の負担が今も言われましたように、変わって今

現在 21 パーセントということになってると思うんですけども、予算額の 21 パーセント

をですね、65 歳以上の方で、所得割でもってですね、やるということで、シミュレーシ

ョンすればですね、いくら金額を負担させればトータルでこういう金額になるかってい

うのはこれは出てくると思うんですけども、第２号被保険者、40 歳から 64 歳の方、現

在 29 パーセント負担ということになってると思うんですけれども、29 パーセントとい

うのは、市町によってですね、40 から 64 歳の方の人数だとか所得というのは皆違うと

思うんですよね。中で、各市町が 29 パーセント負担ということは当然、担保されない

というか、それぞれの町の状況によって、人口構成も、また勤労者が多いとか少ないと

いうようなこともあるんでですね、その辺も必ずしも 29 パーセントにならないと思う

んですね。ただサラリーマンの方なんていうのは源泉徴収という形ですね、介護保険料

一定率を賦課されるわけですから、その収入のものを合計したときにですね、29 パーセ

ント以上になるような町もあるだろうし、田舎の方へ行くとですね、とても 29 パーセ

ントにならない町もあると思うんですけども、その辺の調整とというものがないとです

ね、当然、合わないというふうになってるんですけど、それどういうふうな形で調整が

されているのか。 

○委員長（西田）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）29 パーセントの部分ですけども、決算書見ますと 132 ページの支

払基金交付金というのがございます。こちらの方が 29 パーセント部分になっておりま

して、各保険者が支払い基金の方にお金を納付して、うち海田町が、かかった介護給付

費の 29 パーセントが、海田町の方に支払基金の方から交付されるような形になってお

ります。 

〇委員長（西田）はい、下岡委員。 
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○４番（下岡）私言ってるのはこれ率は 29 パーセントぐらいになってますよ、弱ですけど

も。だけど、市町によって違うでしょ、という事を言ってるわけです。必ず、今言った

ように徴収するときにはですね、勤労者の方は、率が介護保険料の何パーセントで雇い

主と従業員が折半とかいうことで、取りますよね、所得に対して。その、所得を合計し

たときにですよ、海田町で勤労者の方が多かったらですね、29 パーセント以上の収入に

なるだろうし、田舎の方へ行ったらですね、当然、勤労者の 40 から 64 歳の方が少ない

わけですから、その一定率で徴収した時にはですね、29 パーセントにはならないでしょ

と。その差が市町によって出て来るんじゃないですかと。大都市、例えば広島市あたり

では、そういう方は 40 から 64 歳の方が多いですから、29 パーセント以上になるだろう

し、田舎へ行ったらならないだろうと。それが、たまたま海田町はこれ 29 パーセント

ぐらいになってるからいいんですけども、何かの調整とか何とかしないと、全国ベース

ではですね、自治体によって違うんじゃないかということを言っているわけなんです。

その仕組みがあるのかということを言っているんです。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）主要施策の 437 ページをご覧いただきたいと思うんですが、それが先ほ

ど来、議員もご質問になりました国庫の分の５パーセントのところの普通調整交付金と

いうのが、その市町村における後期高齢者加入割合ですとか、今おっしゃいましたその、

いわゆる、第２号保険者の割合、それで、海田町はそういう意味で 1.95 というのはそ

このところの割合が高いと。だからよそに比べて、ある程度高いということで、ここが

1.95 パーセント、ここで調整されることになっております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。はい、住吉委員。 

〇５番（住吉）昔から介護保険１号被保険者 65 歳以上ということで、収納率かなり良かっ

たはずなんですが、これは保険料、未収が全部で 795 万、普通徴収の方で 440 万、滞納

分 350 万とありますが、これ、滞納分、これ回収できるんですかね。65 歳以上ですから

もうそんなに稼ぎが増えるような見込みはないでしょうし、これ昨年度どのような取り

組みで、この滞納繰越分の回収しようとなさいましたでしょうか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

〇長寿保険課長（森原）滞納につきましては、電話催告や納付相談などで窓口でも相談を

受けておりますし、少しずつでも払っていただくように、その滞納されてる方々にお話

させていただいております。 
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○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）で、もともと滞納分の調定額は 700 万、そのうち収入が実際に入ったのは

100 万ですよね。今度普通徴収の方が新たに 440 万も未収が、収入未済が出ておると。

これ滞納が、このままこんなペースでいきよったらどんどんどんどん膨らんでいくよう

な気がしますが、昨年度の時点で、その辺のことを考えた上での督促、取り立て回収業

務をしたんでしょうか。 

○委員長（西田）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）議員さんが言われましたことも考えておりますし、また 24 年度に

つきましては、保険料改定で入ってくる保険料自体も増えておりますので、その分で、

滞納額も増えたということがございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）今の答弁ちょっと言い訳にしかなっとらんよ。保険料が上がったけえ滞納

額が上がりました。滞納件数、滞納者数は減ったんですか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）滞納者数については、ほぼ横ばいで変わっておりません。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。はい、前田委員。 

○１４番（前田）一番最後の総括の方がいいのかどうか分からんがね、後でも出て来るん

じゃけども介護サービス事業、それでたまに私過去何年かなるんじゃけども、1 回だけ

おじさん元気ですかいうて、どっかのお姉さんが回ってきたけども、その仕事の中身が

よくわからんというのと、それとこれ、委員長にもお願いなんだけどもね、何をしとる

んかようわからん、それから今の介護事業やら先ほどもこれから出て来る後期高齢者、

特に中にね、療養型給付医療いうのかな、ほいから一般的に言うとる介護保険、療養型

医療そういう境目がね、あるときは特養で全部やって、何もせんのかいうたら、特養で

も医療やっとる。ほいで普通の病院で入院して、療養型医療いうんか療養型介護いうた

ほうがええんか、例えば、骨折で動かれんようになって、骨折じゃから直るから療養型

の介護じゃ、何かそこらの境目をね。ほいじゃようわからんが、とにかく体がだるうて

動かれんけえいうて医者へ入院して、これ、療養型の介護。で、ある時、こうこうじゃ

から具合悪いわるいけえ、特養かなんか入れてくれんかいうたら、いやあんたは特養へ

は行かれんのじゃ、介護でちょっと面倒見てくれんのかいうたら、いや介護は受けられ

ません。保険料だけ納めてね、その境目がようわからん。だからね、医療型の介護とい
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うのと普通に受ける介護の、いわゆる要介護度の１～５までの要介護、要支援というの

もあるんじゃが、そこらの受けれる、こういうのは医療型で受けるんだよ、これは一般

の介護で受けるんだよ、何かそこらのね、ここで説明せえ言うても、してもろうても、

私の頭では理解ようせんじゃろうけえ、文書でそれをわかるように出してくれんかの。

これが療養型の介護だよとかね、療養型の医療ですよという、言うとる意味が分かるか

の。ちょっとそれ確認してやって。 

○委員長（西田）その用語に対する区分が明確でないので、資料出してもらいたいという

ことなんですが、できますか。はい。副町長。 

○副町長（三宅）決算審査との関連性が見えませんので、この件につきましては、担当課

長の方から、前田議員の方へ説明をさせるということではだめでしょうか。 

○委員長（西田）はい。個別ということでございますが、前田委員、どうですか。 

〇１４番（前田）いいよ。 

〇委員長（西田）はい、じゃ、前田議員の方はいいということでございますので、個人に

対して今の説明をしていただくということで終わらせていただきたいと思います。それ

と、はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ次ページの、134、135 ページ、全ページでございます。

質疑があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ。136、137、全ページでございます。はい、

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、歳入を終わりまして、次、歳出の方に入ってきます。

次のページの 138、139 全ページでございます。はい、西山委員。 

○１２番（西山）意見書にもあるんですが、今後、保険給付費の 1,2,3 ですね。全部居宅

介護サービス給付費が 5.5 パーセントの伸び、地域密着型介護サービス給付費が 21.9

パーセントの伸び、施設介護サービス給付費が 2.2 パーセント増額の執行になっており

ますが、人数がどれだけ増えて、おひとりが給付費がどのくらい増えたっていうような、

大まかな増額のことがわかればお願いします。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 
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○長寿保険課長（森原）居宅介護につきましては、これはヘルパーであったりデイサービ

スであったり、いろんな在宅のサービスが入っております。それをまとめますと、23 年

度が件数としては１万 1,465 件であったものが 24 年度は１万 2,025 件というふうにな

っております。それから、地域密着の関係なんですけども、こちらの方は、グループホ

ーム、それから小規模多機能居宅介護の施設になっております。23 年度は、件数で言い

ますと 572 件であったものが 24 年 696 件というふうに増えております。失礼しました。

主要施策の方に出ておりますが、447 ページの方になりまして、在宅は先ほど言いまし

た、23 年度が１万 1,433 件で、24 年度が１万 2,025 件、それから地域密着型サービス

が 580 件に対して 696 件、それから施設介護サービスにつきましては、2,098 が 2,103

件なっておりまして、これは、基準のその、どのサービスを受けられたら何点という額

が決まっておりますので、それを、認定度の差によってその額で決まっておりますので、

23 年度と 24 年度も同じような考えていっておりますので、単純に、人数が増えて費用

が増えたというふうに考えられると思います。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）今、人数はみな増に１年間で、サービスを受ける方が増えているわけで

すけど、要介護度が上がれば、サービス料も増えますのでそういった増額もあるんでは

ないかと判断します。それはそれとして、１年間でこれだけ伸びるということは、介護

保険料、３年に一度の見直しですけども、これこの伸びはちょっと厳しいと私は判断し

ているんですけども、その辺はサービス料に対し、人数に対して、この結果をどのよう

に判断をされましたでしょうか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）24 年度終了時点におきましては、介護保険料を決定したときのサ

ービス見込み料の中に入っている状態です。 

○委員長（西田）西山委員。 

○１２番（西山）１年目だから入ってると思うんですけど、今度改訂までにこれだけの伸

びがあったということは、３年後まで持つという判断でしょうか。一般会計からの繰り

入れをしないともたない判断なのかどうかということです。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）この保険料を決めますときに伸び率も計算しておりますので、24

年度に比べて 25 年度は、伸び率で、高くなるような設定にしております。それを３年
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間をあわせて、サービス料を決めておりますので、24 年に 25 年に 26 年が同じ額で推移

して保険料決めているのではなくて、伸び率を計算して、その計で、サービス料を見込

んで保険料を決定しておりますので、24 年度終了時点では、予定内におさまっていると

いうことでございます。 

〇委員長（西田）はい、西山委員。 

〇１２番（西山）といたしますと、３年間は一般会計から繰り入れが予測よりも増えると

いうことは、ないと判断した介護保険料の設定と判断してよろしいんですか。 

○委員長（西田）はい。副町長。 

○副町長（三宅）介護保険に関しましては、一般会計からの繰り出しというのは認められ

ておりません。その中で、介護保険の中で、という形になっておりまして、県内のある

市町で出しましたけども、一度繰り出しましたけども、行政指導でもってだめだという

形で、次の年の保険料から充用しなければいけないということになっております。これ

まで、ちょっと説明させていただいた上で申し上げますが、先ほど長寿保険課長が申し

上げましたとおり、現在は見込みの範囲内で推移しておりますのであと２年間、本年度

来年度は十分に持つというふうに判断しております。 

○委員長（西田）その他、はい住吉委員。 

○５番（住吉）地域密着型介護サービス給付事業、説明書の 448 ページ、先ほど答弁でも

ございましたが、件数が 20 パーセント増と、かなり大幅に増加しておりますが、この

主な要因は何でしょうか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）これは平成 23 年度に開設しました小規模多機能居宅介護の利用者

が順調に伸びているということでございます。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。はい。佐中委員。 

○１５番（佐中）ええと、介護保険の中身を、お尋ねするんですけども、１割は、本人が

負担をする。残りの 90 パーセントの５割は、公共団体が負担をする。残りですね、残

りを、３年ごとの見直しで、今何ぼなっとるんのか、それを聞くんですが、20 対 30 な

のか、19 対 31 のか。それでこれから若者支援ということで、30 パーセントが 29 パー

セントになるのかどうか。どういう方針でいこうとするのか、お尋ねをいたします。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）現在は 21 対 29 になっております。これは 23 年度までは 20 対 30
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でしたので、今後どうなるかっていうのは国が示した割合で、町も決めていくようにな

るかと思います。 

○委員長（西田）はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）１号保険が負担がどんどん大きくなりよるわけですね。そういう面で、

払えない人、欠損をするというような状況で、増えてきておるところですが、やはりそ

こら辺は、もう少し考える必要があると思うんですね。国の方針で仕方がないと言えば

そうかもわかりませんが、もっとやり方について、研究をする必要があって、滞納のな

い、負担の少ない方向で検討すべきだと思うんですが、それはどうですか、お尋ねしま

す。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）議員も今途中でおっしゃいましたが介護保険については、全体の設計は

これは国がやっておりますので、そこの部分について、町独自の研究策というのは難し

いものというふうに思っております。 

○委員長（西田）はい、その他。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）先ほどグループホームの利用者が順調に増えているということでございま

したが、実際このグループホームの数はいま昨年度足りていたんでしょうか。実際には

本当に入れた方がいいような方もいらっしゃるが入れなかったというのがあったんで

しょうか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）地域密着型サービスには、グループホームと小規模多機能居宅介

護がありまして、小規模多機能居宅介護の方がどんどん伸びているという状況で、今、

今お話しされましたグループホームにつきましてはまだ十分空き、２施設ありますけど

も、空きがある状況でございます。 

○委員長（西田）はい、西山委員。 

○１２番（西山）先ほどの保険料は３年間は問題ないというご答弁でした。今国が要支援

は各自治体で、っていうことになりますと、保険料の根本的な見直しが必要になってい

くのでしょうか。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）今の制度設計が変更されるというところ、新聞報道等で知っております

が、具体的な影響というようなところのまだ説明等ございませんので本町の場合、そう
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なった場合どうなるかというところはまだわかっておりません。ただ、新聞報道で見ま

す限り、いわゆる、市長会とか、町村会においては、その場合の市町村の保険者側に対

する、その財政的、支援なりを十分にするようにというふうに書いてあるところを見る

と、いわゆる町の持ち出しが増えるんではないかなという不安感を持っております。そ

この部分につきましてはですから、それが保険料へ負担が行くのか、もしくは町の一般

財源から何らかの補てんをしなければいけないのか、そこら辺の仕組みが今から出てく

ると思いますが、どちらへもいかずに、ちゃんとその固定した、これは消費税の引き上

げと同じような議論をされておりますが、その場合に十分に地方にそういった財源が来

るよう、今後町村会等を通じて要望していく必要があるんじゃないかというふうに考え

ております。 

○委員長（西田）はい、その他ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ次のページ、140、141 ページ、全ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ、142 ページ、143 ページ、全ページです。

ありませんか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）介護予防二次予防対象者施策事業、説明書の 461 ページ。特に、要介護認

定を受けていないが、特に要介護状態等となる恐れの高い虚弱な状態にあると認められ

る方、これは昨年度合計何人いらっしゃったんでしょうか。 

〇委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）これは 23 年度に実施した、アンケートニーズ調査から、対象者を

出したものと、24 年度に新規で 65 歳になられた方や転入者の方にニーズ調査をして対

象者を把握したものになりますけども、1,039 人対象になっております。 

○委員長（西田）住吉委員。 

○５番（住吉）1,039 人ということは、65 歳以上人口今これ昨年度 6,003 人、そのうちの

1,039 人がこの介護状態となる恐れの高い虚弱な状態にあると認められる方ということ

でよろしいんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）そのとおりでございます。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 
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○５番（住吉）としたら、こちらはやはり 461 ページの３番に書いてある、対象者の施策

事業の参加者数が異常に少ないようにも見受けられるんですが実際は、こんなものでよ

ろしかったんでしょうか、昨年度。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）事業としましてはこちらの事業を実施しておりますが、今後も二

次予防の対象事業については人数が少ないという課題もありますので、検討していかな

いといけない課題だと考えております。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）逆に参加したいけどもそこまで行く交通手段がないとか、そういった声は

聞いておりませんでしょうか。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）こちらにあります二次予防事業の筋力向上トレーニングにつきま

しては、送迎付きのものもございますので、実際に来るのが難しい方は送迎で事業に参

加していただいている状況です。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）訪問看護師による訪問活動等、こちら対象者は何名でしたでしょうか。 

○委員長（西田）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）こちらは対象者というよりも、65 歳以上の二次予防事業の対象を

把握するということで、看護師が３名、訪問している人件費でございます。65 歳以上の

高齢者の世帯を中心に回っております。 

○委員長（西田）はい、住吉議員。 

○５番（住吉）全世帯じゃないですよねどう考えても。どういう抽出方法で訪問対象を選

んでいったんですかね。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 

〇長寿保険課長（森原）高齢者世帯の中心にひとり暮らしの高齢者の方から順次回らせて

いただいております。 

○委員長（西田）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）歯科衛生士による口腔機能指導なんですが、10 人。これは訪問ですかそれ

とも、対象の方が保健センターなりどこかに出かけていったということですかね。 

○委員長（西田）はい、長寿保険課長。 
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○長寿保険課長（森原）保健センターの方に来ていただいて、歯科指導をしております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）なければ、次のページ、144 ページ、145 ページ、全ページでございます。

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページ、146、147 ページ、全ページでございます。

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ続いて、介護サービス事業勘定に入ります。153 ページ

154 ページの、歳入です。153、154 の歳入。全ページでございます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、歳入終わりまして歳出に入ってきます。次ページ、歳

出は、全ページでございます。質疑があれば許します。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、その他介護保険特別会計全体で質疑漏れ等があれば、

発言を許します。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）すみません、一時予防の方を聞くのを忘れとったんですが、これ、異常な

までに参加者数が少ないように思えるんですが、これどういった方法で周知されていら

っしゃるんでしょうか。 

○委員長（西田）はい。長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）一時予防の健康マージャン広場につきましては、ホームページや

広報、それから先ほど言いました高齢者の世帯のところに訪問した際にチラシを配った

りしておりますが、認知症予防ということで麻雀をしているんですが、一般的な麻雀と

いうイメージがちょっと、あまり受け入れられていないようなところもありますので、

これからもちょっと啓発というか広報をしていきたいと考えております。 

○委員長（西田）はい、その他ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい。なければ、質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。以上で、

介護保険特別会計の審査を終わります。 
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○委員長（西田）続きまして、後期高齢者医療特別会計に入ります。162 ページ 163 ペー

ジの歳入からでございます。162 ページ、163 ページの歳入、全ページでございます。

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、なければ、次のページへ移りまして、全ページです。はい、ない

ですね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい。なければ、歳入終わりまして、次、歳出に入っていきます。次の

ページの 166 ページ、167 ページ、これ、全部ですね。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい。以上で、歳入・歳出終わりまして、その他、後期高齢者医療特別

会計全体で、質疑漏れ等があれば、発言を許します。ありますか。はい、前田委員。 

○１４番（前田）先ほど巡回３名でどうとかいう、その巡回の頻度というのかね、どうい

うふうに、うちも３年ほど前かな、よう覚えんがそれくらい前に一回お訪ねになってお

られますが、今、いわゆる孤老死とかなんかいうのが、いっぱいあってね、そこらの確

認を含めて、どうなのかないう、もちろんそういう独居老人、その辺の頻度をね、どっ

か思うに、併せて皆言うけども、病弱とかね、そういうような把握よね、あの人は年は

いっとるけども元気だと、逆に、若干若いけども、あの人は歩くの杖つかにゃ、杖つい

ても壁にもたれにゃ歩かれんとかね、当然そこらの頻度が変わってくると思います。巡

回というかね、そこらをどういうふうにされとるのかというのをね、ひとつお願いした

い。 

○委員長（西田）はい、副町長。 

○副町長（三宅）確認でございますが、介護保険特別会計に関するご質問だというふうに

思ってよろしうございますか。 

○委員長（西田）前田委員、後期高齢者の関係ですよ。後期高齢者の方、答弁できますか。 

○副町長（三宅）もう一度申し上げますが、後期高齢者では巡回のあれをしておりません

ので、もしその巡回に対する質問ということになりますと、介護保険でやってる部分に

なりますが、よろしゅうございましょうか。 

○委員長（西田）ちょっとちょっと待ってください、最後まで発言してください。はい副

町長。 
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〇副町長（三宅）後期高齢者の方の医療では巡回サービスを行っておりませんが、今、前

田議員がおっしゃいました巡回サービスというところは、介護保険における巡回サービ

スになりますが、介護保険特別会計の方としてご答弁申し上げればよろしいんですか。 

○委員長（西田）ほいじゃ時間もありますので、介護保険の方で。 

○副町長（三宅）介護保険、さきほど、委員長は介護保険について総括終了したというふ

うにおっしゃられたわけですが、その上で、再度答弁する必要があるかという質問して

おります。 

○委員長（西田）今執行部がここにおられますので、もしできれば、答弁をいただきたい

と、もしできないようなかったら明日に繰り延べて、はい、ほいじゃできますか。はい、

長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）先ほども言いましたように、65 歳以上の高齢者世帯のひとり暮ら

しの方を中心に回っているわけですが、その中でも、フォローが必要な方、元気な問題

のない方は、一度訪問して間があくんですけども、どうしてもやっぱり気になるような

方は、介護サービス、介護申請の方につなげたり、何度も訪問したりという形で、その

方に応じて訪問しております。 

（「聞こえん」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西田）分かりにくい、聞こえにくいということですね。それでは、もう一度お

願いできますか。長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）元気な方は、問題のない方は一度訪問して、間をあけますが、気

になる方につきましては、何度も訪問させていただくようにしております。 

〇委員長（西田）はい、前田委員。 

〇１４番（前田）特別に頻度は決めとらんのか。要するに元気な人であるけども、年に１

回は行きますよ。あんた元気じゃけえいわれたら３年に１回か５年に１回しか行かん。

あんたは元気じゃないから毎月行こうかとか毎週行こうかとか、そういうふうになんか

組んどる、どうなんかそこら。 

○委員長（西田）はい。長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）特に決まりは決めておりません。 

○委員長（西田）はい、よろしいですね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（西田）はい、それでは、以上、質疑なしと認めます。以上で、後期高齢者医療
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特別会計の審査を終わります。以上をもちまして、福祉保健部の審査を終了いたしたい

と思います。なお、本日の日程は終了する見込みがございません。本日はこれにて延会

といたします。明日、午前９時から委員会を開催したいと思いますのでご参集ください。

本日は大変ご苦労さまでございました。執行部の方、ご苦労さまでございました。 

午後４時４３分 延会  

 


